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ハンモックの下 巻
頭
言

今年の初め頃だっただろうか。医師をしている友人との会話の中で彼が「オランダの原子炉が動かないの
で薬が来ない」というようなことを言った。気になってどういうことか詳しく尋ねてみると，日本の医療用
アイソトープは，基本的に海外からの輸入依存だという実体が見えてきた。

ガン治療や検査のみならず，疼痛コントロールなどに放射線や放射性物質の薬品を使用することは知って
いたが，それらの薬品がどこでどのように作られて日本で使用されているのかなどについて私は，それまで
ほとんど考えたこともなかった。しかし説明によると，最も使用量の多いテクネシウム製剤の原料であるモ
リブデンは，過去にカナダの原子炉が停止して供給不能に陥ったこともあるとか。今回のものはストロンチ
ウム 89 を使った薬剤で，オランダの原子炉に依存していたものだったが，何かのトラブルで原子炉が停止
し，再稼働の目処が立たないので供給がストップ。製薬会社は奔走してベルギーの原子炉で調達することに
なったが，このベルギーの原子炉も間もなく定期点検で止まるから，綱渡りのような状態がしばらく続くだ
ろうということだった。

調べてみると，このような海外依存を解消すべきと，国も日本での国内生産を模索したことがあったよう
だ。既存の研究炉を使用するとか医療用アイソトープの専用炉を作るなどの議論がなされたようだが，規制
の厳しい国内では経済性が成り立たず，結局のところ国内生産は困難という結論に至ったそうだ。

同時多発テロ以降，放射性物質の輸出入が非常に厳しくなったこともあるが，極東の島国という地政学
上，日本は多くのリスクを抱えながら，原油や LNG だけでなく，医療用アイソトープも実は，海外からの
輸入に頼っているという現実を思い知らされた。

少し話は違うが，同じ薬剤ということでは，漢方薬にも危機が訪れている。かつては漢方薬の原料となる
薬草を日本も栽培していたが，今は原料のほとんどを中国からの輸入に頼っていて，日本の自給率は 12％
以下まで低下しているのが現状だ。この漢方薬，最近は欧米でも見直されるようになり，世界的にニーズが
高まってきているようで，原料の高騰が懸念されている中，中国の漢方薬剤に EU の基準値を上回る各種農
薬が残留していることが確認され，問題になっているのである。原料の薬草栽培は中国に一国集中だから，
そこの屋台骨が崩れると市販薬にも使用されている漢方薬そのものが製造できなくなってしまう恐れがある
のだ。薬草栽培に関してのノウハウや種苗の確保，農地の確保など，日本が国内で一からやり直すのは容易
なことではないだろう。

色々なことを思う。現代生活においては，必要なすべてのものを自国で賄うことは不可能だとしても，自
給できない場合に，どのようなリスクが存在するのかを，人々，特に私たち日本人はほとんど考えていな
い。心地よいハンモックに揺られて微睡んでいるが，ふと下を見ると地面は遙か下で空洞が広がるばかり，
という感じかもしれない。そして空洞を埋める，すなわち，手放したものを再構築するということがどれだ
け困難なことかということも，漢方薬の問題から身に沁みた。

原子力技術に関しても同じである。私たちはともすると「商業発電炉」のことばかりを思うが，医療や工
業製品などのために，世界中では多くの実験炉や研究炉が働いている実体も理解していなければならない。
そのことを思えば，簡単に原子力技術を捨てる……などとは口が裂けても言えないはずである。

（2013 年 8 月 5 日 記）

作家　エッセイスト

神津 カンナ（こうづ・かんな）
「親離れするとき読む本」，「パープル・
ドリーム」など多数の著書あり。さ
まざまな政府委員を歴任。
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福島第一原子力発電所の事故から既に 2 年を経過し
た。地震が発生し，それに誘発された津波により，発電
所全域の停電により緊急停止したはずの原子炉の冷却に
失敗した。全域停電というシナリオを想定していなかっ
た。シナリオの想定がなければ，十分な対応も困難であ
る。津波発生からの 5 日間で水素爆発が 1 号機，3 号機，
さらに 4 号機と発生し，その後の事故の流れを決めた。

現在，最も重要な課題の一つは，サイト内の汚染水の
除去である。冷温停止を維持するため絶え間なく注水を
行う必要があるが，この注水によりタービン建屋内の汚
染水レベルが上昇し，この汚染水の回収とその除染が進
められている。現在，FP のうちで長寿命の Cs-134, 137
の除去とともに，緊急冷却のため海水を注入したことに
よる塩素イオンの除去が大きな課題となっている。これ
ら水処理のルートの総延長はサイト内 4km にも及び，
これまでの総水処理量は本年 6 月末で 60 万トンともい
われている。毎日 400 トンの増加が発生し，これらは地
下水のサイト内への流入が原因とされている。処理水蓄
積量の増加が進めば，早晩，サイト内での容量を越えて
しまうことが危惧されている。

水処理施設が稼働を開始し，原子炉建屋内の汚染水内
の Cs イオンと塩素イオンの濃度は順調に低下してきた。
しかし，1 年を経過する頃から濃度低下のスピードが鈍
り，定常濃度を形成するに至っている。このことは，除
去と新たな発生，デブリからの溶出と思われるが，これ
らが平衡に到達したように思われる。複数の核種，イオ
ンで同様の挙動が観測されることは，上の推測が確度の
高いものと判断できよう。このことから炉心溶融で溶解
した使用済燃料が注入された水とどのように反応し，そ
の結果どのような形態で FP が水中で挙動するかについ
ては全く我々の知識は乏しいと判断せざるを得ない。本
年度に入り，その外の放射性核種の除去を行う ALPS も
導入予定で，Cs 以外の放射性核種の除去がさらに進み，
これらの濃度は放出基準を大きく下回ることになる。

汚染水の最終処分法で浮上してきた問題はトリチウム
である。トリチウムは最大 18keV のベータ線を放出し

半減期 12.3 年で減衰する。生物学的半減期は 12 日と推
定され，比較的生物効果は小さいと評価されている。現
在の処理水には 1,000Bq/cm3 程度のトリチウムが含ま
れ，環境放出基準の 0.01Bq/cm3 にするためには大量の
水での希釈が必要である。今後の我々の選択には 3 つの
オプションがあるように思われる。一つはサイト内に継
続貯蔵である。これは時間稼ぎのみで最終的な解決には
至らない。二つ目はトリチウムの除去，濃縮である。原
理的には除去，濃縮も可能であろうが，現実的には困難
であることは明らかで，これも選択はできない。残るは
希釈放出である。これは規制値に従って放出すると 20
年もの時間を要すると算出されている。最終的には希釈
放出は現在の社会的状況を考慮するとなかなか了解は難
しそうで，最終的には政治的な判断に委ねられることに
なりそうである 1）。

以上のような状況を踏まえて，我々に何が最も不足し
ているか考えてみると，事故時の使用中の核燃料と水と
の相互作用，FP の挙動の理解であり，これらに対する
放射線の影響についてである。燃料中の FP の質量イン
ベントリーは Cs が主要生成物であり，Sr もそこそこの
量であるもののヨウ素の絶対生成量は小さい。同時に，
考慮すべきは崩壊熱である。崩壊熱は FP からの放出放
射線が熱になったものであるので，崩壊熱は核分裂生成
物からの放射線量と同義である。崩壊熱は原子炉停止か
ら 1 日経過して半減，1 週間で 3% 程度，1 年経過しても
1％程度が残存し放射線源として無視できないため，放
射線効果を必然的に考慮することが必要となってくる 2）。

そもそも燃焼度の進んだ核燃料の内部構造は亀裂，ボ
イド，さらには様々な析出物，これらが径方向，高さ方
向で不均一に，局所的に偏在する複雑な構造を形成する
ことが知られているが，これらのシビアアクシデント時
の挙動はよくわかっていない 3）。炉心溶融を考えると
1,855℃で被覆材の Zr が溶融し，さらに高温になり
2,800℃を越えると UO2 そのものも溶融する。物理的に
は融点で溶解挙動は表現できるが，これに水が関わり，
FP の放出や Zr と水の相互作用による水素の発生が生

東京大学教授
本学会水化学部会長 , 主な研究分野は原
子力における放射線効果，高温水・超臨
界水の放射線分解とシミュレーション，
高 LET 放射線の反応，超高速パルスラ
ジオリシス，放射線利用。

アクシデント化学時論

勝村 庸介（かつむら・ようすけ）
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じるはずである。これらは水との接触がどの程度のス
ピードで進むかで様相は大きく変わるであろう。その様
相によってエアロゾルの生成も大きく影響することが想
像される。これらは容易に想像できるものの，実際にど
のように進行するかを正確に予見することは現状では困
難であり，そのためには実際の実験が必要である。熱流
体的な解析はもちろんであるが，そこでの化学反応の解
析も引き続く FP 挙動を考える上では不可欠である。よ
く知られていることとして，ヨウ素は多くの化学形態，
I2, I-, I3-, HOI, IO3

- 以外にも有機ヨウ素があり，放射線
がその変換を加速することから，放射線効果の検討も必
要となる。これらが水相と気相間でダイナミックな移行
をすると考えられ，事故時の挙動予測のコードが開発さ
れている 4）。ヨウ素以外のFP核種についても化学変化，
水相，気相，さらには表面の効果等も考慮した挙動を予
測する必要があるように思える。 これらについては短
時間で進行するもののみならず，長期間にわたるゆっく
りした反応もあり，これらの動力学的挙動を理解するこ
とも必要と思われる。さらに，UO2 がマトリックスと
なるが，当初はこれに Pu や他の FP 核種が存在してい
るはずで，これが溶融した場合，あるいは溶融を経て凝
固した後では，存在していた FP 挙動は全く異ってくる
と想像される。Zr も水との反応で水素を発生した後は
ZrO2 を形成するであろう。このように，炉心溶融が発
生した状況では FP の挙動は温度，圧力以外の物理パラ
メータのみならず，水素濃度などの化学パラメータも関
わる複雑なものとなると思われ，これらはダイナミック
な現象として理解すべきものとなる。ところが，冷温停
止に至ると今度は時間をかけた移行や反応が支配的にな
るはずである。UO2 は水に接触していれば徐々に溶解
することが知られており，その過程で放射線が強く作用
することも明らかになっている。これらは地層処分で検
討されてきた課題で，PuO2 についても同様のことが起
こるかも知れない。これらのデータを得るためにはいろ
いろのモデル実験を実施する必要がある。UO2 に非放
射性の FP 核種を含有した模擬使用中燃料を作成し，溶
解させ，水と接触させたり，水に投入したりして FP の
挙動を追跡するのは一つの方法である。また，環境とし
ても事故直後は水素環境であるのに対し，その後は酸素
存在下での挙動を対象にするようになると想像される。
さらに，それに加えて強い放射線環境下での反応なの
で，ヨウ素挙動で述べたように放射線が大きな支配因子
となる。最終的には，適当な燃焼度の燃料を用いた実験
が必要になると思われるが，FP や MA の飛散を防止す
るためには，必然的にグロープボックスの中での実験と
なり，実際の実験実施はなかなか困難と思われる。

今回の福島事故では海水がキーワードの一つに躍り出
た。海水が原子力で現れることは余りないが，例外の一
つは地層処分の分野がある。長期にわたり地下水が浸入

しなかったことから安定な処分地候補と見なすことので
きる岩塩層に高レベル廃棄物を処分するとの考えが有り，
この場合の事故のシナリオの一つとして地下水浸入で数
モルもの高濃度塩水が発生し，その放射線の影響が議論
されてきた 5）。海水の主成分は NaCl 0.6 モルで，Mg イ
オン，硫酸イオン，臭素イオン，炭酸イオンや有機物を
含む混合系で放射線反応も単純ではなさそうである。

私ども水化学部会では，これまで原子炉の冷却水の管
理を通じて SCC の抑制，被ばく低減を図り，原子炉の健
全性を維持するとの目標を掲げて活動してきた。これま
で述べてきたことは全て水に関わっており，我々は関連
課題を主体的に取り組むことができると考えている。具
体的には汚染水の処理，原子炉機器の健全性の確保，除
染，水素の発生と挙動，核分裂生成物の放出と移行，こ
れから取り組むことになる燃料デブリの取り出しなどが
挙げられ，このうち幾つかは実際に実施されてきている。
これらを整理しつつ，水化学の活動の中に取り込んで進
めることも必要である。水化学ロードマップの改訂を進
める段階にきており，これらを積極的に取り入れること
が必要との認識もあり，是非その方向を検討したい。

以上のように，原子力事故に対して，化学の果たす役
割は大きなものがあり，関連課題をまとめて“Accident 
Chemistry” なる分野を形成しうるのではと考えている。

福島事故は世界的にも影響を与えた。福島事故を受け
て中国では中国科学院が原子力の安全を専門とする研究
所，核能安全技術研究所（Institute of Nuclear Energy 
Safety Technology）を 2011 年 9 月に安徽省合肥市に設
立 し た。 そ の 中 に は 核 能 化 学 安 全（Chemistry for 
Nuclear Safety）なる部門もあり，化学関連分野の課題
を重要視している。縁があって，私もこれに関わること
になり，水関連の研究を提案したいと思っている。

最後に一言，私の友人は福島原子力事故に対して多く
の対応策が打ち出され復旧作業が進み，さらに将来を見
据えた検討や研究も進んでいることから，これらの活動
や成果を整理し，その記録を残しておくことは将来の事
故対策，事故対応において，アーカイブシステムの作成
が重要と発言している。全くその通りで，水学会の範
ちゅうで可能なものは積極的に情報を整理し記録に残す
ようにしたいと考えている。

（2013 年 7 月 31 日記）
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東京電力では 2012 年 9 月から「原子力改革特別タスク
フォース（以下，タスクフォース）」を設置し，「原子力改
革監視委員会」の監督の下，福島原子力事故の技術面で
の原因分析に加えて事故の背景となった組織的な原因に
ついて分析を進めて参りました。そして本年 3 月末に

「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」を
公表致しました。以下，その内容を報告致します。

まず，当社は事故を防げなかったことと事故状況を迅
速的確に公表することができなかったことの 2 点を反省
しなければならないと総括しています。

一点目の反省の意味は以下のようなことです。
当社は福島第一原子力発電所の設置許可申請書におい

て，事故の際には多重の安全設備が確実に機能して，原
子炉の停止，冷却，放射性物質の放出防止が図られると
説明してきました。しかし，2011 年 3 月 11 日の地震と
津波により，安全設備のほとんど全てが機能を失ってし
まいました。これは設計段階において地震と津波を起因
とする共通原因故障への配慮が足りなかったことが原因
です。その結果，全電源喪失という過酷な状態に至って
しまったのです。

更に，運転開始後には，米国のテロ対策等の安全性強
化策や運転情報を収集分析し，対策を積極的に取り入れ
るという継続的な努力が足りませんでした。米国のテロ
対策については米国から教えてもらえなかったとの弁明
も聞かれますが，米国電力の中には規制当局の指示に先
立って自ら対策を採った電力もありましたし，一部に関
連情報も出回っていたので言い訳はできません。

以上の通り，当社は，設計段階の技術力不足，その後
の継続的な安全性向上の努力不足により，広域に大量の
放射性物質を放出するという深刻な事故を引き起こした
ことを深く反省致します。

二点目の反省は，2011 年 3 月 11 日の事故発生以降，
広報活動全般が迅速さと的確さを欠いていたことです。
特に炉心溶融が生じていることを公表したのは，5 月 24

日と大幅に遅れました。遅れの原因は，原子炉の状況を
的確に把握できなかった技術力の不足，積極的な公表姿
勢の不足，そして関係機関との調整へのこだわりでし
た。その結果，当社が立地地域のみなさま，全国・全世
界の方々の不安や不信を招いてしまったことを深く反省
致します。

以上の反省を出発点として，当社組織内にあった問題
を明らかにして，安全への取り組みを根底から改革する
ことと致しました。

過酷事故が津波だけを起因事象として発生するもので
はない以上，津波対策を行えば過酷事故が防げるという
ことにはなりません。様々な起因事象によって生じるか
もしれない過酷事故を防ぐためには，事前の備えが不足
した組織に内在する問題を明らかにして，それらを解消
する必要があります。

タスクフォースは事故の根本原因分析を行って，原子
力組織の中に「安全意識」，「技術力」，「対話力」が不足し
ているとの結論に至りました。そして，これを助長する
構造的な問題として原子力部門の内に図のような「負の
連鎖」が存在していたために，3 つの不足を解消するこ
とが困難でした。具体的には，原子力部門には安全は既
に確立されていると思い込んでしまった安全意識の問題
がありました。その結果，残る経営課題としては稼働率
が優先され，システム全般を安全の観点で見直すような
技術力，現場の事故対応を直営で実施する技術力が不足
していました。同時に，立地地域や規制当局との間で残
されたリスクについて率直に語る対話力が不足していま
した。

更に報告書では，福島原子力事故は，原子力部門のみ
によって引き起こされたわけではないと結論していま
す。原子力発電という特別なリスクを扱う企業として
は，当時の経営層全体のリスク管理に甘さがあったと考
えています。

以上のような組織に内在する本質的な問題を解消する

東京電力（株）　常務取締役
東京大学大学院修了，東京電力入社。
原子力設備管理部部長などを経て，現職。
原子力改革特別タスクフォース事務局長，
原子力・立地本部副本部長を兼ねる。

福島原子力事故の総括および
原子力安全改革プラン

時論

姉川 尚史（あねがわ・たかふみ）
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ためには，負の連鎖を複数箇所で同時に断ち切る対策を
実施しなければならないと考えました。それが，以下の
6 つの対策になります。
（1）　経営層の安全意識向上

経営層は，原子力の特別なリスクを強く認識し，原子
力事業者として安全に対する責任を負うことを自覚し，
組織全体の安全意識を高めるためにリーダーシップを発
揮し，人材の育成にも努めるよう，原子力安全意識の向
上のための研修および定期的かつ客観的な評価を実施
し，継続的な改善に活用します。また，安全文化の浸透
は経営層のミッションと定め，トップのリーダーシップ
で取り組みを推進します。

具体的には，原子力発電所の安全設計，福島原子力事
故の経過と教訓を題材とした経営者向けの研修を開催，
また，原子力部門に対して，安全文化醸成活動の一環と
して福島原子力事故の総括をもとにした重層的な議論を
実施させています。
（2）　内部規制組織の設置

取締役会直轄の内部規制組織として原子力安全監視室
を設置し，執行側の原子力事業の運営を独立かつ直接的
に評価することとしています。

具体的には，社外から室長を招き，5 月 15 日に原子
力安全監視室を設置しました。福島第一・福島第二・柏
崎刈羽原子力発電所を訪問し，所長を中心とした幹部に
インタビューを行い，安全意識の確認，必要なアドバイ
スを始めています。
（3）　深層防護提案力の強化

継続的に安全性向上対策の強化を積み重ねるため，深
層防護に則った費用対効果の高い安全性向上対策を迅速
に提案できる技術力を育成する仕組みを構築します。

また，全世界で発生した事故やトラブルは，自らの発
電所でも発生しうるという意識を持ち，海外や他産業を
含む運転経験情報を適切に活用する仕組みを構築します。
（4）　リスクコミュニケーターの設置

原子力に絶対安全はないとの観点から，リスクコミュ
ニケーション活動を行えるよう，リスクコミュニケー

ター（以下，RC）を設置するとともに，活動の中核にな
る組織としてソーシャルコミュニケーション室（以下，
SC 室）を新設します。

具体的には，4 月 10 日に SC 室を設置し，RC を順次
任用・配置（約 30 名）しています。SC 室は，原子力部門
の情報を中心に収集し，経営層や原子力部門に対して具
体的な情報発信の基本方針の提言を行っています。ま
た，福島第一で発生したネズミによる停電事故への対応
等，十分なコミュニケーションができていない事案を分
析し，同様の問題が生じないよう，コミュニケーション
の徹底を図っています。
（5）　発電所および本店の緊急時組織の改編（ICS 導入）

米国緊急時組織（以下，ICS）に倣い，指揮命令系統の
明確化，情報共有の効率化等を改善するよう，発電所お
よび本店の原子力防災緊急時組織を改編します。

具体的には，柏崎刈羽原子力発電所の緊急時組織に
ICS に基づく体制の整備を図り，3 月にはおおむねその
考えに従った運用ができるようになりました。6 月末ま
でに計 9 回の総合訓練，約 400 回の小規模訓練を行っ
て，ICS の意義や効果を実感できるところまで向上して
きています。
（6）　平常時の発電所組織の見直しと直営技術力強化

原子力安全に関する俯瞰機能の強化等を目的として，
平常時の発電所組織を見直します。また，事故発生後の
初期対応を当社社員が実施できるよう，直営技術力を育
成するための組織を設け，想定外の状況に対応するため
の応用力を養成します。

○結　言
原子力発電という特別なリスクを有する設備運転の責

任を有する事業者は，一般産業をはるかに上回る高い安
全意識を基礎として，世界中の運転経験や技術の進歩に
目を開き，確固たる技術力を身に付け，日々リスクの低
減の努力を継続しなければならない立場にあります。

したがって，巨大な津波を予想することが困難であっ
たという理由で，今回の事故の原因を天災として片づけ
てはならず，人智を尽くした事前の備えによって防ぐべ
き事故を防げなかったという結果を，真摯に受け入れる
ことが必要です。

当社は防ぐべき事故を防げなかったことを深く反省
し，改めて事故で大変なご迷惑をお掛けした立地地域の
みなさま，全国・全世界の方々に対し，心からお詫び申
し上げます。今後は，原子力発電所の安全性向上対策の
強化や当社組織の改革に，不退転の決意で取り組んで参
ります。

（2013 年　8 月 1 日　記）

負の連鎖の遮断
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学会事故調が最終ドラフト案を公表
福島原発事故の原因究明や教訓抽出を検討している原

子力学会の事故調査委員会は 9月 2日、最終報告書の
ドラフトを公表した。ドラフトでは津波対策や過酷事故
対策が不十分だったことが事故を引き起こす直接的原因
であり、事故後の緊急時対策や事故による影響の緩和・
回復策にも問題があったと分析。その背景には、専門家
が専門性に埋没して俯瞰的な視点に欠けたことなどをあ
げた。その上で今後は、深層防護をふまえた総合的な取

り組みによる原子力安全の向上を図るとともに、学会員
自らが専門家として社会的に果たすべき責任感を広く共
有するよう求めた。
また、多核種除去装置（ALPS）で処理された後も除去

できないトリチウムを含む汚染水については、薄めて海
に放出する方がリスクは低いとの見解を示した。

（原子力学会編集委員会）

国際廃炉研究開発機構が発足

茂木敏充経済産業相は 8月 1日，福島第一原子力発
電所事故炉の廃止措置に向けた新研究開発組織「国際廃
炉研究開発機構」の設立認可書を，同機構の理事長とな
る山名元氏（京都大学原子炉実験所教授）に手交した。新
組織は 8日に正式に発足した。
事故炉の廃止措置を進めるのに際し，今後は原子炉内

の燃料デブリ取り出し作業の着手に向けて多くの研究開
発を要し，技術的にも相当な困難が見込まれる。このた
め 6月に改訂された中長期ロードマップでは，研究開
発を個々に行うのではなく，一元的なマネジメントを担
う研究開発運営組織のもとに現場ニーズを踏まえ，柔軟

かつ機動的に進めるべきとされている。
国際廃炉研究開発機構は，独立行政法人，メーカー，
電力会社などの 17法人で構成され，税制上の優遇があ
り，株式会社への移行がスムーズにできる技術研究組合
の形をとっている。同機構は今後，助言を求める国際顧
問の登用，海外専門家グループの設置など，国際的な叡
智を結集する体制を整備し，廃炉対策推進会議，日本原
子力研究開発機構とも連携をとりつつ，研究開発計画を
推進していく。

（資料提供：日本原子力産業協会，以下同じ）

クライン監視委員長，東電に情報公開の姿勢改善求める

東京電力の原子力改革に関する諮問組織「原子力改革
監視委員会」は 7月 26日，3月に同社が公表した「原子
力安全改革プラン」の進捗状況に対する監視結果をまと
め，取締役会に答申した。同日の記者会見で監視委員会
のデール・クライン委員長（元米国原子力規制委員長）
は，最近の汚染水問題に鑑み，改革プランの加速，実効
性の向上を促すとともに，「広報上の不手際が努力をな
いがしろに。情報を提供する意識がないのでは」などと
情報公開の姿勢を厳しく批判した。
東京電力は，これに先立ち，「原子力安全改革プラン」

の 13年度第 1四半期の進捗報告を取りまとめている。
その中で，福島第一発電所事故炉廃止措置に関し，期間
中に発生した①ネズミによる停電，②地下貯水槽からの
漏えい，③ 1．2号機タービン建屋東側地下水からの高
濃度トリチウム検出――のトラブルを振り返り，それぞ
れについて，安全意識，技術力，対話力の課題を，過酷
事故や津波に対する事前の備え不足から導かれた背後要
因として抽出した。その上で，引き続き，経営層がリー
ダーシップを発揮し，改革プランを着実に実施していく
こととしている。

産業界の安全向上でWG初会合，経産省が設置

「『安全神話』との決別」を第一に掲げ，産業界による自
主的かつ継続的な原子力安全の取組を検討するワーキン

ググループ（WG）が 7月 17日，東京・霞が関の経済産
業省庁舎で初会合を開いた。原子力の安全確保の一義的
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責任を負う事業者が，常に規制以上の安全レベルの達成
を目指すべきとの考えから，このWGは，規制サイド
とは別に産業界の意識改革や自主的対策のあり方を検討
するため，総合資源エネルギー調査会に設置された。メ
ンバーは，座長を務める製品評価技術基盤機構理事長の
安井至氏など 10 名の有識者のほかに，電力やメー
カー，日本原子力産業協会，原子力安全推進協会もオブ
ザーバーとして参画し，より現場に即した議論を展開す
る。
初会合では委員の尾本彰氏（東京工業大学特任教授）

が，福島発電所事故を踏まえた社会的安全目標のあり
方，施設の弱みを定量的に把握することなどを課題にあ
げた。また，規制委員会の新基準策定にも関わった山口

彰氏（大阪大学工学研究科教授）は，エネ庁が検討に先立
ち掲げた論点項目に対し，「なぜできなかったのか」を根
本的に掘り下げる必要を指摘したほか，今後の議論に向
け，重要なキーワードへの共通認識を委員の間で明確に
することを求めた。
安全研究関連では，上塚寛氏（日本原子力研究開発機
構理事）が，自身の経験も踏まえて研究者が「安全神話」
に陥ることを危惧し，考え方を根底から改める必要を訴
えたほか，電力会社の共通課題として井上正氏（電力中
央研究所研究アドバイザー）が，技術者の養成・確保に
言及し，メーカーも含めた総合的な協力体制を構築して
いく必要を求めた。

東芝が重粒子がん治療装置，マレーシアで FS調査

東芝は 7月 25日，マレーシア向けの重粒子線がん治
療施設に関する事業性調査について，1マレーシア・デ
ベロップメント社（1MDB社）と覚書締結を行った。重
粒子線がん治療施設の事業計画の立案・評価やマレーシ
ア国内で重粒子線がん治療装置の導入に適した施設の選
択などを行う。2014 年 7月までに調査結果をまとめる
予定。1MDB社は，2009 年に設立されたマレーシア
政府 100％出資のファンドで，同国の長期持続可能な
経済発展を目的とした，エネルギーや医療分野などへの
投資を行っている。
重粒子線がん治療は現在，国内外で注目され，欧州，

ロシア，中東，東南アジア各国などで導入の計画が進め
られている。同社はこれまで，重粒子線がん治療の世界
最先端開発拠点である放射線医学総合研究所へ最新の重

粒子線照射システムを納入。また，昨年 1月には神奈
川県立がんセンターから重粒子線がん治療装置を一括受
注している。海外では，今年 5月にアルクドラホール
ディング社とアブダビ首長国向け重粒子線がん治療施設
の FSに関する覚書を締結し，すでに調査を開始してい
る。
国内では放射線医学総合研究所が 15年を超える実績
をベースに，各地への普及を進めている。がん病巣に対
してパンチ力が高く，体内深部のがんを“切らずに治す”
ことができて患者負担が少ない特長があるため，装置な
どをコンパクト化することで，まず群馬大学に重粒子線
がん治療施設を整備し稼働した。最近では佐賀県鳥栖市
の九州国際重粒子線がん治療センターが 5月に開設し
ている。

電子型ニュートリノ確認，世界初

今存在する宇宙の成り立ちを解明する――その手がか
りとしてニュートリノと呼ばれる物質構成の基本的な粒
子の解明に，着実な成果がみられている。7月 19 日，
国際共同研究グループの発表によると，「電子型ニュー
トリノ出現現象」が存在することを示す決定的な測定結
果が得られたという。
これまで，発射されるとき「ミュー型」だったニュート

リノが「電子型」に変化することが予言されていたが，実
際に測定されて現象が確かめられたのは世界初。実験
は，茨城県東海村にある日本原子力開発研究機構にある
J-PARC から発射されたニュートリノを約 300km 離
れた岐阜県飛騨市にある東京大学の実験施設「スーパー
カミオカンデ」で観測し，分析を重ねてきた（T2K 実
験）。

2011 年 6月にはその実験結果から兆候をつかんでい
たが，その後の実験と分析の積み重ねにより決定的な測
定結果を得たとしている。
宇宙の成り立ちは謎で，ビックバンの直後には物質と
反物質が生じたが，物質が残り現在の宇宙の構成になっ
たと考えられている。ニュートリノがその謎に大きな役
割を果たした可能性があり，ニュートリノの特徴の解明
の一歩として，電子型ニュートリノの出現を発見するこ
とが，この実験の第一の目的になっていた。今回，その
目的が達せられたことになるが，今後も実験を重ねて，
さらにニュートリノ解明を進めていくことで，宇宙の成
り立ちの謎に迫ることができると期待されている。
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九大，SPring-8 を活用し 4D観察法を開発
九州大学大学院工学研究院の戸田裕之教授の研究グ

ループは 7月 10 日，大型放射光施設 SPring-8 を活用
し，新たな金属組織の 4D観察法を開発したことを発表
した。これまでは主に 2Dの手法が用いられてきたが，
さまざまな現象が 4Dであり，4D手法（3Dに時間軸を
加えたもので，3Dの連続観察）が可能になれば，自動
車，航空機などに用いられる材料の研究開発が飛躍的に
高度化すると期待される。
これまで 4Dの連続観察法を可能にする技術はなかっ

たが，戸田教授の研究グループは金属の結晶粒界に多数
存在する数～数十μm程度の粒子を SPring-8 を利用し
たX線CTで鮮明に 3D観察できることに着目した。こ

のような粒子は金属が変形し，破壊していく過程でも常
に結晶粒界に位置するため，結晶粒界の粒子情報を使え
ば，個々の結晶の形を 4Dで求めることが可能と発想，
具体的な手法として効果の検証などを進めてきた。
従来，金属の強度などの評価は，多くの試験を別々に
行い，それを総合して評価していた。今回開発した「結
晶粒界追跡法」では，大型放射光施設を用い，1回の実
験で，1本の試験片だけで組織の観察と強度等の評価を
同時に実施できるので，双方の情報を高いレベルで能率
よく取得し，かつ誤りなく結びつけることができる。
これにより，金属材料の真の変形の様子，破壊のメカ
ニズムなどを知ることが可能になるという。

海外ニュース

【米国】

EIA，「2040 年まで原子力の発電量
は倍増」と予測

米エネルギー省（DOE）内にある独立の統計分析機関
のエネルギー情報局（EIA）は 7月 25 日，2040 年まで
の長期的な世界のエネルギー市場動向を予測した「国際
エネルギー見通し（IEO）2013」を発表した。今後 30年
間に世界のエネルギー需要は途上国に牽引され 56％の
増加が見込まれるほか，電源別発電量では再生可能エネ
ルギーと原子力の消費量の伸びが化石燃料を上回る見通
しだ。
IEO2013 の標準予測ケースによると，世界のエネル

ギー消費量は 2010 年実績の 524 クアッド（＝ 1,000
兆）Btu（英国熱量単位）から 40年に 820クアッドBtu
に増加する。主に中国とインドの消費量増が大きな要因
で，これら 2か国だけで 40年までの増加分の半分を占
める計算になる。
発電量も 10 年の 20 兆 2,000 億 kWh が 40 年には

93％増の 39兆 kWhに拡大。電力市場が十分確立され
消費パターンが落ち着いたOECD諸国では，現時点で
多くの人々が電力にアクセスできない状況にある非
OECD諸国より電力需要の伸びが小さい。非OECD諸
国のネット発電電力量が 40年までに年平均 3.1％で上
昇するのに対し，OECD諸国のそれは 1.1％に留まるこ
とになる。
また，エネルギー供給保証と温室効果ガスによる環境

破壊への懸念から，多くの国で再生可能エネルギーの拡

大支援政策を政府が加速。結果として，同エネルギーの
成長速度は標準予測ケースの中で最も高い年率 2.8％に
達すると見込まれる。この後に続くのが天然ガスと原子
力で，伸び率はともに年率 2.5％。石炭火力も年平均で
1.8％増加する見通しであるため，2040 年までを通じ
て最大の発電シェアを維持するが，温室効果ガスの排出
抑制を狙った将来的な国家政策や国際合意により，その
シェアは実質的に低下していくと予想される。
〈福島事故は世界の原子力開発に長期的に影響〉
原子力による世界の総発電量は 10 年実績で 2 兆
6,200 億 kWh だ っ た が，40 年 に は 5 兆 4,920 億
kWh まで倍加すると IEO2013 では予測した。再生可
能エネルギーの拡大支援と同様の理由で原子力も設備の
新設が促進されるものの，原子力の場合は，①福島事故
の影響，②欧州のOECD諸国の既存政策における原子
炉の閉鎖計画，③アジアの非OECD諸国で続く強力な
原子力拡大傾向――というファクタが背景にある。
全般的に福島事故は今後の世界の原子力開発に長期的
に影響していく可能性がある。大規模な拡大政策を公表
していた中国でさえ，規制当局が国内の安全審査を終え
るまですべての新規計画の承認手続きを停止。ドイツと
スイスはそれぞれ，2022 年と 34 年までに原子力から
撤退する計画を発表した。同事故により原子力開発の不
確実要素が増大したのは事実だが，それでも IEO2013
は，40年までに原子力発電設備が中国で 1億 4,900 万
kW，インドで 4,700 万 kW，ロシアで 3,100 万 kW，
韓国で 2,700 万 kW増加することを見込み，原子力が
拡大していくとの予測を示している。
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DOEの SMR支援計画，WH社等
3社が応募

東芝傘下のウェスチングハウス（WH）社は 7月 1日，
開発中の小型モジュール炉（SMR）の試験用燃料集合体
2体を完成したと発表した。同時に，今年 3月に米エネ
ルギー省（DOE）が公表した SMR開発・商業化促進プ
ログラム第 2回目の募集（FOA）にも応募しており，世
界市場に初のSMRを提供する準備が整いつつあると強
調している。
試験用燃料はサウスカロライナ州のコロンビア燃料加

工施設で製造したもので，WH社では現在，燃料設計の
流動試験に先立つ最終準備作業中。SMRの模擬運転を
通じて燃料設計の性能を確認する計画で，同試験は 8
月一杯継続する。WH社の SMR は電気出力 22.5 万
kWの一体型PWRで，すべての 1次系機器を圧力容器
の中に収納。技術が確証済みの機器や受動的安全系に加
え，モジュール建設工法など，大型炉のAP1000 で認
可された技術を採用しており，最高レベルの安全性と機
器数の削減が達成されたとWH社は説明している。
米オレゴン州のニュースケール社も今年 3月の基本

合意書に続き，1日に電気出力 4.5 万 kWの小型一体
型 PWRの申請書をDOEに提出した。同社は大手エン
ジニアリング・資材調達・建設（EPC）契約企業のフル
アー社を大株主としており，「米国人が米国の技術でク
リーン・エネルギーを世界に輸出する」というDOEの
SMR開発コンセプトに合致する，100％米国籍である
点がセールス・ポイント。水の自然対流による冷却性能
に加え，ポンプやその他の機械装置なしで原子炉を安全
に停止可能な固有の安全性を備えたSMRを独自の特許
技術により開発中で，最大 12基のモジュールの統合に
より電気出力を 54万 kWまで拡大することができると
いう。
米サウスカロライナ州のホルテック・インターナショ

ナル社も 1日，電気出力 16万 kWの「SMR-160」設計
でDOEのプログラムに応募したと発表した。
ポンプもモータも使用しない SMR-160 は運転時と
緊急時のすべてのコンディションを重力駆動とするな
ど，最も深刻な天災にも耐え得る設計になるとホルテッ
ク社は説明。ニュージャージー州でセイレムおよびホー
プクリークの両原子力発電所を操業する PSEGパワー
社を戦略チームに加え，原子炉の運転や運転員教育，開
発手続きやサイトの安全性，および規制・許認可に関す
る案件など，同社の主要な専門的知見を活用する。同社
はさらに，昨年 3月にSMRの開発・建設支援に関する
協力合意文書をDOEのサバンナリバー国立研究所と締

結していることから，同研究所サイトに初号機が建設さ
れる可能性がある。
DOE の SMR開発・商業化促進プログラムは，民間
企業との経費折半により，2022 年までに有望な革新的
SMR設計 2件について商業化のための設計エンジニア
リング，認証および許認可の取得を支援する内容。5年
間に政府から約 4億 5,200 万ドルが提供される計画で，
すでに昨年 11 月，バブコック＆ウィルコックス（B＆
W）社の「mPower」設計が 1回目の募集で対象設計に選
定されている。

【スペイン】

ガローニャ原発が正式に閉鎖

スペインのニュクレノール社は 7月 5日，昨年 12月
に運転を停止していたサンタマリア・デ・ガローニャ原
子力発電所（BWR，46.6 万 kW）を，産業エネルギー省
の省令に従って正式に閉鎖した。閉鎖理由は純粋に経済
性の問題であり，同原発の安全性や技術的な課題による
ものではない点を強調している。
1971 年に運開した同原発では，2009 年の運転認可

更新時に原子力安全委員会が「いくつかの安全上，放射
線防護上の条件をクリアすれば 2019 年まで操業が可
能」との判断を下していたが，政府は 13年 7月まで 4
年間のみ，運転の継続を許可した。
昨年 9月には「持続可能エネルギーに対する租税措置
法」により，経費の 3割増しにつながる莫大な新税が
13年から課されることが判明したため，ニュクレノー
ル社は 13年 7月以降の運転認可を申請せず，昨年末で
同原発を停止。発電所スタッフを保持するとともに追加
のメンテナンス計画を策定するなどして，運転継続が可
能な状況になるのを待っていた。
今年 5月になり同社は認可の更新を実現するため，
12年 6月の省令を一部取り消すよう産業エネルギー省
に要請したが，同省は 6月 19 日に「省令の修正は認め
られない」との判断を下している。また，ニュクレノー
ル社は 09年から昨年までの間に同原発の改修・近代化
で 5,000 万ユーロを投資。今後の改修で新たに必要と
なる経費や新税による負担を勘案して閉鎖を決めたとし
ている。
スペインの稼働中原発の中では最古だった同原発で
は，過去 5年間の年平均設備利用率が常に 80 ～ 90％
台で推移しており，昨年は 94.78％をマーク。良好な
稼働実績を残していた。
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【フランス】

フラマンビル 3号機建屋にドーム
屋根設置，フランス初のEPR

フランス初の欧州加圧水型炉（EPR）となるフラマン
ビル原子力発電所 3号機（FL3）の建設サイトで，7月
16日に原子炉建屋のドーム屋根設置が行われた。
2007 年 12 月末に着工した同炉は現在，フランスで

唯一建設中の商業炉。その 2年前には世界初の EPR採
用計画として，フィンランドでオルキルオト原発 3号
機（OL3）の建設工事が始まったが，土木建築作業等に
時間がかかり，送電開始予定年は FL3 と並んで 16 年
になる見通しとなった。
EPRはアレバ社が開発した次世代型 PWRで，出力

は世界最大級の 165 万 kW。ドーム屋根の大きさも直
径 43m，重さ 260 トンに及んでおり，FL3 の土木建築
工事を担当したブイグ社は 4か月間の準備作業を経て，
大型クレーンを使った設置作業を成功裏に終えた。今後
は屋根の外周を溶接するとともに，7,000 トンのコン
クリートで覆い，強度を増強することになる。
アーキテクト・エンジニアのフランス電力（EDF）に
よると，土木建築の95％，電気機器設備の据付も46％
が完了することから，建設工事はいよいよ最終段階に移
行。蒸気発生器や圧力容器，加圧器など原子炉系統設備
の据付が今後数か月間で実施される計画だ。

【英国】

政府が新設サイトに 40年間の財政
優遇措置提案

英国エネルギー気候変動省（DECC）は 7月 17日，新
規の原子炉建設サイトに特定されているイングランドと
ウェールズ両地域の 8地点の地方自治体に対し，原子
炉運開後に設備容量 0.1 万 kWに付き年間 1,000 ポン
ドまで支払うなど，受け入れサイトに対する 40年間の
財政優遇一括措置を提案した。キャメロン政権は原子力
の新設プロジェクトを前政権から引き継いだ際，公的補
助金なしで実行することを条件としていたが，風力や
シェールガス開発への補助と同様の方策で既存の原子力
設備リプレースを一層加速していく考えだ。
DECCによると今回の提案は，国家的な発電事業の

中でこれらの自治体が新規原子炉から影響を受ける期間
や規模は，その役割から得られる利益の保障で評価され
るべきとの認識に基づく。事業税の中から融通される資
金の使途は特定の自治体毎に調整することとし，地元へ

の長期的な恩恵と原子炉建設による社会経済的資産が保
障されるよう自治体が管理。イングランド南西部サマ
セット州のヒンクリーポイントで提案されている 2基
の場合，最高 1億 2,800 万ポンドが地元に提供される
ことになる。
具体的な方法としては今年 4月 1日に導入された政
府の事業税保持計画を活用。新設原子炉を受け入れた自
治体は原子炉の運開後最初の 10年間は自らが徴収する
事業税の 50％をそのまま保持できる。2030 年以降の
30年間は第 2段階として，DECCが徴収する事業税の
中から原発の規模と運転寿命に応じて年間 1,000 ポン
ド／ 0.1 万 kWを地元に提供。30年までに第 2段階に
移行できない場合は，DECCが地元自治体との広範な
協議と並行して措置の実行に関する詳細をサイト毎に決
定する。
ただし，事業税の保持措置はイングランド地方の受け
入れサイトにのみ適用。ウェールズ地方はスコットラン
ドや北アイルランドとともに連合王国内で大幅な自治権
を有しているため，DECCは北ウェールズに立地する
ウィルファ原発サイトにもイングランドのサイトと同等
の優遇一括措置が適用されるよう，ウェールズ地方政府
と協議するとしている。

【ドイツ】

高レベル最終処分場手続き法案可決

ドイツの議会上院は 7月 5日，使用済み燃料と高レ
ベル放射性廃棄物（HLW）の最終処分場サイト選定に関
する手続き法案を賛成多数で可決した。6月 28日付け
で下院も承認済みであることから，同法案は予定通り，
夏の休会を目前に成立。ゴアレーベン岩塩坑を候補地と
するこれまでの作業をいったん白紙とした。また，連邦
および州の両政府や各界の代表による委員会が2015年
までに安全要件やサイト選定基準に関する提案を作成す
るほか，遅くとも 31年末までに合意ベースで候補地を
議会に勧告するなど，明確な目標の達成に向けて大きく
動き出した。
この法案は今年 4月に連邦環境相と州政府，各政党
の代表らが合意した法案骨子に基づいて議会に提出され
た。地元での反対運動激化を含め，その適性を巡って長
年議論が繰り広げられたゴアレーベンの反省から，選定
作業のすべての段階で国民が参加するなど，透明性と対
話に基づいて進めるのが同法案の原則となっている。た
だし，特定の場所を除外することなく，技術的に立証可
能な適性に基づいたサイト選定を行うとの方針に従い，
ゴアレーベンも新たな選定プロセスにおける候補地の一
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つとして残留した。
また，議会審議の中で何点か修正が行われ，選定基準

を策定する委員会のメンバー数を当初予定の 24名から
33名に増員。同委が作成する報告書に対し，政治家委
員が投票する権利はなく，意見書の添付のみ許されるこ
とになった。
ドイツ原子力産業会議（DAtF）は，廃棄物処分問題に
関する 30年もの政治的議論の後，超党派の合意により
解決に向けた道筋が見えたこと，産業界が 16億ユーロ
以上を投資してきたゴアレーベンが候補地に残ったこと
を歓迎するとコメント。しかし，代替サイトの選定や処
分場建設に要する経費が事業者の負担とされた点につい
ては「法的根拠はない」として，これに反対する見解を示
している。

【フィンランド】

ハンヒキビ計画，ロシアとの契約
に向け交渉

フィンランド中西部のピュハヨキでハンヒキビ 1号
機の建設を計画しているフェンノボイマ社は 7月 3日，
原子炉供給契約の締結を念頭においたプロジェクト開発
協定をロシアと結んだと発表した。
同社は今年 2月，大型炉を採用した場合の直接交渉

権を「EU-ABWR」を提案する東芝に与えたが，出力を
100 万～ 130 万 kW程度に抑えた場合の直接交渉の相
手としてロシアを 4月に選択。昨年 10 月に独 E・ON
社が同プロジェクトから撤退し，同社が保有していた
フェンノボイマ社株 34％の購入にロシアが関心を示し
たことが大きく影響したと見られている。フェンノボイ
マ社では今後の交渉もロシアのみに集中すると明言して
おり，東芝の受注は事実上難しくなった。

【インド】

クダンクラム 1が初臨界，インド
初の第 3世代 PWR

ロシアの技術協力を受けて，インドがタミルナド州で
建設中だったクダンクラム原子力発電所 1号機（ロシア
型 PWR，100 万 kW）が 7月 13 日に初臨界を達成し
た。福島事故後に激化した地元の反対運動で約 2年遅
れの起動となったが，昨年 3月の地元州政府による建
設工事の再開承認，今年 5月の最高裁による起動承認
判決に基づき，インド初のPWRがようやく運転を開始
する。

原子力供給国グループによるインドへの原子力機器禁
輸は米国の努力で 2008 年に解除されたが，ロシアとイ
ンドは原子力平和利用分野の包括的政府間協定をそれ以
前の 1988 年に締結。クダンクラムの最初の 2基はこ
の枠組に基づいて 02年に着工していた。両国は 08年，
3～ 6号機の増設についても新たな協定を結んでいる。
インドで 21番目の商業炉となる 1号機は同国初の第
3世代プラス炉でもあり，出力はこれまで最大だったタ
ラプール 3，4号機の 2倍にアップ。動的な安全系に加
え，受動的残留熱除去システムや水素再結合装置，コ
ア・キャッチャ，急速ホウ素注入システムなどの受動的
安全系を装備。インド原子力発電公社（NPCIL）では，
このような多重の安全系により公衆や環境を適切に防護
できるとしている。
起動プロセスはインド原子力規制委員会（AERB）によ
る最終認可も含め，法令に基づくすべての規制要件をク
リアした後，11 日深夜に開始されていた。今後 30 ～
45 日以内に出力が 40 万 kWになったところでインド
南部の送電網に接続。段階的に出力を定格まで上げてい
く計画だ。

【中国】

住民抗議で燃料工場計画中止

中国広東省江門市が所轄する鶴山市政府は7月15日，
同市で計画されていた核燃料コンビナートの建設に反対
する住民約 800 名が市庁舎前でデモなどの抗議行動を
繰り広げたことから，住民の意見を全面的に考慮して同
計画のキャンセルを決めたと発表した。経済発展を第一
に国が行政活動を進めていた同国で，住民運動により開
発計画が中止されたのは初めてのことで，政策上の価値
観の変化が見て取れると中国情勢に詳しい専門家は指摘
している。
江門市環境保護局によると，「中核集団鶴山龍湾工業
パーク」と名付けられた同コンビナートは中国核工業集
団公司（CNNC）と中国広核集団有限公司（CGN）が約 4
万 9,000 ヘクタールの敷地に共同で建設するもので，
総投資額は 370 億元（約 6,000 億円）。ウランの転換と
濃縮工場，および燃料加工工場を備えた世界規模の核燃
料生産集約施設となる計画だった。
7月 4 日に市の開発局は 10 日間の日程で，同プロ
ジェクトに伴う放射能汚染など 6項目のリスク評価に
ついてインターネット等で公示。文書や電話，電子メー
ル等を介して一般大衆からの意見聴取を試みたところ，
住民の激しい抗議行動につながったとしている。

545



特集（長澤，他）

日本原子力学会誌，Vol.55，No.10（2013）（ 12 ）

546

Ⅰ．はじめに
事故の分析では，とかく悪かったことばかり注目され

るが，事故に至らなかった施設について，なぜ事故を免
れたかを分析することも有用である。この観点から，原
子力安全部会の「福島第一事故に関するセミナー」（以下，

「セミナー」）では，第 5 回セミナーで福島第一の 5 号機
及び 6 号機と福島第二の原子炉について，また，第 6 回
セミナーで女川，東海第二の原子炉で起きた事象につい
て，各発電所の従事者による紹介がなされ，それに基づ
いてシビアアクシデントを防げた理由を分析した。

福島第一の状況は既に多くの事故報告書で紹介されて
いるし，本特集でも第 2 報で紹介済みである。本報では
以下Ⅱ～Ⅳ章において，福島第一以外の 3 つの発電所が
受けた影響を，設備レベル，プラントレベルで記述す
る。その上で，Ⅴ章で，各発電所の設備とプラントの状
況を横並びで比較して，教訓・課題を抽出する。なお，
本報での事象の説明や分析結果の説明は，ページ数の制
限から概要のみに限られる。より詳細な記述はセミナー
報告書 1）や安全部会ホームページ 2），発電所ごとの資料
3 ～ 8）にあるので，興味のある方は参照されたい。

Ⅱ．福島第二原子力発電所の状況
福島第二原子力発電所には，出力 110 万 kW の沸騰

水型軽水炉（BWR）が 4 基設置されている。1 号～ 4 号
機まで定格熱出力一定運転中であったところ，東北地方
太平洋沖地震に伴うスクラム信号により全号機が緊急停
止した。各プラントの基礎版上で観測された地震動は基
準地震動 Ss 以下であった。

その後に襲った巨大津波は 1 号機南側や免震重要棟付
近で遡上高さ O.P. ａ約 +15m を記録し，特に O.P.+4m
の敷地高さに配置される海水熱交換器建屋に大きな被害
を与えた。これにより 3 号機を除く 3 プラントの原子炉
冷却用の非常用海水ポンプが機能喪失し，その後さらに
原子炉の熱の逃がし場となった圧力抑制室の温度が
100℃を超え，原子力災害対策特別措置法における原子
力緊急事態に該当する事象（原災法第 15 条該当事象（圧
力抑制機能喪失））に至った。

免震重要棟に設置された発電所の原子力防災組織によ
り，大津波警報が発報される中でのプラントウォークダ
ウンによる設備被害の確認と復旧に向けてのロジスティ
クスの構築，本店原子力防災組織とタイアップした設備
調達，そして，発電所員ならびに協力企業の懸命の努力
による海水ポンプモータ取替や仮設電源ケーブルの敷設
を経て，地震から 4 日後の 3 月 15 日 7 時 15 分，全ての
プラントの冷温停止が達成された。

特
集

原子力安全部会「福島第一事故に関する
セミナー」報告書から
（第 3報）福島第一以外の発電所で起きた事象

東京電力（株）　長澤 和幸，東北電力（株）　櫻庭 達幸，加藤 浩介，
日本原子力発電（株）　戸村 典章，原子力安全基盤機構　阿部 清治

2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震を起因とする地震動と津波は，福島第一原子力発
電所だけでなく，福島第二，女川，東海第二の発電所も襲った。発電所間で地震動強さと津波
高さには差異があったが，福島第一の 1 ～ 3 号機で炉心が溶融するシビアアクシデントが起き
た一方で，福島第一の 5 号機，6 号機と他の発電所の原子炉ではシビアアクシデントを防止で
きた。福島第一の各号機の状況については特集の第 2 報で記述してあるので，本報では，福島
第一以外の 3 つの発電所がどのような影響を受けたかを記述する。設備レベル，プラントレベ
ルでの影響の違いを比較分析し，その上で，シビアアクシデントの発生防止にとって何が重要
かを考察する。

A Digest of the Nuclear Safety Division Report on the 
Fukushima Dai-ichi Accident Seminar（3）; Incidents at 
Fukushima Dai-ni, Onagawa and Tokai No.2 Nuclear Power 
Stations：Kazuyuki NAGASAWA, Tatsuyuki SAKURABA, 
Kosuke KATO, Noriaki TOMURA, Kiyoharu ABE.
　（2013 年　7 月 31 日　受理）

ａ  福島第一，第二の O.P. とは，小名浜ペイルの略で，O.P. ±
0m は小名浜港での平均海面高さである。
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1．東北地方太平洋沖地震及び津波の概況
（1）地震及び津波の規模

東北地方太平洋沖地震において，福島第二の原子炉建
屋基礎版上で観測された最大加速度値はいずれも基準地
震動 Ss より小さかった（第 1表）。

号の 1 回線から受電可能であった。原子力発電所の耐震
設計においては，地震時には非常用ディーゼル発電機

（D/G）からの受電を想定しているが，福島第二では福島
第一と異なり外部電源の全喪失には至らなかったので，
アクシデントマネジメント策の実施により事象の進展が
緩やかであった。
（2）津波による発電所への影響

発電所海側の海水熱交換器建屋では 3 号機南側建屋を
除き，建屋内部へ海水が浸水し，非常用系のポンプや電
源盤が浸水した。一部のポンプモータも被水して機能を
喪失している。

また，主要建屋敷地エリア南東側から道路に沿って遡
上した津波は廃棄物処理建屋，免震重要棟及び 1 号機原
子炉建屋にまで到達した。1 号機原子炉建屋では換気用
の給気ルーバから建屋内に浸水し，D/G まで到達した。

3． 津波到達以降の対応状況
（1）地震及び津波後の原子炉注水対応

非常用海水ポンプの機能喪失を免れた 3 号機は，3 月
12 日 12 時 15 分に冷温停止を達成している。

津波で除熱機能を喪失した 1，2，4 号機では，事故時
運転操作手順書に従い，原子炉隔離時冷却系（RCIC）に
よる注水によって原子炉の冷却が維持された。その後，
原子炉圧力が減少した以降は，アクシデントマネジメン
ト策に基づき復水補給水系による代替注水が開始され，
原子炉の水位が調整された。
（2）除熱機能復旧までの格納容器冷却対応

原子炉の注水冷却に伴い上昇した圧力抑制室の冷却と
して，手順書に記載されている冷却法のほか，運転員の
機転により，通常は用いない可燃性ガス濃度制御系の冷
却水排水ラインを利用した圧力抑制室注水が実施され
た。これらの操作により，格納容器の温度及び圧力の上
昇を一時的に抑制することができ，原子炉除熱機能復旧

第１表　 地震観測記録と基準地震動 Ss に対する最大応答 
加速度値の比較

第１図　発電所を襲った津波による浸水状況

発電所沖合で高さ約9mと推定された津波は，O.P.+4m
の海側エリアでは浸水（浸水高 O.P. 約 +7m）が全域に及
んだ。また，主要建屋敷地エリア（O.P.+12m）では，南
東側の一部から敷地に津波が遡上し，1 号機から 4 号機
側への浸水が認められた（第 1図）。

なお，後の解析では，波の重なり度合いの違いによ
り，福島第一を襲った津波高さの方が福島第二に比べて
高い結果が得られている。（福島第一：約 13m，福島第
二：約 9m）

2 ．地震及び津波の影響
（1）地震による発電所への影響

地震による影響を調査した結果，耐震安全上重要な施
設に外観上の異常は認められていない。

外部電源については，新福島変電所の設備の損傷等が
あったものの，4 回線の外部電源のうち 500kV 富岡線 1
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への時間的余裕が得られた。
一方，原子炉除熱機能が長期間にわたって回復しない

ことも想定され，格納容器耐圧ベントのためのライン構
成が実施された。復水補給水系による代替注水と格納容
器耐圧ベントによる，いわゆるフィード・アンド・ブ
リードのラインがあらかじめ構成された。
（3）ウォークダウンに基づく復旧計画

地震発生後ただちに，所長を本部長とする発電所原子
力防災組織が免震重要棟に立ち上げられ，情報提供や支
援要請，事故収束対応を行う体制が整えられた。

まず，現場ウォークダウンにより設備の被害状況を把
握する必要があったが，余震と大津波警報が継続するな
か，照明がなく，大量の瓦れきや開口部が存在する現場
は非常に危険な状態であり，復旧班（所員）を現場へ派遣
することができなかった。伝令などが配置され，待避連
絡手順が定められたうえで，海水熱交換器建屋等の被害
現場の確認が開始されたのは，3 月11日の 22 時頃だった。

現場ウォークダウンの結果を踏まえて復旧方針が定め
られ，被水したポンプの点検・補修，被水したモータの
交換，また津波の影響を受けなかった電源盤からの仮設
ケーブルの接続，高圧電源車とモータの接続等による当
該ポンプの機能回復が計画された。
（4）物資の緊急調達

復旧活動を実施する上で必要となるモータ，高圧電源
車，移動用変圧器，ケーブルが，本店や柏崎刈羽原子力
発電所に依頼されるなどして緊急調達された。要求仕様
に合致した資機材については空輸や陸送などあらゆる手
段を講じて福島第二へ輸送された。

これらの資機材は，3 月 13 日 6 時頃までに福島第二
に順次到着した。1 号機のモータは，三重県の工場から
福島空港まで自衛隊機により空輸，さらに福島第二まで
自衛隊により陸送が行われた。4 号機のモータは柏崎刈
羽原子力発電所から協力企業のトラックにより輸送され
た。また，高圧電源車は，東京電力の各支店送配電部門
所有のものが，各支店の社員によって発電所に持ち込ま
れた。さらに，自社倉庫や協力企業の倉庫などから 4 プ
ラント合計で総延長約 9km もの仮設ケーブルが調達さ
れた。

陸送の過程では，地震後の発電所周辺道路の通行可否
の把握，輸送者への伝達などの困難があった。
（5）除熱機能復旧と冷温停止の達成

津波後，除熱機能復旧にあたり熱交換器建屋へのアク
セスが困難な状況であった。偶然にも，工事のため発電
所内にあった重機により，漂流物の撤去，アスファルト
流出地点の砂利による応急復旧等が行われ，熱交換器建
屋へのアクセスルートが確保された。

続いて，非常用機器冷却系ポンプのモータ取替とモー
タへの仮設ケーブル敷設が行われた。特に総延長約
9km の仮設ケーブルは，配電部門からの応援者を含む

社員と協力企業の作業員を合わせた 200 人の手で行わ
れ，3 月 13 日 23 時 30 分頃までに敷設を完了した。

また，ケーブル敷設に並行して，ポンプの機械部品の
状態確認，モータの据付が行われ，1 号機を始めとして
準備が整ったものから 13 日 20 時 17 分より順次起動さ
れた。その結果，14 日 15 時 42 分に原子炉除熱機能喪
失の状態から全号機とも機能回復した。

さらに，圧力抑制室に加え原子炉水を早急に冷却する
ため，熱交換器を介して原子炉へ注水するラインを用い
た冷却が応急的に実施されたことにより，最初の 1 号機
では 14 日 17 時 00 分，最終的に 4 号機の圧力抑制室の
水温が 15 日 7 時 15 分に 100℃未満となり，圧力抑制機
能喪失の状態から回復した。
（6）冷温停止達成を支えたもの

様々な取組みと要因に支えられ，冷温停止を達成する
ことができた。特に，中越沖地震を踏まえ設置された免
震重要棟は，本復旧活動における中心拠点となり，通
信・連絡機能，収納機能等が今回の冷温停止を達成する
ための収束対応をより円滑なものにしたと推測される。

また，約 400 名の所員が発電所原子力防災組織での復
旧に従事した。限られた食料と厳しい環境のなか，さら
に津波で家が流されたり，家族の安否が分からなかった
りという状況のなかでの休息のない復旧作業は，自らを
顧みず，原子力安全を最優先に復旧に徹するとの所員の
プロ意識が成し得たものであると考えられる。この努力
がなければ，冷温停止の達成は困難を極めたものになっ
ていたであろう。

Ⅲ．女川原子力発電所の状況
女川原子力発電所には，3 基の沸騰水型軽水炉（BWR）

が設置されている。（1 号機は BWR-4，出力 52.4 万
kW，2 号機及び 3 号機は BWR-5，出力 82.5 万 kW）

1 号機及び 3 号機が定格熱出力一定運転中，2 号機が
原子炉起動中のところ，東北地方太平洋沖地震の発生に
伴い，全号機の原子炉が設計どおり自動停止した。

地震発生後，発電所外部から供給されている電源は，
全 5 回線のうち 1 回線が確保され，D/G も全て健全で
あった。その後発生した津波は，発電所構内の主要建屋
には到達せず，原子炉及び使用済燃料プール（Spent 
Fuel Pool：SFP）を冷却する機能も健全であったため，
原子炉は安定した状態で停止し，発電所の安全性は確保
された。

1．地震・津波の状況
（1）地震観測記録の分析結果

各号機の原子炉建屋で観測された最大加速度値は，基
準地震動 Ss に対する最大応答加速度値を一部上回って
いたものの，ほぼ同等であった（第 2表）。

地震観測記録に基づき地震応答解析を実施し，全号機
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（2）津波の調査結果
発電所の潮位計で観測された津波の高さは，O.P.+ 約

13mｂであり，敷地海側の一部において海水の浸入痕が
確認されたが，主要な施設が設置されている敷地高さ

（O.P.+ 約 13.8m）を超えていないことが確認された。

2．冷温停止までの対応操作
（1）1号機

3 月 11 日 14 時 46 分，地震の強い揺れを検知し，原
子炉自動停止により全制御棒は正常に全挿入され，15
時 05 分に未臨界が確認されている。地震直後は外部電
源が確保されていたが，その後，常用系の高圧電源盤

（Metal-Clad Switch Gear：M/C）内で短絡・地絡が発
生し，外部電源を受電する起動用変圧器が停止した。こ
れにより給復水系ポンプが使用できなくなったことから
原子炉への給水は RCIC によりなされ，原子炉の圧力制
御は主蒸気管に取り付けられた逃し安全弁（SRV）によ
りなされた。その後，原子炉の冷却は残留熱除去系

ｂ  女川での O.P. とは，女川原子力発電所工事用基準面であり，
O.P. ± 0m は東京湾平均海面 -0.74m の高さである。ここで
は，東北地方太平洋沖地震後に公表された国土地理院による
女川発電所周辺における地殻変動（- 約 1m）を考慮した値を
用いている。

（RHR）によりなされ，3 月 12 日 0 時 58 分，冷温停止と
なった（第 2図）。
（2）2号機

原子炉起動を開始したところであり，地震発生直前の
状態は原子炉未臨界かつ炉水温度 100℃未満であったこ
とから，原子炉自動停止後の 3 月 11 日 14 時 49 分に冷
温停止が確認されている。
（3）3号機

1 号機と同様，原子炉自動停止により全制御棒は正常
に全挿入され，3 月 11 日 14 時 57 分に未臨界が確認さ
れている。原子炉停止後の原子炉への給水は給復水系に
より行われていたが，津波により海水ポンプエリアに浸
入した海水の影響でタービン補機冷却水系ポンプが停止
したことにより，冷却水の供給がなくなった原子炉給水
ポンプが手動停止され，RCIC による給水が実施された。
原子炉の圧力制御は SRV によりなされた。その後，原
子炉の冷却は RHR によりなされ，3 月 12 日 1 時 17 分，
冷温停止となった（第 3図）。

3．プラントの被害状況
地震発生後に確認された主なプラント被害状況を以下

に示す。
（1）1号機重油貯蔵タンクの倒壊

港湾部に設置していた補助ボイラの燃料用の重油貯蔵
タンクが倒壊し，1 号機取水口（海洋）側に重油が流出し，
吸着マットによる重油の吸着回収及びオイルフェンスに
よる湾外への重油拡散防止措置が実施された。

当該タンクは発電所の主要設備が設置されている敷地
高さ（O.P.+13.8m）より低い，O.P.+2.5m の場所に設置さ
れていたことから，津波の影響により倒壊したものと判
断された。
（2）1号機高圧電源盤の火災

地震後に 1 号機タービン建屋地下 1 階の常用系の M/
C からの発煙が確認され，自衛消防隊により消火され
た。

火災の原因は，M/C 内で接続位置にて吊り上げられ
ていたしゃ断器が地震により大きく揺れたため，しゃ断

第２図　地震発生後の原子炉水位及び炉水温度（1 号機）

第２表　 地震観測記録と基準地震動 Ss に対する最大応答 
加速度値の比較

の原子炉建屋の耐震壁の変形及び各階の耐震壁に作用し
たせん断力を評価した結果，原子炉建屋の機能が維持さ
れていることが確認されている。
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口部に閉止板の取り付けが行われた。

4．安全機能確保の要因
女川原子力発電所が安全機能を確保できた要因と考え

られる主なものを以下に記す。
（1）敷地高さの設定

敷地の高さについては，1 号機の建設計画当初から，
津波対策が重要課題であるとの認識が持たれ，東北電力
社内に土木工学，地球物理学の外部専門家を含む社内委
員会が設置され，議論が重ねられた。当時の評価では，
発電所敷地付近における津波高さは 3m 程度と想定され
たが，社内委員会において，「①敷地の高さをもって津
波対策とする。②敷地の高さは O.P.+15m 程度とする。」
と集約され，屋外重要土木構造物と主要建屋 1 階の高さ
は O.P.+15m，敷地の高さを O.P.+14.8m と決定された。
以降，2，3 号機設置許可申請時や土木学会による津波
評価技術が開発された際には，その時々の最新知見を踏

器の断路部が破損し，M/C 内で周囲の構造物と接触し
て短絡等が生じた際に発生した火花により，M/C 内ケー
ブルの絶縁被覆が溶け発煙したものと推定されている

（第 4図）。火災が発生した M/C は，横置き型で固定す
る耐震性の高い構造のしゃ断器への取替えが行われた。
（3）2号機補機冷却水系ポンプの浸水

2 号機原子炉建屋地下 3 階の非管理区域において補機
冷却系熱交換器室に海水が流入し，原子炉補機冷却水 B
系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系（HPCS）補機冷却水系
ポンプが浸水していることが確認された。

浸水の原因は，津波による潮位の上昇により，海水ポ
ンプ室に設置している潮位計設置箱の上蓋が押し上げら
れ，そこから流入した海水がケーブルトレイ及び配管の
貫通部を通じて配管等の地下通路に流入した後，さらに
建屋側の配管の貫通部を通じて原子炉補機冷却系熱交換
器室等に浸水したものと推定されている（第 5図）。

流入元となった潮位計設置箱はその後取り外され，開

第３図　地震発生後の原子炉水位及び炉水温度（3 号機）

第４図　高圧電源盤火災発生推定メカニズム
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まえて津波評価が実施されており，いずれの場合におい
ても想定される津波高さが敷地高さ以下であることが確
認されている。地震に伴う地殻変動により，敷地は 1m
程度沈下し，O.P.+ 約 13.8m となったが，津波は主要構
造物が設置されている敷地の高さを越えることはなかっ
た。
（2）防潮堤の強化

女川 2 号機の設置許可申請時，津波については数値シ
ミュレーション技術の適用により，想定津波の高さがそ
れまでの 3m 程度から 9.1m に見直された。これを受け
敷地地盤の法面に対し，津波引き波時の安定性等が考慮
され，9.7m の高さまでコンクリートブロックによる防
護工事が実施された。この工事が事前に実施されていた
ことにより，津波の第 1 波だけでなく，第 2 波以降につ
いても耐え，健全性を維持することができたと考えられ
る。
（3）海水ポンプ室のピット化

女川では，海水を汲み上げるポンプを海面に近い港湾
部に設置するのではなく，13.8m の高い敷地に深さ約
13m のピットと呼ばれる穴を掘って設置しており，津
波が敷地高さを乗り越えないと被水しない構造にしてい
る。東日本大震災では高さ 13m の津波が襲来したが，
敷地高さを越えることはなかったので非常用の海水ポン
プは冠水することはなかった（浸水による一部ポンプの
機能喪失は前述のとおり）。
（4）耐震裕度向上工事の実施

女川では更なる耐震安全性の向上に資するため，自主
的に設備の耐震裕度向上工事を行ってきている。工事は
配管，電路類の支持構造物への補強等であり，工事箇所
は 3 プラント合わせて約 6,600 箇所で 2010 年 6 月まで
に実施されていた。今回，発電所設備の被害が比較的少
なかったのは，事前にこれらの工事が実施されていたこ
とも要因の一つであったと考えられる。

ｃ  H.P. は日立港工事用基準面で東京湾中等潮位下 0.89m。

第５図　原子炉建屋付属棟への海水流入のメカニズム

第３表　 地震観測記録と基準地震動 Ss に対する最大応答 
加速度値の比較

Ⅳ．東海第二発電所の状況
東海第二は，電気出力 110 万 kW の沸騰水型軽水炉

（BWR-5）である。
東海第二は定格熱出力一定運転中，東北地方太平洋沖

地震（茨城県東海村での観測震度「6 弱」）により，3 月 11
日 14 時 48 分に「タービン軸受振動大（トリップ設定値
0.25mm 以上）」による主発電機自動停止（タービン主蒸
気止め弁閉）の信号により原子炉が自動停止した。この
地震の影響により，「外部電源喪失」となったものの D/
G 3 台は使用可能であった。その後の津波の浸水により
D/G冷却用海水ポンプ3台のうち1台が使用不能となっ
たが，その他の安全上重要な設備の機能は維持された。
この結果，3 月 15 日 0 時 40 分に冷温停止を達成してい
る。

1．地震・津波の状況
東北地方太平洋沖地震における発電所の原子炉建屋の

基礎版上で観測された最大加速度値は当初，設計時及び
基準地震動 Ss による最大応答加速度を下回っていた（第
3表）。

また，この地震により発生した津波は，3 月 11 日 16
時 50 分頃に最大水位約 H.P. ＋ 5.5mｃ（標高＋ 4.6m）が確
認された。発電所敷地内の遡上高は H.P. ＋ 6.2m（標高
＋ 5.3m）程度と評価している。）第 6図に津波の浸水状況
を示す。
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2．地震・津波の影響
地震による発電所への影響については，耐震重要度が

低い（耐震 B，C クラス）タービン設備等の一部の機器に
損傷が認められているが，耐震設計上重要な設備（耐震
指針 S クラスの設備）の損傷は認められていない。

原子炉建屋の地震観測記録における最大加速度は，当
初設計時の設計用地震波（以下，「工認設計波」という）及
び基準地震動 Ss による最大応答加速度を下回っている
ことが確認されている。また，原子炉建屋の地震観測記
録による床応答スペクトルは，地下 2 階～地上 6 階にお
いて一部の周期帯（約 0.65s ～約 0.9s）で工認設計波によ
る床応答スペクトルを上回っているが，主要な設備の固
有周期帯では，地震観測記録が工認設計波による床応答
スペクトルを下回っており，耐震安全上重要な機器・配
管系はおおむね弾性状態にあったと評価されている。

津波による発電所への影響については，地震発生から
約 5 時間後の 19 時 52 分に津波の影響による北側非常用

海水ポンプ室の浸水により，D/G 冷却用海水ポンプ 2C
が自動停止している。

D/G 冷却用海水ポンプ及び RHR 冷却海水ポンプは，
多重性を有し，南北の非常用海水ポンプ室に分離して配
置されていたこと，及び RHR 冷却海水ポンプはモータ
設置レベルが D/G 冷却用海水ポンプに比べて高かった
ことから，北側の非常用海水ポンプ室に海水が浸入した
ものの，D/G 冷却用海水ポンプ 2C 以外のポンプの水没
を免れている。東海第二では，津波対策として側壁の嵩
上げ工事（H.P.+5.80m（標高 +4.91m）の既設側壁の外側
に H.P. ＋ 7.00m（標高 +6.11m）までの側壁を新たに設置）
や，壁の貫通部の封止（浸水を防ぐ）工事が実施されてい
たが，北側の非常用海水ポンプ室の工事が一部施工中で
あったことにより，新たに設置した側壁と従来の仕切り
壁の間に海水が浸入し従来から設置してある仕切り壁を
乗り越え，北側非常用海水ポンプエリアへ浸水したもの
としている（第 7図）。

3．地震発生後の発電所の運転状況
東海第二は，地震発生直後にタービン軸受振震動大に

より主発電機が自動停止し，主蒸気止め弁の閉により原
子炉が自動停止した。また，地震の影響により 3 系統の
外部電源（275kV：2 系統，154kV：1 系統（予備））も同
時に喪失したが，3 台の D/G が自動起動し，発電所の
安全停止に必要な設備への電源供給に成功している。

原子炉自動停止後の原子炉からの崩壊熱の除熱につい
ては，SRV から，圧力抑制プール（S/P）へ高圧の蒸気を
導き，S/P 水を 2 系統の RHR により冷却することによ
り原子炉からの崩壊熱の除去が実施された。原子炉への
注水については，HPCS 及び RCIC の 2 系統が確保され

第６図　津波の浸水状況

第７図　津波による海水の浸水経路と浸水状況
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ていた。
その後，津波の影響により D/G 冷却用海水ポンプ 2C

が自動停止したことに伴い，S/P の冷却に用いていた
RHR-A 系を停止すると共に，D/G-2C を停止している。
D/G-2C が機能喪失したものの，健全な D/G からの電源
供給により，原子炉からの崩壊熱除去に必要な機器への
電源供給が維持され，原子炉の減圧操作は継続された。

原子炉冷温停止に向けてはRHRを 2 系統確保して，よ
り確実な冷却を達成するために，RHR-A 系を運転可能と
する電源確保として HPCS D/G からの電源融通や，D/
G-2Cの復旧もしくは外部電源の復旧などを検討していた。

この際，HPCS については原子炉冷温停止に至るまで
は RCIC と合わせ複数の原子炉水位維持手段として確保
することが最善と判断，RHR-B 系については格納容器
圧力を安定した状態で維持するために S/P 冷却を継続
することとし，当面は，SRV による減圧と RCIC（原子
炉圧力が低下して，RCIC が運転継続不可能となった後
は HPCS）による原子炉水位制御，RHR-B 系による S/P
冷却を継続することとした。

その後，外部電源（154kV）の復旧可能連絡を給電所よ
り受けた（3 月 13 日 10 時 40 分）ことから，RHR-A 系を
停止時冷却モードとして使用することとし，所内電源の
154kV からの受電準備を開始，線路充電（3 月 13 日 12
時 32 分）を経て準備が整った後に，受電操作を実施した

（3 月 13 日 19 時 37 分 ）。 外 部 電 源（154kV）復 旧 後，
RHR-A 系の停止時冷却モードによる運転を開始（3 月
14 日 23 時 43 分），原子炉を冷温停止とした（3 月 15 日

0 時 40 分）。
なお，外部電源が復旧した 3 月 13 日には，HPCS で

の原子炉水位維持と SRV による減圧，RHR-B 系によ
る S/P 冷却の継続により原子炉圧力は低下し，安定（圧
力 1MPa 以下，水位は燃料有効長頂部上 4m 以上）な状
態を保っていた（第 8図）。

また，地震直後の原子炉への注水は HPCS ポンプ及
び RCIC ポンプにより実施され，初期段階のポンプ水源
を復水貯蔵タンク（Condensate Storage Tank：CST）と
していたため，S/P の水位が上昇，外部電源喪失状態で
廃棄物処理系での継続的な受け入れができないこと，復
水貯蔵タンクの水位回復も望まれたことから，緊急安全
対策建屋に設置されていたガスタービン発電機より，廃
棄物処理系への電源融通も実施されている。

4．津波想定に関する経緯とその対策
東海第二の津波評価とその対策については，原子炉設

置許可申請以降，当時の知見，国内の津波評価に関する
動向を踏まえ，その都度，自主的な評価を行うと共に，
対策が講じられてきている。

東海第二の設置許可申請当時は津波に関する明確な基
準がなく，既往の文献，近隣の最高潮位の記録等を基に
1958 年の狩野川台風による潮位 H.P.+2.35m を設計想定
としていた。

その後も北海道南西沖地震や土木学会の津波評価技術
の発刊等，新たな知見の反映と対策を継続して実施して
きている。東北地方太平洋沖地震発生当時も新たな知見

第８図　地震直後から冷温停止までの原子炉関連パラメータ
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に対する対策工事が実施されているところであった。そ
の前提条件は，2007 年に茨城県が公表した「県沿岸にお
ける津波浸水想定区域図等」に用いられた津波規模を津
波評価の新知見として反映し，津波評価を行い，
H.P.+6.61m の評価結果を得ると共に，非常用海水ポン
プ室の側壁を H.P.+7.00m まで嵩上げするといったもの
であった。一部の機器の浸水は免れなかったものの，こ
の対策工事が奏功し，東北地方太平洋沖地震に伴う津波
から安全上重要な機器を防ぐことができた要因となって
いる。

Ⅴ．各発電所で起きた事象の比較
本章では以下，各発電所の各号機が，地震・津波に

よってどれほどの影響であったか，それはどのような安
全対策を採ってきた結果なのかを記述する 1）。
1．地震動
各発電所で観測された地震動は，福島第一と女川で部

分的に基準地震動 Ss に対する最大応答加速度を超えた
値があったが，おおむね最大応答加速値以内であり，そ
れを超えているものも極端な超過ではない。設計で想定
していた最大値を超えたものがあるということ自体は，
設計での想定が不十分であったことを意味するから，も
ちろん課題あるいは教訓となる事実である。しかし，こ
れまでに得られた情報に基づく限り，施設及び設備への
重大な影響はなく，耐震設計における裕度（実耐力）が安
全確保に大きく寄与したと言える。

ただし，外部電源系に関しては，これは設計での想定
通りであるが，ほとんどの発電所で地震動によって大き
な被害が出ている。福島第一では 7 回線全て，福島第二
では 4 回線（1 回線は点検停止中）のうち 2 回線，女川で
は 5 回線のうち 4 回線，東海第二では 3 回線全てが喪失
している。外部電源が生きていれば，シビアアクシデン
ト防止対策の多くが実施可能であり，また，全てが喪失
しなければ，復旧にも大きな役割を果たせる。外部電源
系の信頼性向上も含め，全体として電源系の信頼性が高
くなることが望ましい。（こうした観点から，原子力規
制委員会（以下，「規制委」）は既に，新基準による要求と
しても事業者の自主努力としても，合理的に達成可能な
外部電源系の信頼性向上を求めている。）
2．津波
津波については，従来は明瞭な規制基準がない状況下

で，各発電所は新しい知見あるいは経験が得られるごと
に想定津波高さを高め，必要と考えられる対策を講じて
きた。即ち，まずは設置許可申請時に，次いで，2002
年に土木学会による津波高さ評価手法が公表された際
に，そして，福島第一，福島第二，東海第二については
2007 年に福島県及び茨城県が県としての防災対策のた
めに津波を独自に想定した際に，必要に応じて見直しを
行った。また，それに対応して津波対策も強化してき

た。
しかしながら，各発電所を襲った津波はそれまでの想

定をはるかに上回るものであり，福島第一での安全上重
要な設備の故障・損傷もほとんど津波によるものであっ
た。（こうした観点から規制委は，新基準において厳格
な津波対策を要求している。）

3．被害状況
福島第一も含め，各発電所の各施設が地震と津波でど

のような損傷を受けたかについては，第 4表に示す。
各発電所の被害状況をまとめると次のようになる。
福島第一

1 ～ 3 号機は出力運転中，4 ～ 6 号機は停止中であっ
た。全号機で，地震動によって外部電源が全喪失した。
6 号機では空冷 D/G が生き残ったが，1 ～ 5 号機では津
波により全 D/G が喪失した。1 号機及び 2 号機では，
津波によって全直流電源も喪失した。海水冷却系は全号
機で損傷した。結果として，1 ～ 3 号機で炉心が溶融す
る事故になった。4号機は原子炉内に燃料はなかったが，
3 号機から流入した水素によって原子炉建屋内で水素爆
発が起きた。5 号機，6 号機は停止中で時間余裕があっ
た。6 号機は生き残った D/G の活用によりシビアアク
シデントを免れ，5 号機は整備済みの AM（6 号機から
の電源融通）によりシビアアクシデントを免れた。
福島第二

全 4 機が出力運転中であった。外部電源は 4 回線のう
ち 1 回線が生き残った。1 号機及び 2 号機の D/G は津
波により全て喪失したが，3 号機では 3 基中 2 基が，4
号機では 3 基中 1 基が生き残った。直流電源系は健全で
あった。
女　川

1 号機及び 3 号機は定格運転中，2 号機は定期検査中
で起動操作中であった。外部電源は 5 回線のうち 1 回線
が生き残った。D/G については，1 号機及び 3 号機は全
て健全であった。2 号機は津波の影響により補機冷却水
系の一部が喪失したため，3 基中 2 基が機能を喪失した
が，1 基が生き残った。直流電源系は健全であった。
東海第二

原子炉は定格運転中であった。地震によって外部電源
が 3 回線全てで喪失し，津波により D/G は 3 基のうち
1 基が喪失したが，他の安全機能は維持された。非常用
蓄電池（RCIC 電源）の充電は別電源系から融通し，機能
が維持された。直流電源系は健全であった。

Ⅵ．まとめ
既に本特集で何度も記述したことであるが，安全確保

において施設外誘因事象を考えることが重要である。そ
こでは，様々な施設外誘因事象に対する防護設計を行う
にあたって，設計基準としてどれほどのハザードを想定
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サイト 号機 外部電源※１
D/G

（地震による
喪失はなし）

直流電源 電源車
海水

冷却系※６

M/C（高圧電源盤）
（（ ）内は工事中系統）

P/C（低圧電源盤）
（（ ）内は工事中系統） 大規模な

燃料損傷
非常用 常用 非常用 常用

福島
第一

1号機

275kV：×
66kV：×

（全7回線）

×※２ ×

一部活用

× × × × ×

損傷2号機 ×※２ × × × × 2/3 2/4

3号機 ×※２ ○→枯渇 × × × × ×

4号機 ×※２ × × × × 1/2（1） 1/1（1）

健全5号機 ×※２ ○ × × × × 2/7

6号機 1/3※２ ○ × ○ × ○ ×

福島
第二

1号機

500kV：1/2
66kV：×

（全4回線）

×※３ 3/4

一部活用
（外電、D/G確

保）

× 1/3 ○ 1/4 ○

健全

2号機 ×※３ ○ × ○ ○ 2/4 ○

3号機 2/3※３ ○
D/G（H）用：○
RHR用：1/2

○ ○ 3/4 ○

4号機 1/3※３ ○
D/G（H）用：○
RHR用：×

○ ○ 2/4 ○

女川

1号機
275kV：1/4
66kV：×

（全5回線）
○ ○

（外電、D/G確
保）

○ ○ 1/2 ○ ○

健全
2号機 1/3※４ ○

D/G（H）用:×
RHR用:1/2

○ ○ ○ ○

3号機 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東海第二
275kV：×
154kV：×

（全3回線）
2/3※５ ○

予備で確保
（D/G確保）

D/G用：2/3
RHR用：○

○ ○ ○ ○ 健全

※ 1：福島第二，女川，東海第二では 1 日～数日で外部電源の一部が復旧。福島第二の 66kV の 1 回線は点検停止中。
※ 2：  1，4 号機の 1/2，5 号機は D/G 本体の被水ではない（間接的要因（補機冷却系，M/C 等関連機器水没）による喪失），2，4，6 号機 B 系は空冷
※ 3：  1 号では原子炉建屋付属棟の DG 送風機給気口等から浸水し D/G の送風機を通じて D/G に到達，2 ～ 4 号では原子炉建屋付属棟への浸水は 

ほとんどなし（間接的要因（補機冷却系，M/C 等関連機器の水没）による喪失）
※ 4：  A 系は健全，海水ポンプ室内開口部（潮位計）からの浸水による原子炉補機冷却水 B 系ポンプ及び HPCS 補機冷却水系ポンプ喪失
※ 5：  海水ポンプ室への浸水により D/G 冷却用海水ポンプ 2C が自動停止，D/G-2C を手動停止
※ 6：  海水系統の機能喪失（補機冷却水系ポンプの機能喪失を含む）

海水ポンプ設置場所：福島第二は湾岸部熱交換器建屋内（大物搬入口等から浸水（3 号機南側建屋を除く））， 
女川は敷地高さから掘ってピット化した海水ポンプ室（配管，ケーブル洞道経由で原子炉建屋付属棟（非管理区域）内に浸水）， 
東海第二は湾岸部の側壁を津波対策で嵩上げした海水ポンプ室（一部工事未完の壁貫通部より浸水）に設置

（一部被害設備は「健全な数／全数」で表示）
第４表　福島、女川、東海各サイト・各プラントにおける地震・津波による設備被害状況 1）

するのか，どこまでの防護設計を施すのかという問題が
ある。

設計や規制に係る基本的問題については本特集第 4 報
で採り上げるので，ここでは耐震・耐津波のための良好
事例だけを採り上げることにする。

福島第一 5 号機は，交流電源が全て喪失したが，AM
として整備されていた 6 号機からの電源融通があって最
悪の事態には至らずに済んでいる。

福島第二においても AM 策による事象進展の緩和に
より炉心溶融を回避できた。

女川では，中央制御室に手すり棒をとりつけ，地震時
にも安定した状態で監視・制御ができるようにしていた
こと，津波に対しては海水ポンプ室をピット化して大き
な引き波があっても取水が可能にしてあったこと等が紹
介された。第 6 回セミナーの参加者からは，「今日の話
を聞いた個人の感想だが，女川は必然的に被害を免れた
と感じた。」との発言があった。

別の参加者の発言も引用しておく。「今日の発表を聞
いて，東海第二が茨城県の津波評価を基に工事をやって

きたこと，女川が引き津波に取り組んできたこと，これ
らを継続的にやってきたのが良かったのではないか。両
プラントとも止水工事は大変ではあるがやってきた。一
部，配慮不足や工事未了等の抜けがあっても，それが事
態の収束につながったのではないか。」

地震・津波がもし 20 年前に襲っていたら，東海第二
も福島第一 5 号機も，より厳しい状況に面していた可能
性がある。「継続的改善」が間に合った例である。

もう一つ述べておきたいのは「設置者に第一義的責任」
という原則である。設置者が安全設計と日常的な安全管
理に全責任を負っているのは当然として，重大な事象が
発生したときの対応も大事である。例えば，東海第二で
は，D/G-2C が停止した際に，後から考えれば当たり前
であるが，他のポンプ等の状況を，津波等に注意しなが
ら最初に確認し，また，被害の拡大防止，リスクを抑制
しつつ事象を収束するための手順の検討を行っている。
こうした対応は東海第二に限らず行われた。現場のこと
は現場の人が一番よく知っており，また，地震や津波に
限らず異常な状態に対して現場確認が原則である。異常
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状態が進展するほど，マネジメントの役割が大きくな
る。設計を超える範囲においても，現場の状況を正確に
把握し適切に対応することが，それ以上の異常状態の拡
大を防止し，影響緩和に資し，事象の収束につながるこ
とを再認識する必要がある。
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Ⅰ．はじめに
原子力安全部会の「福島第一事故に関するセミナー」

（以下，「セミナー」）については，その成果を取りまとめ
た報告書 1）の要点を全 5 報のシリーズ報告にまとめてい
る。第 1 報でセミナー報告書の概要を紹介した後，第 2
報と第 3 報では，東北地方太平洋沖地震による地震動と
津波によって影響を受けた 4 つの原子力発電所（福島第
一，福島第二，女川，東海第二）で生じた事象を紹介し，
その比較分析を行った。本報（第 4 報）は事故で明らかに
なった課題，言い換えれば，セミナー及びセミナー報告
書の副題である「何が悪かったのか，今後何をすべきか」
について論じる。

まずはⅡ章及びⅢ章で，安全設計の基本思想である深
層防護についての説明と，深層防護に沿っての福島第一
事故の重要課題を整理する。次いでⅣ～Ⅶ章で，安全設
計に関する課題，安全規制に関する課題，PRA，運転
経験，安全研究に関する課題について取りまとめる。

Ⅱ．深層防護と安全確保策の関係
安全確保の最大の目的は，原子力施設の周辺における

公衆を，放射線災害から守ることである。その基本とな
る考え方は深層防護（Defense in Depth）の思想である。
深層防護とは，ひとつは多段の安全対策を用意しておく
ことであり，もうひとつは，各段の安全対策を考える時
には他の段で安全対策が採られることを忘れ，当該の段

だけで安全を確保するとの意識である。すなわち，ある
段の対策を考えるに当たっては，後段の対策があるとは
思わずに（後段を否定して）高い信頼性のある対策を用意
する。一方で，それにもかかわらず後段の対策を考える
時は，前段の対策がどのように厳重なものであってもそ
れが突破されると想定して（前段を否定して）対策を用意
することである。

これをリスク論的な言葉で言い換えれば，多段の安全
対策を用意する，各段の安全対策はそれぞれ高い信頼性
をもって実施されることを確認する，その結果，全体と
して十分に高い信頼性をもった安全対策になるというも
のである。

原子力発電技術の開発当初から「深層防護」を安全の基
本原則とし，この原則を工学的に達成することを安全研
究と安全設計の目標としてきた。原子力発電所について
の深層防護は，一般には次の 5 つのレベルからなるとさ
れている。
第 1 のレベル：異常・故障の発生防止
第 2 のレベル：異常・故障の「事故」への拡大防止
第 3 のレベル：「事故」の影響緩和
第 4 のレベル：  「設計基準を超す事故」への施設内対策
第 5 のレベル：  「設計基準を超す事故」への施設外対策

ここでしばしばカギ括弧付けで表現する「事故」とは
「設計基準事故（Design Basis Accident：DBA）」のこと
である。「設計基準を超す事故（Beyond DBA：B-DBA）
としては，DBA は超えたがまだ炉心溶融には至ってい
ないものから，炉心溶融が起きてしまったもの（シビア
アクシデント）まで含まれる。B-DBA も含めて，シビ
アアクシデントに至る前までを第 3 のレベル，シビアア

特
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原子力安全部会「福島第一事故に関する
セミナー」報告書から
（第 4報）事故で明らかになった課題

日立GEニュークリア・エナジー（株）　守屋 公三明，原子力安全基盤機構　阿部 清治

福島第一原子力発電所（以下，「福島第一」）の事故は，安全設計，シビアアクシデントマネジ
メント，安全規制という，原子力安全に直接関係する活動において様々な課題があることを明
らかにした。また，PRA，運転経験，安全研究が，こうした安全確保活動に必ずしも十分に
は寄与していない状況も明らかにした。本報は，事故時の事実関係に基づいて，技術的な課題
を可能な限り明らかにし，「何が悪かったのか，今後何をすべきか」について論じる。

A Digest of the Nuclear Safety Division Report on the 
Fukushima Dai-ichi Accident Seminar（4）；Issues Identified 
by the Accident：Kumiaki MORIYA, Kiyoharu ABE.
　（2013 年　7 月 31 日　受理）
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クシデントに至ってからを第 4 のレベルと分類する人も
いる。いずれにしても，第 4 のレベルは設計基準を超え
た状態であるから，ここでの対策はアクシデントマネジ
メント（AM）が中心である。なお，AM のための施設外
対応（資機材の搬入とか，福島第一の事故後に新たに考
えられている可搬式安全設備の用意など）は第 4 のレベ
ルに分類すべきであろう。第 5 のレベルは防災対策であ
る。

深層防護に基づく安全確保は，単なる設備設計の要求
だけでなく，不断の設備管理から万一の事故における適
切な管理・運用を含むものである。その結果として十分
な安全性が確保されたかは，確率論的リスク評価

（Probabilistic Risk Assessment：PRA）などを用いて確
認されてきた。（時として，深層防護かリスク情報活用
かという二者択一的な議論がなされることがあるが，
PRA はむしろ，深層防護がどれほど適切に達成されて
いるかを測る手法である。）更に，リスクが小さくてもリ
スクの低減に効果があると判断された場合は，設備の改
善や運用手順の改善などの安全性向上の努力が払われて
きた。

機器等の故障が，不特定の誘因によってランダムに起
きる場合には，プラント設備の多重化及び多様化に AM
設備を加えることで，5 段階の深層防護の体系を実現す
ることに成功したと考えられる。しかしながら，福島第
一の事故では，設計の想定を超えるような地震や津波に
よって，安全機能を有する機器等に共通原因故障が生
じ，その結果として炉心が溶融し，大量の放射性物質が
環境中に放出された。このことは，個々の誘因事象，特
に，施設外誘因事象に対して十分適切な深層防護対策が
なされていたか否かという問題を提起した。

Ⅲ．深層防護の各レベルで見られた問題点
福島第一事故であらわになった諸課題は，深層防護の

ほとんどのレベルに関係している。まずは，レベルごと
に課題を整理する。

第 1 のレベルは，そもそもの発端となる異常や故障等
のトラブルの発生を防止することである。そのために
は，実証された技術に基づいて十分裕度のある設計を行
うこと，必要に応じ地震や飛来物等の個々の誘因事象に
対する防護設計を行うこと，高い品質管理システムに基
づいて保守管理を行うこと等が図られる。しかしなが
ら，福島第一事故では，施設外誘因事象のひとつである
津波によって，多数の安全設備が同時に機能喪失してし
まった。

第 2 のレベルは，トラブルが起きた場合にそれを直ち
に検知して対応することにより，それが事故に発展する
のを防ぐことである。具体的には，運転パラメータがあ
る許容範囲を超えた時に制御棒を自動挿入して原子炉を
停止すること等である。これについては，現時点までに

得られている情報からは何の問題も見当たらない。地震
後津波が襲来するまでは，地震計の作動によって原子炉
は自動停止し，外部電源喪失にはなった（運転時の異常
な過渡変化の状態になった）がいずれの非常用ディーゼ
ル発電機（D/G）も立ち上がって，施設は設計の想定どお
りに制御された。

第 3 のレベルは，万一の事故に備えて，その影響の緩
和を図ることである。例えば，原子炉冷却系の配管が破
断し，冷却水が流出して炉心が空だきになるような事故

（冷却材喪失事故。Loss-of-Coolant Accident：LOCA）
に対して非常用炉心冷却系（Emergency Core Cooling 
System：ECCS）を用意しておくこと等である。しかし
ながら，福島第一では，想定していた高さを超える津波
により，号機によって程度の違いはあるが，交流電源，
海水冷却系，さらには直流電源までも喪失して，多くの
安全設備が働かず，炉心が溶融する事故になった。

第 4 のレベルは AM であり，万一設計基準を超すよ
うな事故状態になった時に備えて，それがシビアアクシ
デントになるのを防止するための対策（フェイズ 1 の
AM），シビアアクシデントになってしまったあとにそ
の影響を緩和するための対策（フェイズ 2 の AM）が用意
されていた。こうした AM の幾つかは，事故時に有効
に働いた。しかし，幾つかの AM は，地震や津波が施
設内外にもたらした影響や，シビアアクシデントがもた
らした環境条件，特に，高い放射線場において，実施が
困難になり，予定していた効果を挙げられなかった。

第 5 のレベルは防災対策である。我が国の防災は本質
的に実効性がないものであった上，事故時の組織間連携
にも問題があることが如実に明らかになった。また，
JCO 事故の反省項目，例えば災害弱者への配慮の問題
等も放置されていたことが明らかになった。

Ⅳ．安全設計に関する課題
福島第一事故は，地震によって外部電源が喪失し，そ

の約 40 分後の津波によって D/G と最終ヒートシンクが
喪失し，その結果，「原子炉の減圧」と「原子炉への注水」
が遅れて炉心の溶融になったものである。その過程では
特に，直流電源の喪失，電源盤の浸水が，あらゆる AM
を阻害し，原子炉及び格納容器への注水が長期間喪失し
た。こうしたことから，最終的には格納容器の破損と放
射性物質による土壌汚染につながった。

本章では，プラントの安全設計という観点（AM を含
む）から福島第一事故の教訓を見出すことを試みる。

1．  福島第一事故の事象分析と安全設計上の教訓
福島第一事故の分析によって安全設計に係る教訓を見

出すことは，外的誘因事象に対するプラントの安全性の
向上にとって重要である。セミナーでは，第 1図に示
すような福島の事故の事象分析から 7 つの設計上の教訓
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を見出した。なお，各教訓中に記載された対策の事例
は，現時点で有効と考えられる事例であり，実際のプラ
ントへの適用では十分な検討と更に有効となる対策を考
えるべきである。

教訓 1：  電源盤など重要設備の配置改善と重要設備の可
搬とアクセス手段の準備

設計の想定を超えた津波は，護岸を乗り越えてプラン
ト全体を約 5m 水没させた。その結果，吸排気口あるい
は水撃で打ち破られた扉やシャッターより海水が建屋の
1 階に浸入し，階段などから地下階に落水した結果，非
常用発電設備や直流電源並びに電源盤の機能を喪失させ
た。

このような設計の想定を超える津波の脅威に対して
は，重要機器を可能な限り高位置に配置すること及び重
要機器・施設を水密化すること（発生防止策）は有効であ
る。しかしながら，給排気口を全くなくすことはできな
いし，想定を上回る水撃力を否定できないことから，こ
れらの対策はある高さ以上の津波に対して有効性を失
う。したがって，これらの対策とは別に，想定高さを超
えた津波やその他の外部リスクに備えて，別の場所から
の可搬もしくは仮設による復旧対策（事象緩和策）が重要
である。電源車，電源盤，注水系などを，高台や防災棟

（完全水密建屋など）に常備し，緊急時のアクセスのため
に，緊急取り付け口の確保とアクセスルート作成のため
の重機の常備が必要である。

教訓 2：隔離弁の構成とあり方
BWR の現行の設計では，非常用復水器（IC）あるいは

原子炉隔離時冷却系（RCIC）は原子炉隔離時の冷却設備
として設置されており，これらが機能喪失をした場合で
も高圧注水系（HPCI）によるバックアップや原子炉減圧
から低圧注水系で炉心を冷却するという多段の防御が取
られている。したがって，系統内で破断を検知した場合

（検知不能の場合も含む）は，この系統は隔離を優先して
炉心冷却は別の系統ですることになっているため，1 号
機では直流電源喪失（検知不能状態が発生）で隔離信号が
発生し，その時点では維持されていた交流電源により隔
離弁が動作して，IC が機能喪失した可能性が高い。隔
離弁の動作に関しては，シビアアクシデントまで考えれ
ば隔離よりも冷却機能優先の考え方もあるかもしれない
が，設計基準事故時のバウンダリー機能確保やシビアア
クシデント時にも隔離が必要な事態も想定すると，隔離
優先を基本としつつ必要な場合は隔離弁を手動もしくは
遠隔で開ができるように，例えば，隔離弁の格納容器外
側設置，予備の直流電源の常備を追加することが必要で
ある。

教訓 3：重要機器に対する予備直流電源の常備
福島第一事故では直流電源の喪失あるいは枯渇によっ

て計装が喪失し，プラント状態の把握ができなかった。
この結果，初動の遅れ，適切な回復操作に失敗をした。

第 1図　福島第一発電所事故の事象進展と抽出された教訓（1 号機の例）
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また，逃し安全弁（SRV）の開放には直流電源でアキュ
ミュレータの弁を開かなければならないが，直流電源を
津波で喪失あるいは長時間の高温待機運転中に直流電源
が枯渇してしまったことから SRV による減圧が遅延し
てしまった。さらに，RCIC，HPCI などの注水系の起
動信号にも直流電源が必要である。したがって，本設の
直流電源の他に可搬の直流電源もしくは直流電源への充
電設備を備えておき，万一本設の直流電源が機能喪失し
た場合でも，SRV や事故時に必要な計装制御に速やか
に電源を供給できるようにしておくことが重要である。
なお，予備の直流電源の容量は，本設並みの容量は必ず
しも必要ではなく，初動を迅速に行うことが重要である
ことから，非常時の運搬性に配慮したものであることが
優先する。

教訓 4：計装の信頼性・信ぴょう性と対応操作
福島第一事故では事故が深刻になるにつれて原子炉水

位，圧力，温度などの AM 実施上必要な計装の信頼性/
継続性に問題が生じた。また，計測器の適用レンジも使
用環境条件も大幅に超えてしまったことから，計測値の
信ぴょう性が失われてしまった。シビアアクシデント時
のプラント状態の把握のためには，一定の精度と十分な
信頼性のある計装が必要である。なお，福島第一の事故
ではデータが連続して採取できなかったために，データ
の全体挙動を把握できず，その異常性に気がつきにく
かった。こうしたことも踏まえて，データを継続的に採
取できるようにすることも重要である。

また，シビアアクシデント時の厳しい環境では計器の
ドリフトや誤作動は起こりうるため，重要な計器に関し
ては信ぴょう性を確認する別の手段を確保することは重
要である。さらに，信ぴょう性が無いと判断した場合の
AM 手順と訓練も重要である。

教訓 5：注水系/冷却系の多様化
水密強化やプラント内機器配置等の対策は当然重要で

あるが，設備設計の条件を超えた「想定外」での機能喪失
も考慮して，プラント外からの救援/支援も含めた多様
な手段を備えておく必要がある。そこでは，サイト内，
サイト外からの水の融通を含め，水源の多様化が重要で
ある。また，設計想定を超えたところでは常設の設備が
機能喪失する可能性まで考慮して，可搬式や仮設の設備
も含めて多様に備えることが重要である。かつ，多様な
シナリオに対応できるように，柔軟性のある AM 設備
と手順を整備し，日頃から教育訓練をしておくことが重
要である。

教訓 6：AM設備のアクセス性，操作性，実効性
福島第一事故では以下のようなアクセス性と操作性の

問題事例が見られた。

　・  圧力抑制プール（ウェットウェル：W/W）ベント弁
がサプレッションチェンバ近傍に設置されていたた
めに，手動開を実施する上でアクセスと操作が困難

　・  外部からの注水実施時に繋ぎこみ先へのアクセスが
困難

　・  外部からの注水にバイパスがあり，炉心への有効な
注水に遅れが発生

また，実効性の問題事例としては以下が見られた。
　・  ラプチャディスクは誤操作によるバウンダリー機能

喪失を防止するために設置されていたが，タイム
リーな W/W ベント実施を阻害

以上のアクセス性を改善するために，以下の例に示す
ような措置を講じておくことが重要である。

① 遠隔手動ハンドルの追加による操作時の被ばくを低減
②  代替注水の注水口の分散配置による接続が容易な構成
また，操作性を改善するための措置の例として以下を

行っておくことが重要である。
①  常用負荷への隔離弁追設によるバイパス対策が容易

な構成
② 燃料プールへの代替注水専用ライン追設による注水

が容易な構成
さらに，実行性を改善するために，以下の対策（例）を

行うことが重要である。
① ラプチャディスクをバイパス可能な構成もしくはラ

プチャディスクの削除

教訓 7：格納容器バウンダリー防護の多様化
福島第一事故で土壌汚染を発生した原因は，代替注水

遅れ及び格納容器ベント遅れにより，ベント前に格納容
器過温リークが発生したことが土壌汚染の主要因と考え
られる。一方，W/W ベントによるスクラビング効果は
大きな汚染源にはなっていない。したがって，過温破損
の対策を講じることが重要である。以下は，その具体例
である。

①  注水機能の強化により過温シーケンスを回避し，過
圧シーケンスは W/W ベントによりバウンダリー防護

②  非金属部の直接冷却（原子炉ウエルへの水張，注水
等）で過温シーケンスへの余裕向上

Ⅴ．安全設計に関する特に重要な課題と対策
1．課題の整理
深層防護の観点から安全設計の問題を考えて見ると，

以下の 3 つの課題を指摘することができる。
第 1 の課題は，施設外誘因事象，特に自然現象に対し

て，防護が不十分だったことである。自然現象は，ラン
ダムに起きる機器等の故障とは違って，複数の機器等に
共通原因故障を起こす可能性があり，第 1 の防護レベル
が突破された時に，同時に，後段の防護レベルも突破さ
れて，プラント設備の多くが機能不全に陥る可能性を
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持っている。このような特質は今回の福島第一事故以前
から安全研究の中で認識されていたが，最初の防護ライ
ンを突破された後の対策として，プラント内の設備をど
のように対策すれば有効かという点では必ずしも合理的
で妥当な対策が案出されていなかった。したがって，最
初の防護ラインである耐震設計のレベルや防潮堤の高さ
の裕度を多くすることに特化してきたが，後段の防護レ
ベルに対しても有効な対策を確立すべきである。

第 2 の課題は，自然現象に対する防護レベルを設定す
ることの難しさである。自然現象に対する防護レベルの
設定は，地震にしても津波やその他の自然現象にして
も，ハザードの評価は，歴史的な経験データに基づく方
法が主体であった。最近は高度な自然現象のモデル化や
シミュレーション技術が使われるようになっているが，
やはり最終的なレベルの設定には歴史データを使わざる
を得なかった。一方で，歴史データは限られた期間のも
のでしかなく，記録には大きな不確かさもあるので，そ
こから得られた結果に基づいての予測だけでは，常に想
定外が発生してしまう可能性を持っている。

この点に関して，原子力では，深層防護の原則に基づ
いて設計基準ハザードはかなり大きな余裕を見込んで設
定をしてきており，福島第一事故でも地震については有
効に働いたといえる。具体的には，原子炉施設を重要度
に応じてクラス分類し，重要な設備ほど余裕を持たせて
設計してきており，地震の知見が増えるに従って，バッ
クチェックを行い，新しい知見に対しても適合できるよ
う努力してきたことが，そのスピード感には問題を残し
つつも有効であった。

一方で津波については，「敷地高さおよび防潮堤で止
める」を基本として設計し，新しい知見が出るたびに見
直しをしているが，福島第一事故では想定高さをはるか
に超えるものであった。津波高さの想定の問題に関して
は，第 2 報のⅡ-1 節で議論されたように地震ほどの余
裕を付与できていなかった可能性の問題はあるものの，
最新の知見を持って想定してもなお，これを超える津波
が起こる可能性というものを真摯に考えた対応を持つべ
きであった。さらに，地震に伴う津波のような複合的な
被害の想定の難しさ，想定を超えてしまった場合のプラ
ントへの被害の程度，範囲の想定は非常に難しいという
ことも考慮して有効な対策を考えていく必要がある。

第 3 の課題は，Ⅲ章で述べた AM の実行上の困難さ
であり，サイト全体が被災するような事態でも迅速，的
確な AM が行えるような対策を行う必要があるという
ことである。

2．対策の整理
福島第一事故の事象分析から見いだされた教訓を深層

防護設計の観点で整理した課題に対する対策として整理
すると，以下のようになる。

第 1 と第 2 の課題には，これまでのようにプラント内
の設備対策にこだわった考えを脱却し，オンサイト，オ
フサイトを含めた大きな体系で合理的な対策を講じるこ
とであると考える。

施設外誘因事象，特に自然現象への対策をプラント内
の設備によるものに限定すると，誘因事象のハザードが
設計での想定をはるかに超えてしまった場合，原子炉建
屋内に設置された設備は共通の原因で機能が喪失してし
まう可能性を持つ。したがって，設計想定を超えた誘因
事象の特性を踏まえてプラント外に AM の手段を備え
ておくことは，共通原因による機能喪失を避ける方策と
して合理的である。

福島第一事故時の対応においても，プラント設備の大
半が機能しなくなった状態で，消防自動車による繋ぎ込
みが注水手段として有効に働いた。この事実は，可搬設
備がいかに有効であるかを証明したものである。更に，
消防自動車は原子力仕様の設備では当然ないことも考え
ると，いたずらに高信頼性や高性能を求めるよりも柔軟
な運用を優先した設備とすべきである。このような考え
は，福島第一事故以前の安全研究の中でも検討の俎上に
は上がったものの，原子力仕様への適合性という壁の前
で見合わせられた経緯がある。規制における扱いも含め
て，これまでのように設備の多重性や堅牢性だけを求め
るのではなく，多様性，柔軟性に重きを置いた合理的な
取り扱いが求められる。

第 3 の課題に対しては，様々な想定外の事態を想像し
て，AM を有効に行えるような配慮を考えるべきであ
る。AM の実施のために必要な設備へのアクセス性の確
保，アクセスルートを確保するために必要な重機の準備
などのハード面ももちろん重要である。しかし，想定外
の事態に対しては，的確な判断と実行をするための手順
の準備や教育，訓練，運用体制などのソフト面の充実が
最も重要な点だと考える。

福島第一の事故は，安全研究の中で指摘されてきた深
いクリフエッジの脅威を体現したものであるが，このよ
うなクリフエッジに対して発生頻度が工学的に無視でき
る程度低くても発生した際の被害の甚大さを考えると，
合理的な セイフティネットを準備しておくべきだとい
うことになる。この場合のセイフティネットに相当する
対策は，プラント内の設備に限定することが現実的でな
いことは，福島第一事故で経験した通りであり，プラン
ト設備外で，サイト内，サイト外を含めた場所の多様化
を考慮に入れて考えるべきである。また，対策設備の信
頼性も発生頻度に応じた合理性を持つべきであるし，福
島第一事故の経験からも無闇に多重化しても有効でない
ことは明らかであり，ハードとソフトの最適な組み合わ
せを考えた対策とすべきである。なお，必要と見なされ
た対策については，時間をかけずに速やかに実施される
ような制度を合わせて持つことが福島第一事故の教訓の
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一つである。

Ⅵ．安全規制に関する課題
福島第一の事故は，国の規制にも多くの問題があった

ことを明らかにした。国の原子力規制体制は 2012 年 9
月 19 日の原子力規制委員会，原子力規制庁（以下，「規
制委」，「規制庁」）の発足により，新たな体制がスタート
しているから，今後は規制委が事故の反省に立って規制
の改善を図っていくことが期待される。本章では，事故
以前の規制において，何が不適切あるいは不十分だった
のかを分析するとともに，今後の規制改善への期待を記
述する。

1．規制基準の継続的な改善
福島第一の事故は，地震動に引き続く津波によって起

きた事故である。津波に対しては，第 3 報に述べたよう
に，事業者は曲がりなりにも津波に関する新知見を反映
して，「継続的な改善」を図ってきた。こうした改善の結
果として，福島第一以外の発電所ではシビアアクシデン
トの発生を何とか防止できた。

規制側機関においても「継続的な改善」は必須の要件で
ある。例えば，規制のための基準類は絶えず見直しが必
要である。

2006 年の日本への IAEA 総合規制レビューサービス
（IRRS）では，「原子力安全・保安院（以下，「保安院」）は
規制当局の責任として，安全審査の判断基準を自ら作る
べきである」との勧告を受けている。福島の事故のあと
で振り返ると，この勧告は重い意味を持っていた。

わが国では，基本設計は原則として旧原子力安全委員
会（以下，「原安委」）の安全審査指針で審査されてきてお
り，保安院は「航空機落下評価基準」などごく少数の例外
を除き，自ら審査基準を策定することはしなかった。指
針体系を常時見直す体制は必ずしも十分でなかった。

安全審査のための基準は常に見直すことが必要であ
り，そのための責任組織も必要である。規制庁には既に
基準を一元的に見直す責任組織（技術基盤課）が発足して
いる。今後は同課が，常に基準体系全体を見渡して，継
続的に改善を図っていくことを期待する。そこではま
ず，福島での事故の反省に基づく改善が急務であり，

「事故時に実際に何が起きたのか」を把握した上で，何が
悪かったかを同定し，それに対応した改革を図っていく
ことが必要になろう。

2．運転経験や国際動向の反映
1979 年の米国スリーマイル島（TMI）2 号機での炉心

溶融事故には，こうした事故の発生を予言する前兆事象
があった。このため，TMI 事故以降，原子力プラント
で現実に起きている事象（運転経験）を系統的に収集・分
析・評価して，そこから得られた教訓を規制や運転に

フィードバックすることが重要であるということは，国
際的共同認識になっている。国際機関の活動としても，
産業界では INPO，WANO が運転経験分析を続けてい
るし，IAEA では事象報告システム（Incident Reporting 
System：IRS）の活動，OECD/NEA では原子力規制活
動委員会（CNRA）傘下の運転経験ワーキンググループ

（WGOE）等の活動が継続されている。
しかし，事象の重要性は的確に把握されてきたか，ま

た，事象分析の結果として適切な対応が採られてきたか
については疑問も残る。福島第一の事故を見たときに，
このような活動が形骸化していなかったかという反省が
ある。この問題についてはⅦ-2 節でまとめて論じる。

3．自然現象等の誘因事象に対する設計基準
福島第一の事故は，自然現象の一つである津波につい

て，結果から見れば，設計基準が過小であったことを示
した。設計基準ハザードの設定の問題を含め，従来の設
計及び規制は，地震動以外の自然現象等の誘因事象への
具体的な対応にとって必ずしも十分ではなかった。

原安委の「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計
審査指針（以下，「設計指針」）」2）の「指針 2．自然現象に
対する設計上の考慮」では，安全機能を有する構築物，
系統及び機器（以下，「SSC」）はその安全機能の重要度等
を考慮して，「適切と考えられる設計用地震力に十分耐
えられる設計であること」，また，「地震以外の想定され
る自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない
設計であること」，重要度の特に高い安全機能を有する
SSC は「予想される自然現象のうち最も過酷と考えられ
る条件，または自然力に事故荷重を適切に組み合わせた
場合を考慮した設計であること」を要求している。そし
て，その解説には次のようにある。「『自然現象のうち最
も苛酷と考えられる条件』とは，対象となる自然現象に
対応して，過去の記録の信頼性を考慮の上，少なくとも
これを下回らない苛酷なものであって，かつ，統計的に
妥当とみなされるものをいう」。

この「解説」の結果，過去に十分信頼性のある記録が少
なく，統計的な妥当性が確認できない自然現象について
は，短期間の記録だけに基づいて設計基準ハザードが定
められてしまう結果になったのではないかと思われる。

津波については，事業者は，2002 年 2 月に策定され
た土木学会の「原子力発電所における津波評価技術」3）の
手法で想定津波高さを求め，自主的に津波対処設計を強
化してきた。土木学会の評価式は，1611 ～ 1978 年の歴
史津波（記録として残っている津波高さ：既往津波）に基
づくものである。これは，上記の「解説」に沿った手法と
言える。この方法で求められる津波高さは，ほぼ，1611
～ 1978 年の歴史津波の最高高さに匹敵するはずであり，
そこで得られる結果は，過去 400 年間の津波の最高高さ
程度の津波を想定することと思われる。ある程度の裕度
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が含まれているとしても，千年に 1 度（10‒3/年）程度の
津波を想定津波とし，それを超す津波については対策を
考えていなかった。これでは，原安委の
・炉心損傷頻度（CDF）：10‒4/年
・格納容器破損頻度（CFF）：10‒5/年

なる性能目標 4）を満足することはおぼつかなかった。
土木学会の評価式が原子力安全の観点ではどういう意

味を持つのかは，議論されなかったのではないかと思わ
れる。分野間のコミュニケーション不足の問題でもある
が，本来はリスクを管理しなくてはならない原子力界の
役割であり，それを果たせなかったことには反省が必要
である。

4．設計基準事故の想定
設計指針 2）では，深層防護の第 3 のレベルである設計

基準事故への防護についても問題があった。「指針 27.
電源喪失に対する設計上の考慮」の解説において，「長期
間にわたる電源喪失は，送電線の復旧や非常用交流電源
設備の修復が期待できるので考慮する必要はない」とし
ている。しかしこれも，厳しい地震や津波に襲われた時
の状況を考慮しないものである。福島第一では極めて長
時間の全交流電源喪失事故（SBO）が起きてしまった。
設計基準を超す状況への対応策がないところで，過去の
経験データだけに頼って，不十分な事故想定をしたこと
になる。

5．シビアアクシデント対処策の規制要件化
シビアアクシデント対策の規制要件化も，対応が遅れ

た例のひとつである。わが国では，1990 年代に国内す
べての軽水炉において包括的な AM を整備した。当時
としては決して世界の趨勢に遅れるものではなかった。
そして，次は規制要件化だというのがその時の規制側関
係者の共通認識であった。しかし，そうした対応は事故
前までなされず，AM 設備が現実の事故状況下で本当に
有効に機能するのかは規制の対象にならなかった。

シビアアクシデントへの対応は既に規制委の新規制基
準で要求事項になった。（規制委では「重大事故」という
言葉に統一されているが，本報ではセミナー開催時の用
語として「シビアアクシデント」と記述している。）今後
は，事業者による具体的な対策の妥当性が安全審査にお
いて確認される。

6．想定外の事象への対処
福島第一事故では多くの「想定外」があった。想定でき

ることはきちんと想定して，確固たる対策を用意すべき
であるから，設計基準の想定が不十分だったから基準を
変えることは当然必要であるし，また，設計基準を超え
たら何が起きるかを想定することも必要である。しか
し，V 章で結論づけたように，「想定できないこともあ

り得るとして，柔軟な対策を考える」ことも必要である。
例えば，設計基準ハザードを見直したとしても，それ

を超すハザードが生じる可能性は残る。実際，3 月 11
日の地震・津波以前には，東北地方太平洋沖であのよう
な大きなマグニチュードの地震が発生することや，幾つ
もの地震源が連動してそこから生じる津波が重なり合っ
て高くなることは，関係者の共通認識にはなっていな
かったのである。「設計の想定を超すような事態に対し
てもあらかじめ準備する」ことも必要と考える。

炉心が溶融するようなシビアアクシデント時に起き得
る諸現象については，過去に極めて大規模な研究がなさ
れてきた。しかし，それでも，実際に事故が起きてみれ
ば我々の想像力には限界があることが示された。原子炉
建屋で水素爆発が起きたことや，3 号機の原子炉で生じ
た水素が 4 号機の原子炉建屋に流入してそこで爆発が起
きるなど，想定できなかった問題もあった。

米国では，同時多発航空機テロ以降，想定外事象への
対処もなされた。わが国でも，例えば誘因事象がテロで
あれば何が起きるかわからないことなどを考えて，設置
者は敷地外からのサポート等柔軟な対応手段を考えてお
くべきである。

規制委の新安全基準は既に，こうした「想定外の事象
への対処」も求めている。

7．リスク情報に基づく科学的合理的規制
福島の事故後は規制強化一色であるが，本来，「科学

的合理性をもった規制」は今でも必須のはずであり，そ
のためには確率論的リスク評価（PRA）の結果である「リ
スク情報」の規制への活用，すなわち，「リスクインフォー
ムド規制」が欠かせない。設置者も規制者も，リスクの
大きさに基づいて資源を割くという，いわゆる「グレー
デッドアプローチ」は当然に採用されるべきである。

この分野での問題はⅦ-1 節でまとめて論じる。

8．基準の性能規定化
規制上の要求事項は規制当局が自ら定めるが，それを

達成する詳細規定は学協会規格を適切にレビューした上
で用いるという「基準の性能規定化」も変わるはずのない
原則であると考えられる。

規制当局と事業者の役割分担でも同じことが言える。
最近の事例を挙げれば，規制委は核燃料施設等について
の新基準で，重要度分類については原則的な要求事項だ
けを示し，SSC の重要度分類そのものは設置者が安全
審査において提案し，規制委がその妥当性を確認するこ
ととした。発電炉のように類似の施設が数多く作られる
のと違って，核燃料施設等は個別に設計され，安全上の
特性もリスクも異なることを考えれば，こうした扱いは
極めて適切と言える。



特集（守屋，阿部）

日本原子力学会誌，Vol.55，No.10（2013）（ 30 ）

564

9．産学官の協力と規制の独立性
前述の日本 IRRS では，「保安院は実効的には独立し

ているが，形としても経産省から独立している必要があ
る」との勧告もあった。これは，2012 年 9 月の規制委の
発足により既に達成されている。

一方，福島第一事故後は，規制側が産業界と話し合う
のはよくないことのように思い込む風潮がある。しかし
ながら，産学官が協力することと，規制が独立性を保つ
ことは，両立させなければならないことである。

これについては，第 8 回セミナーでの参加者の発言
に，問題点が正確に指摘されているので，それをそのま
ま記載しておく。
「阿部部会長（当時。現在は関村部会長）の話の中に，産
学官の協力と規制の独立の話があったが，この辺の微妙
さをきちんと書けるのは原子力学会だけではないか。
今，規制側と，メーカーや事業者が，全部談合してやっ
ているという具合に，何か非常な純粋さを求められて独
立性が問われている所があるが，実際には，ポンプの設
計，ポンプがいかに運転されるかも分からずに，ポンプ
の官庁検査などできない。さらに，実際に発電所がどの
ような体制で，運転員がどのようなモチベーションで動
いているかということの理解なくして，本当の安全性が
担保されるわけではないと思う。例えばノーリターン
ルールとか，非常に純粋さを保つような形で進められる
方向性が今は出ていて，私はこれが本当の意味で安全性
を担保することにはならないと思っている。」

なお，この意見に対しては規制委の更田委員から，次
のような発言があったことも付記しておく。
　「規制当局というのは独立でなくてはいけないが，孤
立してはいけない。しかも安全性が確保されたり向上し
たりするのは現場であり，規制はそれを監視するだけで
あって，実際に安全を守るのは現場で，現場の知識抜き
に安全を語るなどということはあり得ない。したがっ
て，当然，規制当局と産業界はきわめて密接に意見交換
であるとか情報交換とかができなければいけない。」
「世論が非常に厳しい目で見ているなかで，まだ手探り
で仕組みを作ろうとしている段階にあると思う。透明性
は確保しなければならないが，今のような状況でずっと
いいとは思っていない。申請者との間での良い意味での
接点が少なすぎる。これは徐々に改善していかなければ
いけない。ただそのときの透明性の担保の仕方について
は慎重に考えているので，お時間を下さいという答えに
はなってしまう。接点の重要性は産業界も感じているだ
ろうし，我々もあるいはそれ以上に感じている部分があ
る。」

問題そのものは，多くの関係者に正確に認識されてい
る。今後はこの問題についても，規制委が適切に対応し
ていくことが期待される。

Ⅶ．PRA，運転経験，安全研究に関する課題
確率論的リスク評価（PRA）の結果や，運転経験の分析

によって得られる教訓，安全研究の成果は，安全設計，
安全管理，規制をよりよいものにしていくのに有用な知
見を与えるものである。その関係を第 2図に示す。運転
経験データや安全研究の成果は，直接的に設計，管理，
規制に有用なものもあるし，また，PRA の基盤情報と
なるものもある。代表的な例を挙げれば，機器等の故障
率のデータはレベル 1 PRA にとって，シビアアクシデ
ント時に起き得る現象についての知見や地震の発生メカ
ニズムや地震動距離減衰にかかる知見は，レベル2 PRA
や地震 PRA にとって，それぞれ不可欠の情報である。

PRA，運転経験，安全研究から得られる知見は，福
島第一の事故の前もより適切に活用されるべきであった
し，事故のあとでは，事故の反省も踏まえて，より適切
かつ広範に活用されるべきである。

1．PRA
（1）PRAの手法

PRA の手法は，シビアアクシデントのシナリオを系
統的に分析してシビアアクシデントの発生頻度やソース
ターム，健康影響等を定量化するとともに，その寄与因
子を同定する手法であり，シビアアクシデント対策に有
用である。

PRA では，機器の故障が，機器に内在する原因（内的
な誘因事象）によっても機器の外部から与えられる衝撃

（外的な誘因事象）によっても起きること，また，機器の
故障・損傷の中には，事故の発端となる事象（Initiating 
Event：IE）になるものもあるし，停止系や炉心冷却系
等，炉心溶融を防止するための安全系の機能喪失につな
がるものも，格納容器冷却系統等，格納容器破損を防止
するための安全系の機能喪失につながるものもあること
を示している。そして，IE と安全系の機能喪失が炉心
溶融や格納容器破損につながることを示している。

PRA はまた，格納容器が破損するような重大な事故
によって公衆が健康影響を受けるまでのシナリオを示し
ている。そこでは，放射性物質が環境中に放出されるこ

第 2図　PRA，運転経験，安全研究の活用プロセス
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と，放出された放射性物質は気象条件に左右されながら
環境中を移行していくこと，公衆の被ばく線量は避難や
退避といった緊急時対策の成否によって異なること，最
終的には被ばく量から公衆の放射線影響を評価すること
になることが示されている。

この「PRA が想定する事故進展」と，福島第一で実際
に起きたことを比べてみれば，PRA の全体としての考
え方が，シビアアクシデント時にプラントの中で，ある
いは敷地の外で起きるであろうことをいかに正確に予測
していたかが理解されよう。原子力発電所についての
PRA の発想は，1975 年に公表された米国の「原子炉安
全研究（Reactor Safety Study：RSS）」）によって確立し
たものであるが，先駆者の炯眼である。

なお，福島第一事故の後では「ストレステスト」の手法
も国際的に多用されているが，これも問題によって有用
な手法である。

（2）PRAの実施状況
わが国における PRA はその対象が限られていた。福

島の事故の前まで，PRA は，いわゆる内的事象（正確に
は，ランダム事象）と地震のみしかなされなかった。

米国ではまず内的事象（ただし，外的事象のうち内的
浸水を含む）だけを対象として個々のプラントについて
の PRA（Individual Plant Examination：IPE）がなされ，
引き続いて外的事象（内的火災，強風，外的浸水，地震
等）を対象としての PRA（Individual Plant Examination 
of External Events：IPEEE）もなされた。これに対し
て，わが国では，地震を除けば，IPEEE がなされなかっ
た。PRA によるリスクの定量化は極めて部分的にしか
なされていなかったのである。

福島第一の事故は地震と津波によるものであるが，主
たる影響因子は津波である。原子力発電所のリスクを適
切に管理するためには，津波，火災，テロ等，それぞれ
の誘因事象について IPEEE を実施することと，そこで
同定された弱点に対して措置することが欠かせない。

（3）PRAの性能に応じた利用
規制における PRA の利用も不十分であった。1990 年

代の AM の整備時には全発電炉で IPE が実施され，そ
の後，定期安全レビュー（PSR）においても PSA の結果
は参照されるようになったが，リスクインフォーム規制
の中核である，「PRA の結果であるリスク情報の規制
ルールへの反映」は極めてまれであった。

航空機落下については衝突確率を計算して防護が必要
かどうかを判断する，ハザード評価のための基準だけが
整備された。他には「耐震指針の改訂」が重要なものであ
るが，それも，「地震リスクの結果が大きかったから，
耐震要求を強化する」だけであって，リスク情報の十分
な反映にはなっていなかった。

リスクインフォームド規制においては，「安全目標の
規制への適用」も遅れていた。安全目標は本来，「合理的
な規制」を作るためのものである。しかし，どうすれば，
PRA の結果と安全目標を規制の改善，特に，規制ルー
ルの改善につなげるかということは，前述の耐震指針の
強化を除き，ほとんど何もなされなかったと言ってよ
い。あったのは，「安全目標と PRA の絶対値を比較し
てマルバツをつける」などという，およそ PRA の考え
方や実態とかけ離れた提案のみであった。
（1）項で述べたように，PRA の方法論そのものは，全
体として，福島で起きた多くの出来事をその通りに予測
していたが，個々の現象・事象の予測性や定量性は必ず
しも高くない。特に，

①外的事象のハザードの不確実さ
②シビアアクシデントの進展の不確実さ
③運転員のマインドセット

は，PRA において最大の不確実さを有するものである。
PRA の結果を原子力施設の安全対策や規制に用いる

には，このような大きな不確実さがあることを常に意識
することが必要である。特に，歴史津波・歴史地震等の
経験データを設計基準に反映することは当然必要だが，
それを超すハザードがあり得ることを考慮して対策を考
えておくことが必要である。

2．運転経験分析
過去の規制において，「運転経験の反映」も不十分で

あった。福島第一事故の主たる原因となった津波につい
ても，幾つかの前兆事象があった。1999 年には，フラ
ンスのルブレイエ炉で，高潮と河川の増水の重畳に夜に
よる浸水事象が起きている。また，2004 年には，スマ
トラ沖での大地震時に，インドのマドラス炉で浸水事象
が起きており，この事例については，わが国では産業界
だけでなく規制側もその分析をしているが，「これはイ
ンドで起きた事故であってわが国では関係ない」で終
わっていた。

そして，これは運転経験ではなく安全研究であるが，
わが国はまた，IAEA に特別拠出金を提供して津波ハ
ザードの知見をまとめる国際プロジェクトも実施してい
る。しかしながら，そうした知見が実プラントに反映さ
れることはなく，事故の防止につながらなかった。

わが国では，スリーマイル事故の後，「わが国ではこ
ういう事故は起きない。なぜならば，わが国の安全管理
ははるかに高いレベルであるから。」と言ってきた。チェ
ルノブイリの事故の後は，「わが国ではこういう事故は
起きない。なぜならば，わが国の原子力発電所は異なる
設計であるから。」と言ってきた。他国の事例に謙虚に学
ぶ姿勢に欠けていた。

今，福島第一事故に関する国際会議に出ると，ほとん
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どの国が「わが国では福島第一のような事故は起きない。
なぜならば，……」と言っている。本音とは違って，公
式な言い回しに過ぎないのであろう。わが国としては，
事故を起こした国の責任として，何が悪かったのか，今
後どうすべきかを，繰り返し，正確に国際社会に伝えて
いくことが必要である。

3．安全研究
原子力安全研究は，科学的・合理的な安全対策や規制

のためのものであり，それによって原子力施設の安全が
確保されることを目的としている。しかしながら，これ
までの安全研究の中には「役立つ」とは能書きだけの「研
究のための研究」であって，実際には必ずしも役に立た
なかったものもあるのではないかと思われる。ただ，こ
の問題の背景を考えると，実物の安全と安全研究の間に
大きな矛盾があることがわかる。

安全は弱い部分をなくすことが最重要である。“A 
chain is no stronger than its weakest link.”（鎖の強さは
その一番弱い環の強さである。）という言葉がある。福島
第一の事故は，津波に対する防護が弱かったことによ
る。一方「研究」はと言えば，“Something new”（何か，
これまでにはなかった新しいもの）がない限り，研究成
果として認められない。研究の広さはなくとも，高さに
おいては「世界で一番」でなければならないのである。勢
い，研究者は自分の「一番強いところを更に強める」よう
な研究に走ることになる。あるいは，研究者によって
は，厳しい言い方になるが，先人のやったことをほんの
少し変えて得た結果を，“Something new”であるとして
発表したりするだけである。

原子力安全規制にとっての課題は山ほどある。した
がって，研究課題も山ほどある。ただ，その多くは，こ
れまで研究者によって十分には手がけられていない分野
であったり，単一の技術で解決できる課題ではなく，複
数の技術を合わせて解決しなければならないものであっ
たりする。

本報では，津波に対する防護について，津波の専門家
が作った津波評価式について，原子力安全の専門家が加
わっていないことを指摘した。産業界と規制当局の意見
交換が必要であることも指摘した。研究者と実務者の交
流も大事である。

狭い専門に閉じこもることなく，研究者が他の分野の
専門家との交流を深めて，より大事な研究テーマに取り
組んで欲しい。そして，そういうプロセスを通じて，安
全研究者が，潜在的問題を見つけて警鐘を鳴らすことを
期待したい。

セミナーにおいては，安全研究の弱体化と，それによ
る技術基盤の喪失の問題も論じられた。

「安全研究自衛隊論」というのがある。極端に言えば，
安全研究は普段は役に立たなくてよい，事故時に役に立
てばいい，というものである。すなわち，福島第一での
事故のような重大な事故が起きたときに，あるいはそれ
よりマイナーであっても何か複雑な事象が起きたとき
に，安全研究に従事している一定規模の研究者がいて，
研究の実施を通じて得られる専門知見で規制当局を支援
することこそが一番必要なことというものである。

実際，福島第一事故の最中に，あるいは事後に，事故
の分析をし，事故対応に必要な技術的助言をしたのは，
JNES や JAEA の職員，中でも，スリーマイル島やチェ
ルノブイリの事故のあとにシビアアクシデント研究や
PRA 研究に従事した人たちである。原子力利用を進め
る上で，様々な関連技術分野それぞれに，一定の人数の
専門家がいることは不可欠である。

しかしながら，原子力の専門家の数は顕著に減少して
いる。そして，それとともに，原子力の技術基盤全体が
揺らいでいる。安全を担保するのは，最後は人である。
安全研究が，適切なテーマについて適切な規模で継続的
に実施され，結果として高い技術能力を有する人が常に
いる。それが，今後，原子力利用を続ける上での条件で
ある。

Ⅷ．まとめ
本報では福島第一の事故で明らかになった様々な課題

について取りまとめた。
安全設計に関する課題としては，福島第一発電所事故

の事象進展の分析に基づいて，事故の発生と拡大の防止
のためにはどのような対策を講じておくべきだったのか
という教訓を抽出した。これらの教訓は，今回の津波だ
けではなく，その他の外部誘因事象に対して共通した教
訓と考える。

安全規制に関する課題としては，最新の知見を速やか
に反映するといった継続的な改善の努力の不十分さ，地
震以外の外的誘因事象に対する取り組みの不十分さ，シ
ビアアクシデントの規制要件化の遅れといった点があ
る。この中には，土木学会のような多分野との積極的な
コミュニケーションの不足から重大なリスクの見落とし
といった点も含まれる。これらの課題の抽出とともに，
今後の規制のあり方として科学的合理的な規制の推進や
産学官の協力と規制の独立性といった問題についても述
べた。

PRA，運転経験，安全研究に関する課題としては，
特に外的誘因事象に対するリスク研究の不十分さがあ
り，これらの問題解決には複数の学問分野をあわせた取
り組みが必要なため，狭い専門に閉じこもることのない
研究が必要であると考える。
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　投稿記事の内容については著者に責任がありますが、記事提案書の審議において、投稿記事が下記のいずれかに
該当すると判断した場合は、学会誌に掲載することをお断りすることにしています。なお、記事提案書に基づいて
執筆された記事原稿につきましても、下記のいずれかに該当すると判断した場合や、記事提案書と異なる内容の原
稿が提出された場合は、掲載することをお断りすることにしています。

⑴　事実を無視し、あるいは歪曲した意見。
⑵　真偽が不明な内容を含む場合。
⑶　文章に論理性がない場合。文章が意味不明な場合。
⑷　掲載することにより、学会の品位に傷がつく恐れがある場合。
⑸　良識に欠けると思われる意見。例えば、個人あるいは組織の中傷・誹謗、一方的な極め付けなど。
⑹　美醜、好悪に類する判断に依拠している場合。
⑺　すでに掲載された記事と同様の内容である場合。
⑻　商業的な広告・宣伝などを目的とする場合。
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⑽　余り期間を空けない同一者からの投稿。

（註 1）記事提案書の審議結果については約 1 か月で事務局よりお知らせいたします。
（註 2）掲載否の場合、該当事由の番号をお知らせしますが、それ以上の説明は致しません。

（改定 2012 年 6 月 1 日）
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Ⅰ．はじめに
本特集は，原子力安全部会（以下，「安全部会」）が

2012 年に開催した「福島第一事故に関するセミナー」（以
下，「セミナー」）の成果を取りまとめた報告書 1）の要点
を紹介するものであるが，その最後となる本報（第 5 報）
では，原子力防災に関する課題を中心に，INES 評価，
事故時の協力・連絡，事故情報の更新に関する各課題を
取り上げる。

日本の原子力防災システムは災害対策基本法と 1999
年の東海村 JCO 臨界事故後に制定された原子力災害特
別措置法を頂点とし，防災基本計画で各関係機関の責務
と役割が明確化され法的な整備がなされてきた。また，
TMI 事故を契機として定められた原子力安全委員会（以
下，「原安委」）の「原子力施設等の防災対策について」（以
下，「防災指針」）は防災基本計画で専門的・技術的事項
について十分尊重されるものとして規定され，国，地方
公共団体，事業者が防災計画を策定する際，また防護対
策を実施するための指針として位置付けられた。

しかしながら，緊急時において住民の健康を防護する
ための防災対策についての明確な運営の考え方

（Concept of Operations）は，どこにも示されていな
かった。防災指針には，「防災対策を重点的に充実すべ
き地域の範囲（EPZ）」，通報基準及び緊急事態判断基準，
防護対策のための指標（いわゆる介入レベル）という技術

的な判断基準は示されているが，どのように防護対策を
実行していくのかの基本的考え方，手順が示されていな
い。また，日本では TMI 事故は起こり得ても，チェル
ノブイリ事故は起きないというのが防災の基本とされ，
実質的に格納容器破損に至るようなシビアアクシデント
に相当する緊急事態への備えと対応は整備されてこな
かったといってよい。したがって，計画的避難のような
長期的防護措置の検討もなされていなかった。

福島第一事故の緊急時対応では，初動対応の混乱，関
係機関の連携不足，不明確な意思決定スキーム等，JCO
事故と同様の様々な問題が生じた。以下では，露呈した
様々な課題の中から，セミナーで取り上げた放射線防護
の観点から見た緊急防護措置実施の課題，事業者，地方
自治体，国の責務・役割の明確化を含む緊急時管理と運
営の課題を中心に解説する。

Ⅱ．事故初期における周辺の放射線状況
緊急時対応では，関係機関が緊急事態の時間的推移に

対して一貫した共通の意思決定のスキームを策定するこ
とが重要である。緊急事態の管理は，準備段階，初期の
危機管理，中期の影響管理および復旧の各段階に区分で
きる。福島第一事故での緊急時対応における特に危機管
理と影響管理の課題を分析するため，まず，事故初期の
周辺環境における放射線状況の概略を説明する。

福島第一原子力発電所は福島県浜通りに位置し海陸風
循環が卓越する。夜間に海側に向かっていた風が早朝に
南側に向き，その後，南西，西，午後から夕刻にかけて
北西に向かう風向変化が顕著である特徴を持つ。第 1
図に事故初期の県 7 方部における空間線量率の時間変化
を示す 2）。

2011 年 3 月 12 日の夕刻から夜にかけてサイトの北約
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A Digest of the Nuclear Safety Division Report on the 
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Issues：Toshimitsu HOMMA, Naoto SEKIMURA, Kiyoharu 
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　（2013 年　7 月 31 日　受理）
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24km に位置する南相馬市で空間線量率の上昇がみられ
る。これは 1 号機のベント及びその後の建屋における水
素爆発（12 日 15 時 36 分）によって放出された放射性プ
ルームが折からの南風によって運ばれ，南相馬付近を通
過したものと考えられる。3 月 13 日から 14 日にかけて
は風が陸から海に向かっているため，3 号機からのベン
トあるいは 3 号機の水素爆発（14 日 11 時 01 分）による
放出は陸側に向っていない。

3 月 14 日の夕刻から 15 日朝にかけて 2 号機からの放
出と考えられる放射性物質により敷地内の放射線量が上
昇し始める。この放出の影響は折からの北風に乗って浜
通りを南下，3 月 15 日 0 時にはいわき市で空間線量が
上昇し始め，4 時には最大 23.72μSv/h を検出している。
その後，放出プルームはさらに南下し，茨城県，関東各
地でモニタリングポストの値が上昇し，静岡県まで到達
したと考えられる。

サイトのモニタリングカーによる気象観測によると，
14 日夜半から 15 日午前にかけては北から北東の風が続
き，正午を境に南から南東の風に変わり夜半までその状
態が続いていた。第 1 図のように放出された放射性物質
は，その後，白河市，郡山市，福島市に達し，福島市で
は 18:40 に最大 24.24μSv/h の空間線量率を検出してい
る。アメダスデータを見ると 15 日 17 時に最初に福島市
で 0.5mm の降水を観測しており，福島市の空間線量率
のピーク後のゆっくりとした低減は，降雨により地表面
に沈着した核種からのガンマ線寄与と考えられる。その
後，北部から雨や雪が観測され夜半には全域に及んだた
め，放出プルームの通過と降雨，降雪の影響による放射
性物質の沈着により原子力発電所の北西方向の高い汚染
分布を形成した。

Ⅲ．原子力防災等に関する課題
1．緊急防護措置の戦略と課題
JCO 事故以降，頻繁に行われることになった防災訓

練においては，ERRS（事故進展と放出量等のソースター
ム予測）と SPEEDI（環境中における被ばく線量予測）と
いう緊急時計算予測システムによる線量予測結果を介入
レベル（例えば，避難に対して実効線量 50mSv，屋内退
避に対して 10mSv）と比較し，その実施範囲を決定する
スキームが定着していた。しかしながら，福島第一事故
では 1 号機の冷却機能の喪失，格納容器の圧力上昇，複
数炉の同時災害のリスクというプラントの事象やリスク
に基づき，事前のスキームとは違った形で避難の拡大

（3km, 10km, 20km）および屋内退避が実施された。従来
の 8 ～ 10km の EPZ を超えた広範囲の避難の実行，地
震，津波の影響の中で住民への情報伝達や輸送手段の確
保に大きな混乱が生じた。緊急防護措置決定の遅れ，避
難場所の度重なる変更があった。それでも，3km 圏内
の住民の避難は 3 月 12 日未明（0 時 30 分）には完了して
いる 3）。また，3 月 15 日における環境への放射性物質
の大量放出の時点では多くの住民が 20km 圏外へ避難
し，確定的健康影響を生じさせるような甚大な被ばくを
与えることは回避できた。初期の外部被ばくについては
福島県による県民健康管理調査 4）の結果が示されてい
る。3 月 11 日から 7 月 11 日までの 4 か月間積算の外部
被ばく実効線量は放射線作業従事者を除くと対象
411,922 名 で 最 高 25mSv，10mSv 以 上 は 120 名 で 約
99.8％が 5mSv 未満である（2013 年 3 月 31 日現在）。ま
た，2011 年 6 月 7 日から 2012 年 9 月 30 日までに計画
的避難区域および双葉郡の住民 81,119 名を対象にした
ホールボディカウンタによる内部被ばくの預託実効線量
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の推定では，最大 3mSv が 2 名で，81,093 名が 1mSv 以
下の結果である。

東京電力や原子力安全基盤機構（JNES）によって，事
故後に行われたシビアアクシデント解析コードによる事
故進展解析およびソースターム評価においてさえ，放出
のタイミング，放出量，核種組成，放出位置等について
十分信頼性のある結果が得られているとは言い難く，
ソースターム評価には大きな不確かさが伴う 5）。さら
に，オフサイトでの防護措置が必要となるような放出は
長期間にわたって続き，風や雨など気象条件の変動によ
り複雑な沈着分布に至る。線量評価にも大きな不確かさ
が伴う。このような現実は，福島事故だけでなくチェル
ノブイリ事故でも経験した。被ばくを最も効果的に避け
るには，放射性物質の環境放出前の迅速な避難が必要で
ある。線量予測モデルをこのような緊急防護措置の実施
に関する決定に用いることは，国際原子力機関（IAEA）
等の国際標準からも外れる。ここからは，以下の教訓が
導かれる。

教訓 1：緊急防護措置の実施
施設の状態に関してあらかじめ決められた判断基準に

基づいて，あらかじめ決められた範囲の予防的防護措置
が放射性物質の環境への放出以前に迅速に実施できるよ
うな準備を確立しなければならない。

この問題については事故後，原安委の防災指針検討
ワーキンググルーブで検討された 6）。国際標準に従い，
緊急事態区分と区分決定のための施設における判断基準
として緊急時活動レベル（EAL）の重要性が指摘され，
それに基づいて，予防的防護措置を準備する区域

（PAZ）内で予防的防護措置を放出前に実施する考え方
が示された。その考え方は，原子力規制委員会（以下，

「規制委」）の原子力災害対策指針（以下，「災害指針」）7）

に反映している。
福島第一事故では，この他，スクリーニングレベルや

安定ヨウ素剤服用の混乱，屋内退避の長期化，病院や介
護施設の要支援者の防護等の問題が生じた。屋内退避，
避難，安定ヨウ素剤の予防服用といった緊急防護措置の
実施については，準備段階において防護戦略全体の中で
その実施手順の最適化を十分に検討しておく必要があ
る。避難は，自然災害等，多くの経験から最も効果的な
措置と考えられる。リスクの高いサイト近傍の住民が先
行して避難を行い，必要に応じ周辺住民が段階的に避難
するスキームを確立しなくてはならない。屋内退避は迅
速に実行可能で，新たな情報に容易にアクセスできると
いう利点があるが短期間の対策である。早期の一時的な
プルームの回避等，その戦略を放出シナリオとの関係で
検討する必要がある。安定ヨウ素剤の予防服用は，放射
性ヨウ素の取り込みの前に行わなければ効果が十分期待

できない。事前配布と事後の避難所での配布に関する実
施範囲と手順，服用指示の判断の手順等，避難や屋内退
避の補完措置としての検討が必要である。

これら緊急防護措置実施の戦略については，国が基本
的考え方を示し，地域防災計画の策定に当たってはプラ
ントの特性に応じて地方自治体と事業者および対象とな
る住民の意見も踏まえ，準備段階での十分な検討が必要
である。事前の計画が完璧ということはあり得ない。地
域防災計画はその時点で最善の策を検討し，訓練によっ
てフィードバックを行い，絶えず見直す枠組みを確立す
る必要がある。

教訓 2：避難と屋内退避
病院等における要支援者の安全な避難のための事前準

備が必要である。屋内退避は，避難や移転が安全に実施
可能となるまでの短期間のみ実施すべきである。

2．飲食物摂取に関する防護戦略と課題
汚染した飲食物の摂取による被ばくは，内部被ばくと

いう住民の懸念とともに風評被害という社会的懸念をも
たらす。飲食物に関連した防護戦略をいかに合理的に考
えていくかは重要である。時間軸に沿って 2 つの課題が
ある。ひとつは，放射性ヨウ素，テルリウム等の短半減
期核種の寄与が大きいと考えられるプルーム通過後の早
い段階での迅速な出荷・摂取制限である。今回の事故で
は，3 月 16 日採取の水道水や農畜産物に初めてヨウ素
131 が検出されてから実際に出荷・摂取制限が実施され
た 3 月 21 日までに 5 日を要している。短半減期核種の
体内への取り込みの防止，無用な内部被ばくの回避は迅
速性が重要である。飲食物中の放射性核種の濃度ではな
く，空間線量率のように容易に計測が可能な運用上の介
入レベル（OIL）を準備し，一時的に汚染食物の摂取を制
限し，その後により綿密に濃度指標に基づく OIL で出
荷・摂取制限を講じる 2 段階のスキームを考慮すべきで
ある。

もう一つの課題は，放射性セシウムを代表とする長期
的な内部被ばくの影響を防護するための飲食物制限レベ
ル設定の考え方である。厚生労働省は当初，原安委の防
護指標を暫定規制値と定めた。原安委の指標は災害対策
本部等が飲食物の摂取制限措置を講ずることが適切であ
るか否かの検討を開始するめやすである。その後，2012
年 4 月 1 日から厚労省は食品安全の観点で，国際的にみ
ても非常に厳しい規制基準を設けた。国際放射線防護委
員会（ICRP）2007 年勧告にあるように，個々の防護措置
は単独ではなく，様々な防護措置からなる防護戦略全体
の最適化のプロセスの中で，本来検討すべき問題であ
る。事故によって汚染された飲食物の摂取制限に関する
判断基準を設定する場合，以下の観点からの検討が必要
である：
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・  摂取制限による放射線影響の回避と栄養の観点も含
む代替品の確保

・  基準となる線量レベル設定において考慮すべき経口
摂取線量の寄与

・食品摂取量および汚染割合の現実的評価
・消費者の食品安全と被災地域における生産者の状況
・輸出入に関しては国際基準との調和
飲食物摂取制限は，国内的には消費者の食品安全とと

もに生産者の経済活動の観点から国内事情を十分に反映
した考察が必要である。一方，輸出入の観点からは国際
的に共通基盤に立った考え方を確立する必要がある。こ
のような観点から自国にとどまらず，国際的にも明確な
ガイダンスの必要性を提起していかねばならない。

教訓 3：迅速な飲食物に関する制限
初期対応の危機管理段階における飲食物に関する制限

には，空間線量率等の迅速に得られるデータを参照する
運用上の介入レベル（OIL）を準備すべきである。

教訓 4：長期的な飲食物に関する制限
長期的な飲食物に対する防護措置については，被災地

の状況とともに国際的な調和も考慮に入れた，現実的な
勧告が必要である。

この問題については，規制委の災害指針 7）に空間放射
線量率による OIL に基づく早期の地域生産物の摂取制
限が明記された。

3．  緊急防護措置の解除と長期的防護措置の 
実施

危機管理段階で実施した 20km 内避難と 20 ～ 30km
範囲の屋内退避は，政府によって 4 月 22 日に 20km 圏
内の警戒区域と圏外の計画的避難区域および緊急時避難
準備区域として変更された。事故当時，防災指針には避
難や屋内退避の解除，また一時的移転等の長期的防護措
置に関する考え方や判断基準は示されていなかった。国
際的にはすでに ICRP2007 年勧告が出され，それまでの
行為と介入というプロセスに基づく放射線防護のアプ
ローチから，計画被ばく・緊急時被ばく・現存被ばくと
いう被ばく状況の特性に基づいたアプローチへと発展し
ている状況にあった。計画的避難の実施は当初，従来の
回避線量に基づく避難の介入レベル（50mSv）を参照し
て追加的防護措置の検討が行われたが，原安委は 4 月
10 日，ICRP2007 年勧告の緊急時被ばく状況の考え方に
基づいて計画的避難の実施および緊急時準備区域への移
行を助言した。

このように，事故以前に長期的な防護措置の検討を
怠っていたこと，緊急時に適用する国際的な放射線防護
の考え方が変わり関係者の十分なコンセンサスを得るの

に時間を要したこと等が原因で計画的避難の実施が遅れ
た。さらに，政府は関係自治体や住民との協議にも時間
をかけなければならなかった。したがって，福島県の県
民健康管理調査による外部被ばく積算実効線量の推定で
は，サイトから 20㎞圏内に居住し最終的に遠方に避難
した住民に比べ，後に計画的避難区域の設定により避難
した住民に比較的高い線量がもたらされている。この結
果からも，3 月 15 日の放出に起因すると考えられる高
い汚染レベル地域の住民に対する追加的な防護措置実施
の意思決定の遅れが指摘できる。IAEA は 3 月 30 日，
それまで持っていた避難の OIL を福島事故に準じて独
自に修正し，日本政府に対して慎重な評価の必要性を助
言している。ここにおいても，放射性物質の放出後にお
ける防護措置実施の判断が，環境で測定可能な量で示さ
れる OIL とモニタリングによって迅速に行われるス
キームの重要性が明らかとなった。

2011 年 9 月 30 日に原安委の助言を踏まえ，緊急避難
準備区域内の解除が行われた。また，ステップ 2 完了を
受けて原子力災害対策本部は 12 月 26 日，警戒区域およ
び計画的避難区域の見直しに関する基本的考え方を示
し，翌年の 3 月 30 日に原安委の助言を受け区域の見直
しを決定した。避難区域については，この時点が ICRP
の言う緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行，
すなわち復旧段階の始まりと考えられる。政府によるこ
の決定は，帰還する住民の放射線による健康影響に対す
る防護と同時に，持続可能な生活基盤を保証しなければ
ならない。現存被ばく状況においては，除染による放射
線状況の改善があっても基本的に線源の制御は難しく，
被ばくレベルは個人の行動様式に大きく依存する。政府
や地方自治体は放射線状況の改善とともに地域や個人が
実行する防護措置を支援するための情報や有効性を評価
する枠組みを提供する必要がある。長期的な復旧計画で
は人の健康，環境や社会・経済的な様々な面が関与する
が，放射線防護の観点からは住民が自らの被ばく管理に
関与できるように個人モニタリングのシステムを確立
し，また放射線の健康影響に対する不安に対処するため
に，健康調査を充実していく必要がある。

教訓 5：時間推移に応じた防護措置
緊急防護措置と長期的防護措置の実施，および通常生

活への復帰まで含めた対応の考え方と判断基準を，緊急
事態への準備段階において確立していなければならな
い。想定される範囲の緊急事態の状況と対応する防護措
置に対して，放射線防護の原則を適用するためのガイダ
ンスをあらかじめ確立していなければならない。

教訓 6：運用上の介入レベル
緊急時における意思決定の指針として，運用上の介入

レベル（OIL）は非常に重要である。OIL については，よ
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り詳細な国際的なガイダンスが必要である。

この問題についても，規制委の災害指針 7）に空間放射
線量率による OIL に基づく早期の一時移転の実施が明
記された。

4．緊急事態管理と運営の課題
オフサイトの緊急時対応は深層防護の最後の砦とし

て，IAEA の基本安全原則の原則 9 に「緊急事態への準
備と対応」として明記されている。その主要な目標は，
①現場，地域，国，国際間の各レベルで効果的な対応が
できるように確実に取り決めがなされること，②合理的
に予測可能な事象に対して確実にリスクを軽微なものと
すること，③人や環境への影響を緩和するために実施可
能な手段を講じること，とされている。③の防護措置の
課題については，すでに述べた。②の目標を達成するに
は，ハザード評価で考え得る範囲の事象を検討し，地震
のような通常の緊急事態との組み合わせを含む緊急事態
を考慮しなければならない。緊急時対応の失敗はあらか
じめ準備していた想定の範囲を超えたところで起こる。
したがって，ハザード評価によって如何に合理的に予測
可能な事象に対して確実に準備するかを問うことが重要
であると同時に，それを超えるものに対応する柔軟性も
また重要な要素となる。準備段階では，仮に緊急事態が
生じても想定の範囲に収まるように平時からその対応可
能な範囲を拡げる努力が必要である。危機管理段階の対
応では，あらかじめ決められた手段でまず対処し，その
枠を外れた場合に柔軟に対応できるように平時から能力
を養っておかねばならない。

教訓 7：複合的緊急事態への対応整備
緊急事態への対応は，非常に発生確率が小さいと考え

られる事象も含め，すべての範囲の想定事象を考慮し，
また，地震等の緊急事態との組み合わせを考慮した準備
を整えておかねばならない。

そのためには，以下の点を考慮し現場，地域，国，国
際間の各レベルでの関係機関の責務と役割およびその調
整のあり方をもう一度見直す必要がある。そして，組織
間で十分に明確にされた合意および統合化された対応を
調整するための取り決めを行い，それが実効的に機能す
るように訓練によって絶えず見直しを行っていかなけれ
ばならない。
・  情報が少なく不確実さが大きい初期の危機管理の段

階では，発災現場に近い事業者と地方自治体が連携
し，あらかじめ決められた手順で現地の判断で迅速
に緊急防護措置を実行していくスキームを確立して
いく必要がある。

・  事業者はオンサイトの緊急時対応はもちろんのこ

と，EAL の設定，異常事態の通報だけでなく，住
民に必要な緊急防護措置の判断や勧告といった地域
防災計画との境界に踏み込んだ役割を今後検討して
いく必要があるだろう。

・  防護措置実施の運営を担う地方自治体，住民防護の
最前線に立つのはプロとしての警察や消防，そして
自衛隊である。複合災害でなくとも，緊急防護措置
実施の運営は他の一般災害における防災対策と共通
の基盤でできるだけ統合すべきである。

Ⅳ．INES評価に関する課題
原子力あるいは放射線の利用において事故や故障が起

きた時に，国際的に統一された基準に基づき評価された
事故・事象の安全上の重要性を，ただちに国内の公衆に
知らせ，また主要なものについては IAEA にも通報す
る仕組みとして，国際原子力・放射線事象評価尺度

（INES）がある。このために「INES ユーザーズマニュア
ル（INES User's Manual）」が整備されており，現在はそ
の 2008 年版 8）が用いられている。

福島事故の最初の INES 評価は，3 月 12 日の 0 時 30
分頃になされた 9）。福島第一の 1 ～ 3 号機における事象
は，INES 評価の 3 つの基準のうち「深層防護」基準に基
づいて，すべての熱除去能喪失があったとして，いずれ
もレベル 3 と評価された。なお，福島第二の 1，2，4 号
機に対しても同様の評価がなされている。

2 度目の評価は 3 月 12 日の夕刻になされた 10）。福島
第一 1 号機における事象は，「施設における放射線バリ
アと管理」基準に基づき，レベル 4 と再評価された。16
時 17 分に福島第一サイトの敷地境界での放射線レベル
が上昇し，1 号機からの放射能放出と判断されたことに
よる。

3 度目の評価は 3 月 18 日になされた 11）。福島第一サ
イトの 1 ～ 3 号機の事象は，「施設における放射線バリ
アと管理」基準に基づき，レベル 5 と再評価された。こ
れは，原子炉水位が有効炉心頂部以下であった時期があ
り，水素爆発があったこと，敷地の内外で放射線レベル
の上昇が観測されたことに基づき，高い可能性をもって
原子炉炉心の溶融が起きたと判断されたことによる。

4 度目の評価は 4 月 12 日になされた 12）。4 月に入り
原子力安全・保安院は，JNES が行った福島第一 1 ～ 3
号機の原子炉の状態についての解析結果に基づく試算に
より，INES ユーザーズマニュアルに示された換算係数
を用いて，大気中に放出された放射能量をヨウ素 131 換
算で 37 万テラベクレルと評価している。また，原安委
は環境モニタリングからの逆算により，福島第一原子力
発電所からの大気中への放出量の合計を，ヨウ素 131 と
等価になるよう換算した値として，63 万テラベクレル
と評価した。

これらの評価値は大きな不確実さを有するものである



原子力安全部会「福島第一事故に関するセミナー」報告書から

日本原子力学会誌，Vol.55，No.10（2013） （ 39 ）

573

が，いずれもレベル 7 の判断基準である「大気中への放
射性物質の放出量がヨウ素 131 換算で数万テラベクレル
以上」を上回るものである。このため保安院は，（3 月 18
日までの INES 評価は INES ユーザーズマニュアルに基
づき号機ごとになされたが，）施設全体としてレベル 7 の
事象であったとの評価を行い，公表した。福島事故につ
いての INES 評価は 2013 年 3 月末時点でも暫定評価の
ままであるが，保安院，原安委，東電，幾つかの研究機
関等が推定した大気中への放射性物質放出量からは，施
設全体としてレベル 7 に相当するという数字は変わらな
いと思われる。

福島事故は，INES 発足後初のレベル 7 事象であると
ともに，緊急事態下で，十分な情報が得られず，かつ，
事態が進展しつつある状況下で INES 評価がなされると
いう，これまでに前例のないものであった。

福島第一事故での INES 評価については，以下のよう
な課題が挙げられている。
・  INES は「事故の重大さを迅速に公衆に知らせる」た

めのものであるが，プラントパラメータや放射線モ
ニタリングの喪失により，事故進展や放射性物質放
出の状況の推定が困難であった。

・  その結果，レベル5の評価は事故開始から1週間後，
レベル 7 の評価は 1 ヶ月後になされた。「迅速な通
知」にはほど遠かった。

・  INES 評価は，各時点で「高い信頼性をもって判明し
た事実」に基づいて実施された。しかし，事象進展
に応じて評価結果が変わり，事故を軽く見せようと
したのではないかとの批判につながった。

・  INES 評価はこれまでユニット毎になされており，
今回のような同時多発事故の場合であってそれぞれ
のユニットからの放射性物質放出量等の評価が困難
である場合の評価の在り方も課題である。

福島事故後には，国際社会においても，「INES は緊
急事態下での情報伝達手段として有用なのか」という疑
問が示された。INES 諮問委員会（INES-AC）では，
IAEA 事務局長の付託を受けて検討を行った。その結
果，INES は，緊急事態下で影響を受け得る公衆にとっ
て必要な情報を伝える手段とはなり得ず，むしろ，そう
いう影響と無縁の公衆に事故の重要性を伝えるものであ
ると整理されている。また，INES-AC の「INES の利用

（Use of INES）」ガイダンスに対し，シビアアクシデン
ト進行中の INES 評価および情報伝達のあり方を追加し
た「追加ガイダンス」が作成された。そこでは，炉心溶融
の発生などの事態がかなりの信ぴょう性をもって明らか
になったときはそれについての INES 評価をすべきであ
る，ただし，事態が進展中の場合は，その発表の仕方に
は十分注意が必要である，また，ひとつの事象に過度に

何度も INES 評価をすべきでないことが示されている。

Ⅴ．事故時の協力・連絡に関する課題
1．課題の概要
原子力施設の安全設計や日常的な安全管理における問

題，あるいは原子力施設で何らかのトラブルが起きたと
しても，それが従来の設計基準の範囲内に」にとどまる
場合は，規制当局の主たる役割は設置者の監視（オー
バーサイト）である。しかし，事故が進展してシビアア
クシデント状態になれば，規制当局はもとより，国も地
方自治体も，自ら振舞うことが要求される。このような
状況下では，各関係機関が事故の状況を把握しているこ
とは当然必要であるし，各組織がどのように行動してい
るのかを互いに理解していることも不可欠である。

しかし，福島第一事故では，組織間の連携は必ずしも
十分でなかった。また，事故がどのように進展したかを
理解する上で必要不可欠な，プラントパラメータそのも
の，あるいはその存在や信ぴょう性に関する情報も，必
ずしも適時・適切には関係者に伝わらなかった。

こうした問題は，安全部会としては事故調査における
最重要対象のひとつと考えている。しかし，組織間の提
携不良・連絡不良について具体的にどこにどのような問
題があったかを調べるには，調査権限も必要であるし，
時間も要する。ここでは，分析が不十分とは思いつつ，
幾つか問題点を挙げておくこととする。むしろ，今後規
制委・規制庁によって，問題点が確認され，適切な対応
がなされることを期待する。

2．  重大な事故が起きた時の各機関の役割分担
について

原子炉の炉心が溶融するような重大な事故が起きたと
きには，事業者だけでなく，規制当局，国，地方自治体
等が連携して対応することが必要である。第 5 回セミ
ナーでは，JNES の齊藤実氏より，重大な事故が起きた
ときの各機関の役割に係る紹介がなされた 13）。そこで
は，東日本大震災とその後の津波に伴う原子力発電所事
故への対応において，オフサイトセンターが果たした役
割が整理されるとともに，今後解決すべき課題が抽出さ
れた。役割の整理と課題の抽出は，事故進展と対応の時
間軸に着目して行われている。また，これらの課題に対
して米国および国際社会においてこれまでに議論されて
きた事項も紹介され，課題解決に向けてわが国で取り組
むべき事項がまとめられた。

第 5 回セミナーにおいては，事故時の状況に基づいて
の齊藤氏からの説明を受けての議論で，「国，地方自治
体も含めていろいろなステークホルダーがあるが，事故
が起こった時の対応計画のあるべき姿について，あらか
じめ議論していく必要がある」との意見があった。一方
で，「サイト対応は事業者がやってほしい支援をするこ
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とが重要で，事業者の要請に応えるのが基本になる。余
計な介入をすると却って現場を混乱させるので，何をし
てはいけないかを考えておくことが大事」との意見も
あった。これについては，「徴集されるメンバーが何人
かいれば，必ずありがた迷惑をする人が出てくる。徴集
する仕組みを作った上で，やるべき仕事を明確にして，
メンバーを選ぶ必要がある」との意見もあった。

規制委の更田委員は，「戦場のような状態になってい
るところに問い合わせをするのがいかに負担になるかは
想像がつく話で，事業者の邪魔をしないことが非常に重
要であり，もちろん要請があった場合はそれにできるだ
け応えるのが国の役割と考える」と取りまとめた。

3．  福島第一事故時の情報取得・情報伝達に関
する事例

福島第一の 1，2 号機では，津波によって直流電源ま
で失われ，現地においても一時期プラントパラメータを
得ることができなかった。加えて，こうした状況は適時
的確には規制当局や国，地方自治体には伝わらなかった。
以下，どのような情報が伝わらなかったか列挙する。
（1）  原子炉水位指示値の信ぴょう性：水位について，東

京電力がはっきりと間違いであったと公表したの
は，事故の 2 か月後の 2011 年 5 月 12 日である。事
故の最中および直後には，水位の数字だけが「測定
値」として示されていた。その数字によって多くの
関係者が事故の状況を誤認した可能性がある。

（2）  直流電源喪失と IC のフェイルセーフ設計に関する
情報：事故の進行中，現地から離れたところにいた
多くの関係者は直流電源の喪失を知らないでいた。
直流電源喪失を知った後では，直流電源のない中で
炉心への注水はなされたか否かが関心事であった
が，この問題を考えるには必須であるフェイルセー
フ論理についての情報共有も遅れた。

（3）  津波来襲前のプラントパラメータ：「津波の前は直
流電源が生きていて，弁位置情報を示すことも弁の
制御をすることも可能だったはず」であるから，「津
波以前には通常の計測系による測定データがあるは
ず」であったが，事故後しばらくの間，東京電力以
外の多くの関係者は，このデータの存在に気づかず
にいた。

（4）  2 号機の原子炉水位指示値の信ぴょう性：2 号機の
原子炉隔離時冷却系（RCIC）は直流電源がなく制御
不能のまま稼動し続けた。ずっと後になって東京
電力から，原子炉水位が RCIC 駆動側配管ノズル
部にあって，水と蒸気の二相流が RCIC タービン
を「水車として」回して，炉心に注水していたと考
えられること，また，水位測定値について圧力補
正をするとぴったりこの高さになっていることが
示された。事故後あちらこちらの研究者によって

なされた「再現解析」は，こうしたことを理解せず
になされた可能性が高い。

（5）  2 号機圧力抑制室付近での衝撃音：この問題につい
ては，Ⅵ章で記述する。

（6）  SPDS の 喪 失：SPDS（Safety Parameter Display 
System）は，施設の安全に係る情報を整理してわか
りやすく表示するシステムである。福島第一事故
時，SPDS は直流電源喪失で不作動になり，また，
後の調査によればデータ送信のための機器も地震
動で故障している。

（7）  環境モニタリングの喪失：福島第一周辺での環境モ
ニタリングシステムは，多分電源喪失により，事故
後かなりの期間失われた。（代わりに，モニタリン
グカーによる測定がなされている。）

これらの問題に取り組むには，まず，以下のような異
なる問題があることを認識する必要がある。
・  直流電源の喪失で計測不能。これは基本的に計測系

の問題ではなく，電源系の問題である。ただし，電
源が失われたときの計測については考えておく必要
がある。

・  水位の圧力補正。これは，運転員は理解しているこ
と。表示される指示値は実水位とは違うが，故障で
はない。

・  シビアアクシデント時には水位測定値はあてになら
ないということ。これは水位計の適用範囲の問題で
あって，故障ではない。しかし，シビアアクシデン
ト時のプラント状態の把握のためには放置できない
問題である。

・  2 号機ドライウェル圧力と圧力抑制室圧力の測定値
の乖離。これは，多分，計測系における故障である。

計測系そのものについては，このように問題を分けて
取り組むことが必要である。

ただ，同時に大事なことは，事故時の情報伝達のあり
方である。上述のように，計測系に係る諸問題には本質
的に異なるものがある。しかし，計測の専門家以外には
問題の区別がつかない。結果として事故時対応や事故後
分析における阻害要因となる。関係者に生データを含む
情報を遅滞なく伝達することは当然大事であるが，それ
がどういう性質の情報なのかを適切に説明することも大
事である。

Ⅵ．事故情報の更新に関する課題
事故の教訓の反映には，まずは「実際に何が起きたか」

を正確に把握することが大切である。事実を正しく認識
しなければ対策も的を射ていないものになる。

国は，2011 年 6 月に IAEA で開催された福島第一事
故に関する閣僚級会合で事故について記述している。し
かしながら，多くの重要な事項について，当時はまだわ
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かっていなかったことが多かった。加えて，事故直後の
混乱の中で書かれたものであったためと思われるが，記
述には技術的な分析が不十分あるいは不正確なところも
ある。

このことは特に国際社会で深刻である。他国も，福島
第一事故に鑑みて原子力安全の再考を図っているが，そ
の中核になっている人でさえ，「福島第一事故で実際に
何が起きたか」を正しく把握していないことがある。代
表例としては次のような事項がある。
（1）  原子炉に燃料がない 4 号機において，3 月 15 日 6

時 14 分に爆発音がし，その後，4 号機原子炉建屋 5
階屋根付近に損傷が確認された。これについては，
使用済み燃料プール（SFP）内の燃料棒が露出して温
度上昇し，ジルコニウム - 水反応で水素が発生し，
それが爆発したのではないかとの推測もなされた。

（2）  2 号機において，3 月 15 日 6 時 00 分～ 10 分頃に
圧力抑制室付近で衝撃音がし，それに合わせて 2
号機の圧力抑制室圧力も低下した。これは，「圧力
抑制室に大きな破損口が生じたに違いない」という
推定につながった。

これらの情報は現在では既に否定されている。（1）に
ついては，4 号機の原子炉建屋で水素爆発は起きている
が，これは 3 号機から流入した水素によるものと推定さ
れている。また，事故期間を通じて，SFP の燃料棒が
露出することはなかったと，高い確度で推定されてい
る。（2）については，4 号機の爆発音を誤認したものと
されている。

事故時に何が起きたかを正確に把握することは，今後
の安全対策を考える上で不可欠である。たとえば，上述

（2）の例については，当初の誤った認識に基づいて，「圧
力抑制室で水素爆発が起きたに違いない」，「いや，圧力
抑制室気相部は窒素で不活性化されているから，これは
過圧破損ではないか」という推論もあった。「圧力抑制室
破損のあとに敷地境界の放射線レベルが著しく高くなっ
ていることから，圧力抑制室プール水による放射能のス
クラビング除去能が，想定されていたほど有効でなかっ
たのではないか」との推論にもつながった。これらの推
論はすべて誤りであった。

国内ではこうした誤認識による推論は少なくなったと
思うが，国外に正しく伝えることも事故を起こした国の
責務である。今後は，国，特に，規制委・規制庁によっ
て，「福島第一事故で実際に何が起きたか」を国際的に知
らしめる努力がなされることを期待する。

Ⅶ．おわりに
2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震と津波，そ

してそれに伴う福島第一のシビアアクシデント以降，既
に 2 年と 9 か月が経過した。これまでに国内外の各機関
で，この事故の分析が進められ，多くの教訓や提言がま

とめられその中のいくつかのことは既に実行に移されつ
つある。独立した新しい組織である規制委とその事務局
である原子力規制庁が 2012 年 9 月に発足し，防災指針
の見直しやシビアアクシデントを規制の要件とするべく
新しい規制基準が策定され，本年 7 月施行された。事業
者においては，これまで緊急安全対策を進めストレステ
ストでその安全対策の評価と効果確認を行うと共に，旧
原子力安全・保安院報告書で提言された対策など，安全
確保に向けた改善対策が進められてきた。また，一部の
事業者においては，本年 7 月に既設発電所の新規制基準
への適合性の審査に向け，規制委へ安全審査の申請が行
われた。

安全部会は福島第一事故を分析・評価するために，
2012 年に 8 回にわたるセミナーを開催したが，そこで
は，メーカの設計者，運転者，安全規制や安全研究に携
わった者たちが，改めて事故を振り返り，自らの反省と
今後の課題を提示した。その内容は，外的誘因事象の想
定の不十分さ，深層防護設計の不十分さ，円滑なコミュ
ニケーションの不足や原子力災害への対応の不備など多
岐にわたるものであった。またこれらに対する参加者と
の意見交換では多くの質問・意見が出され，参加者の関
心の高さが示された。議論の過程では，シビアアクシデ
ント対策として何を考えてどう対策してきたか？何が不
足していたか？現場の人たちが何を考えてどう対応した
か？何が困難であったか？原子力以外の技術者たちは原
子力をどう感じたか？規制側としての注意事項は何か？
等，極めて重要なことが語られた。

このような貴重な内容をぜひ記録として残し，今後の
原子力の現場に携わるものはもちろん，他の多くの人た
ちに読んで頂いて，福島の事故をより一層正確に理解し
て頂くと共に，今後，原子力安全部会「福島第一事故に
関するセミナー」報告書の内容がそれぞれの関係機関に
おける活動において活用され，関係者の協力と努力によ
り，これまでの各種事故調査報告書と相まって，原子力
発電の安全水準の向上に貢献されることを期待する。

最後に，5 回にわたる本解説記事の執筆をして頂いた
皆様そして最後まで読んで頂いた読者の皆様にも心から
お礼申し上げる。
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Ⅰ．はじめに

2012 年 10 月より，原子力規制委員会（以下，規制委
員会と呼称する）による原子力施設周辺の活断層評価が
進められている。これを巡っては，様々な意見が交わさ
れているが，一部には大きな誤解に基づくものもあるよ
うに思う。たとえば，「福島の事故が活断層によるもの
ではないのに，いきなり活断層問題が取り上げられて，
しかも非常に厳しい基準を設定している」といった批判
である。

現在の審査が始まったきっかけは，もちろん，2011
年 3 月に発生した福島第一原子力発電所の深刻な事故に
ある。この事故によって，原子力の安全性に係わるかつ
ての審査には大きな欠陥があったことを，国民は認識し
た。このため，旧原子力安全・保安院および旧原子力安
全委員会（以下，旧審査委員会と呼称する）は，原子力の
安全審査に関する様々な見直しを行うことを決定したの
である。過去の審査への真摯な反省に基づいて見直しを
行うとき，最も深刻な事態につながりかねない活断層問
題を取り上げたことは当然のことなのである。また，そ
のような姿勢を明確にすることなしに，国民の信頼を回
復することなどできるはずがない。

活断層の評価は，規制委員会の時代になって突然に始
まったわけではない。旧審査委員会の時代に決められた
ことを引き継いでいるのである。

著者は，電力の安定供給や地球温暖化問題への対応が
必要であるという立場から，原子力の利用は進めてもよ
いと考えている。ただし，それは安全性の確保が前提で

あることはいうまでもない。これまでに多くの原子力施
設周辺で活断層の危険性を学会などで指摘してきたが，
それだけ過去の審査がずさんであったかを示すものであ
る。筆者が，規制委員会による厳しい活断層評価を望む
理由がここにある。以下，規制委員会の活断層評価に係
わる著者の見解をいくつか述べたい。

Ⅱ．活断層があると何が困るのか

活断層とは，最近，数 10 万年間に活動しており，近
い将来にも活動することが予想される断層のことであ
る。断層活動は地震発生を意味することが多いが，ズレ
量が小さい（地震規模が小さい）と地表には痕跡は残らな
い。ズレ量が大きくて地震規模が M7 クラス以上に達す
る場合，多くは地形に断層活動の痕跡が残るので，地形
学的にその位置を認定することが可能となる。小さい地
震を起こす活断層の位置を事前に認定することは困難で
あり，M7 に満たない大きさの地震はどこでも起こると
考えておくべきである。ただし，まれには M7 クラスの
地震も発生するので，地形学的に活断層を認定できない
場合であっても，最大で M7 規模の地震が発生すること
を想定すべきである。

地震を発生させる活断層（起震断層）の近傍では，副次
的な断層活動や重力によって発生する地すべりで地盤が
ズレることもある。これらの構造は，山崎（2013）1）に適
切に示されている。ただし，山崎氏は，地形で認定でき
るもののみを活断層と定義しており，この点が筆者の見
解とは異なる。

副次的な断層は地震を引き起こすものではないが，将
来も活動することが予想される断層なので活断層と呼ぶ
べきものである。副次的活断層に関しては，ズレの量が
小さく活動間隔が長い場合には地形では認識できず，起
震断層周辺を掘削しないと発見できないものも多い。

解説

原子力規制委員会の活断層評価
張り子の虎ではないのか？

東洋大学　渡辺 満久

安全な原子力施設は再稼働してもよいが，原子力規制委員会による厳しい安全審査が必要で
ある。現状では地盤のズレへの対応は困難であり，これに厳しく対処した敦賀原子力発電所に
おける規制委員会の対応は全く適切であった。ただし，問題を敷地内活断層に矮小化するので
はなく，周辺活断層の性状や敷地で起こりうる現象を正しく評価することが重要である。下北
半島の原子力施設の安全審査などにおいて，規制委員会の真価が問われる。

The Examination of Active Faults by Nuclear Regulation 
Authority; Is NRA Just a Paper Tiger Putting Up a Bluff ?：
Mitsuhisa WATANABE.
　（2013 年  7 月 10 日  受理）
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2013 年に規制委員会が制定した新安全基準（地震・津
波）では，震源として考慮する活断層，地震に伴って永
久変位が生ずる断層，支持基盤を切る地すべりを総称し
て，「将来に活動する可能性のある断層等」と呼んでい
る。本論の「活断層」とは，この前 2 者に相当する。

原子力施設の建設にあたっては，地形学的に認定され
る活断層の近傍を避けることが必要である。その第 1 の
理由は，地形学的に活断層が認定できない場合より大き
な直下地震が発生する可能性が高く，「揺れによる被害」
も大きくなると考えられるからである。第 2 には，断層
運動によって支持地盤に永久変形が現れ，重要施設の損
傷（ズレによる被害）が発生する可能性があるためである。

現在，原子力施設周辺に活断層が確認された例は非常
に多い 2）。それは，適切な安全審査なしに建設されたた
めであろう。それら活断層の多くは，長さが短く見積ら
れて（値切られて）いる。長い活断層は大きな地震を起こ
すと考えられているためである。また，そもそも，活断
層の存在自体が無視されている事例も少なくない。

工学系の研究者の方々のご意見を伺っていると，「揺
れによる被害」は耐震性強化によって食い止めることが
可能であると思われる。したがって，「揺れによる被害」
に関しては，地震動の大きさを適切に評価し，それに見
合った工学的対処がなされれば被害発生を食い止められ
るであろう。活断層の長さを値切らずに，適切に評価し
て安全性を確認できれば，その施設の利用は認められる
べきである。

一方，ズレによる被害はどうだろうか。原子炉建屋な
どの重要施設直下において支持基盤の永久変形が発生し
たとすれば，配管の切断などの深刻な状況が発生するこ
とが容易に想像できる。ズレによる被害は，活断層のほ
かに，地すべりでも発生しうる。これらの被害を食い止
めることができるであろうか。

規制委員会の「新安全基準」検討委員会において，これ
までの安全審査に係わってきた委員から「断層運動は数
千年に 1 度程度の確率で発生するものであり，土地がズ
レても，ズレ量を予測して工学的に対応できる可能性が
ある。少なくともそういうチャレンジが必要である」と
いう主旨の意見が出された。これに対して，「数千年に
1 度とはいってもそれは明日のことかもしれないし，ズ
レの量も明確に示すことはできない。土地がズレた場合
に壊れないとは断言できない」という意見が強く，前者
の意見は採用されなかった。筆者は，この結論を高く評
価したい。

活断層の平均的なズレ量を推定することは可能であろ
うが，「実際にどのくらいズレるか」と問われれば，メー
トルオーダーの最大値を提示するしかない。そのような
大きな数値となる確率は低いし，そもそも発生確率も低
いという反論が予想される。しかし，原子力のような重
要施設の安全性を，発生確率で議論すべきではない。そ

れは，3・11 で学んだはずである。2011 年 3 月 11 日に
発生したのは，30 年発生確率 99% と予想されていた宮
城県沖地震ではなく，1,000 年に 1 回の超巨大地震で
あったのである。

現在，メートルオーダーの土地のズレを完全に吸収
し，絶対に被害が出ないような工法は開発されていな
い。研究の進展には非常に期待しているが，対応できる
かどうかが未確定の段階で，現状の施設を用いた「壮大
な実験」を行うことは絶対に許されない。
「新幹線や高速道路はどうするのか」という意見もあ

る。もちろん，それらについても「ズレ」による被害が出
るであろうが，それらを原子力と同列視することは正し
くはない。また，「活断層ばかりに注目しても，隕石が
落ちることもある」という主張も耳にするが，「隕石が落
ちることもあるから活断層を考慮しなくてもよい」とい
う理屈は成り立たない。大きな被害をもたらす可能性の
あるものが，目の前にあるのである。ズレない健全な土
地を理学的に選定し，そこに工学的に安全な建物を造る
べきである。

Ⅲ．浦底断層の審査

2013 年 5 月，規制委員会は，敦賀原子力発電所 2 号
機原子炉建屋直下に「耐震設計上考慮する断層」が存在す
る可能性があると断定した。著者の脳裏には，5 年前，
敦賀原子力発電所敷地内で浦底断層を観察したときの光
景がよぎった。そのときの大きな驚きが蘇った。浦底断
層は，兵庫県南部地震より大きな地震を起こしうる第 1
級の活断層である。その活断層が地層を激しく切断・変
形している現場が，現役の原子炉のわずか 250m 隣に
あったのである。
「どうしてこのような活動的な浦底断層を見逃してき

たのか」という問いに対して，事業者も旧審査委員会も
「調査も審査も適正だった」と繰り返した。見落としてい
たわけではなく，指針が改まり，活断層の基準が，5 万
年前以降から 12 ～ 13 万年前以降に変わったので，活断
層であると認識されることになったという説明であっ
た。しかし，約 4,000 年前以降にも活動している活断層
を認めなかったという事実は，指針の変更とは全く無関
係のことである。この件に関する真摯な反省は，一言も
聞くことはできなかった。

2008 年，浦底断層の活動性は正しく評価された。し
かし，事業者は，原子炉建屋などの下に密集している小
規模断層（破砕帯）が浦底断層と連動して動くことは頑な
に否定してきた。たとえば，2 号機原子炉建屋直下には
古い時代に形成された D-1 破砕帯があるだけであると
断定し，それらが浦底断層の活動と連動して動かないこ
とはモデル計算によって確認したと主張してきた。しか
し，第 1 級の活断層を「見逃した」事業者の説明には説得
力はなかった。
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今回の調査では，事業者が D-1 破砕帯の連続とする
G 断層の近傍で，今まで知られていなかった「耐震設計
上考慮する断層」（K 断層）が確認された。G 断層と K 断
層の走向・傾斜は大きくは違わない。G 断層（D-1 破砕
帯）の近傍で，G 断層と似た構造をもつ断層が最近活動
していることが，「新たに」確認された事実は極めて重大
である。D-1 破砕帯は浦底断層の活動と連動した痕跡は
ないし，そのような構造が動くことは計算上も起こりえ
ないとした楽観論は論拠を失った。敦賀原子力発電所 2
号機原子炉建屋直下に「耐震設計上考慮する断層」はな
い，という主張は破綻したのである。
「突然，活断層の危険性が取り上げられ，その存在可

能性を中心に安全性を議論することは科学的ではない」
という批判もあるという。しかし，すでに述べたよう
に，活断層の問題は旧審査委員会時代からの宿題であ
り，過去のずさんな審査への反省に基づいて検討されて
いるものである。規制委員会が唐突に取り上げたわけで
はない。また，単なる思いつきではなく，相当の根拠を
基に可能性を指摘しているのである。既存の審査のルー
ル（2006 年・新指針，2010 年・安全審査の手引き）には

「グレーはクロである」という精神が貫かれている。ルー
ルを正しく理解すれば，今回の規制委員会の判断が正し
いことは明白である。

本原子力発電所敷地内の断層評価に関して，「破砕帯
の調査を変動地形研究者が担当するのはミスマッチであ
る」との主張がある3）。確かに，破砕帯の構造は断層岩・
断層物質分析や構造地質学が専門とする分野であり，変
動地形研究者にとっては専門外の分野である。破砕帯の
分析を変動地形研究者が行うとすれば，それは問題があ
る。この点についてはご指摘の通りであり，今後よく考
えておかなければならない問題である。

しかし，敦賀の審査で問題となったのは，K 断層の位
置・形状と活動年代である。活動年代は，いわゆる上載
層の年代観をもとに検討されており，それらは地形学

（第四紀地質学）の専門分野である。筆者は，今回の審査
において大きなミスマッチはないように思われる。

敦賀原子力発電所敷地内の活断層評価に関する報道な
どをみていて，気になったことがある。原子炉建屋など
の重要施設直下の地盤がズレるかどうかは，重大な問題
であることに疑いはない。しかし，問題の本質は，浦底
断層のような第 1 級の活断層の近傍に原子力発電所を建
設していることにある。そのような場所であるから，重
要施設直下の地盤の安定性が問題となるのである。

現在，敷地内破砕帯（断層）問題への関心だけが異常に
高まり，本質的な問題が軽視されている気がしている。
まず，大きな活断層が周辺に存在しているかどうかを正
確に把握する必要がある。それによって，想定すべき地
震動が決まってくる。また，その活断層の活動によって
敷地がどのような動きをするのか，傾くことはないの

か，敷地内断層はないのかなど，原子力の安全性を脅か
すさまざまな問題を見逃さずに審査を行う必要がある。

Ⅳ．下北半島と海底活断層

改めて申し上げるまでもなく，規制委員会は現有の施
設を再稼働させるための組織である。決して，脱原子力
のための組織ではない。したがって，安全であると確認
されれば再稼働を容認するであろうし，場合によっては，
危険性を見逃すことすらありうると考えている。そのよ
うな規制委員会の田中委員長は，下北半島の原子力施設
の安全性についても再検討することを明言している。

下北半島には，わが国の原子力政策の根幹をなす，核
燃料サイクルシステムに関わる重要な原子力施設が複数
存在し，また建設されようとしている。繰り返しになる
が，筆者はこれらの施設の建設・稼働に必ずしも反対で
はない。安全であれば容認したいところである。しか
し，この地域には非常に大きな活断層の見逃し問題があ
ると考えており，このままの状態での稼働には反対して
いる。規制委員会が下北半島の活断層を扱うならば，
近々，規制委員会の存在意義が問われることになるかも
しれない。
第 1図には，下北半島の海成段丘面の分布，原子力

関連施設の位置，および活断層（海底も含む）の位置・形
状を示す。海成段丘面とは，過去の浅海底が陸化した平
坦面であり，その陸側の分布限界が当時の海岸線であ
る。下北半島には数 10 万年前以降の複数の海成段丘面
が認められているが，第 1 図には 12 ～ 13 万年前の海成
段丘面の分布を示している。12 ～ 13 万年前当時，海面
高度は現在よりやや高い程度であると復元されているの
で，この海成段丘面が海底であった当時の海岸線の，現
在の高度がわかれば，隆起量や隆起速度がわかる。第 1
図に示したように，下北半島東部（六ヶ所村～尻屋崎周
辺）では，当時の海岸線は，現在は標高 30m 以上の位置
にあり，最近の 12 ～ 13 万年間に 30m 程度は隆起して
いることがわかる。

このような隆起運動を説明する上で，下北半島東部と
並走する海底活断層（大陸棚外縁断層）が無関係であると
は考えにくい。池田（2012）4）は，下北半島の東方海域で
実施された多数の音波探査結果をもとに，大陸棚外縁断
層は確実に活断層であると認定している。また，渡辺ほ
か（2008，2009）5, 6）は，大陸棚外縁断層が南部で枝分か
れして陸上に連続する活断層を六ヶ所断層と呼び，六ヶ
所断層が上述の海成段丘面を変形させていると報告し
た。六ヶ所核燃料サイクル施設の一部は，六ヶ所断層に
よる変形帯の中にある。

事業者と旧審査委員会は，上記の見解を完全に否定し
ているが，著者らには納得のゆく説明は全くなされてい
ない。「危険性は認識できたが，それでは施設の稼働が
できなくなるから，疑わしきは止めずで審査した」とい
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うインタビュー記事 7）をみて驚きを隠しえない。既存の
ルールでは「グレーはクロ」とされていたにもかかわら
ず，実際の審査の場では「グレーはシロ」とされていたの
である。安全審査に大きな問題があったと考えざるをえ
ない。

大陸棚外縁断層は長さ 100km を超える長大な活断層
であり，想定される地震規模は M8 を超える。六ヶ所核
燃サイクル施設や東通原子力発電所で想定されている地
震規模は 6.8 程度であるので，この活断層が見逃された
ことによって，地震規模で 100 倍程度の値切り（無視）が
行われていることなろう。上述したように，六ヶ所核燃
サイクル施設では，ズレによる被害も予想できる。

六ヶ所核燃料サイクル施設には，大量の高レベル廃棄
物が貯蔵されている。これら施設の安全性に関して，再
度，慎重な審査が行われることを強く望んでいる。

下北半島北西端部・大間周辺においては，以下のよう
な事実から具体的な地殻変動像が示されている（渡辺ほ
か，2012）8）。大間付近では，12 ～ 13 万年前の海岸線
の，現在の高度は 60m である。その約 10km 南方では，
同じ海岸線の高度は 20m 以下まで低下している。これ
らの事実は，本地域が確実に隆起していること，日本で
も最大級の傾動運動が継続していることを示している。

最近約 80 年間の水準測量結果を分析したところ，この
ような地殻変動と関係するような定常的（慢性的）な変化
は全く認められない。海岸部には地震のときに間欠的に
隆起したことを示す地形（離水ベンチ）も確認されている
ことから，大間北方の海底活断層の活動によって，南に
傾くように，間欠的に隆起してきたと考えられる。

2010 年に制定された安全審査の手引きが適用される
最初の事案であったため，大間原子力発電所の安全審査
の件には非常に注目していた。ところが，審査の場では
上記の事実関係は指摘もされておらず，われわれを大変
驚かせた。われわれが事実関係を明らかにした後，事業
者および旧審査委員会は，急きょ，追加調査を実施し
た。その結果，事実関係はほぼすべて追認せざるを得な
かった。しかし，事業者も旧審査委員会も，全く説明も
ないままに，海底活断層の存在は否定したままである。

大間原子力発電所は，MOX 燃料を使用する原子力発
電所である。その重要性はよく理解できるが，上記の海
底活断層は全く考慮されておらず，安全性に関しては大
変大きな問題を抱えているといわざるをえない。安全が
確保されているとはいい難い状況であり，早急に耐震性
の再検討が必要である。

第 1図　下北半島の変動地形と原子力施設
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Ⅴ．最後に

筆者は，これまでの原子力施設における活断層評価に
関する問題点を指摘し，批判を加えてきた。規制委員会
には，その意味で厳しい審査を行うように期待している。
敷地内の活断層だけで原子力発電所を評価すべきではな
いという批判もあるが，この意見には大変大きな問題が
ある。重要施設直下に活断層や地すべりがあることは，
安全性にとっては致命的な問題である。「この車はブ
レーキが壊れていますけれど，ハンドルは効きますので
大丈夫」などといって車を売る人間はいないはずである。

ただし，活断層に関するこれからの安全審査を，敷地
内活断層だけに焦点をあててしまっては，問題の矮小化
につながりかねない。最も本質的な問題は，どうしてそ
のような活断層が存在しているのかということである。
今後のバックフィットにおいては，周辺の活断層の性状
や敷地に起こりうる現象も，詳しく検討してほしい。

このような期待を抱く一方で，どこまで本気で審査を
継続するのかについての疑問も抱いている。何といって
も，規制委員会は再稼働のための組織である。再稼働を
目的としたずさんな審査も起こりうる。

規制委員会が立ち上がり，活断層調査・審査のための
外部有識者を選定するとき，それまでに審査やバック
チェックに関わった研究者はすべて排除された。このよ
うなやり方は，少々やりすぎだとも感じた。しかし，利
益相反を厳しく適用した結果であり，一線を引くために
は，ある程度やむをえないことと理解も示してきた。

しかし，最大の利益相反は原子力規制庁に存在してい

ることを忘れてはいない。過去の審査に係わった事務局
が横滑りといっていい状態で新組織に入ったと理解して
いる。この意味でも，どこまで本気で安全を追及できる
のか，しばらくは見守るつもりである。「規制委員会は
張り子の虎」と揶揄されないことを祈っている。
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Ⅰ．はじめに

東京電力福島第一原子力発電所事故（福島原発事故）
後，原子力利用をめぐる社会的議論が積み重ねられてき
ている。原子力発電の今後，除染・廃炉の道筋，既存施
設の安全性確保・向上と規制改革といった，事故が直接
喚起した議論がその中心にあることは言うまでもない。

これに加えて，事故後の原子力利用に対する社会的関
心の高まりなどから，高レベル放射性廃棄物処分につい
ての議論が再び活発化しているほか，本学会において
も，学会の社会的役割や責任についての議論が喚起さ
れ，先般，定款の改正も行われたところである。

このような，次元や性質の異なるさまざまな議論を列
挙したのは単なる思いつきではない。これらの論点は，

「価値選択」に関わる問題を含んでおり，いわゆる技術
的・専門的議論のみによって決着し得ないという点にお
いて，一定の共通性を持っているからだ。

本稿では，これらの 3 つのテーマ，すなわち，「原子力
安全」「高レベル放射性廃棄物処分」そして「原子力学会の
役割」を題材に，科学技術に関する議論であっても，古
典的な意味での「科学的」という表現には回収され得な
い，「価値選択」を迫る議論が深く関わっていることを検
討したい。

Ⅱ．「価値選択」と科学技術

科学技術に関する判断，意思決定については，科学知
が一意に最適解をもたらすとの考え方が現在もなお，一
般的である。原子力専門家，他分野の専門家，政治家や
行政官，そして一般市民と，おそらく社会のあらゆる方
面において，こうした考え方は根強いようである。

しかし，現代の科学技術と社会の関係を考える際に
は，この前提を当然視することはできない，というの
が，筆者が専門とする科学技術社会論の分野の基本的な
見解である。

筆者が原子力関係者にこの話をする際に毎度と言って
いいほど紹介するのが，米オークリッジ国立研究所の所
長を長く務めた A. Weinberg の論文，“Science and 
Trans-Science”である 1）。この論文は科学技術社会論の
分野では記念碑的な扱いをされてしばしば引用される。
曰く，現代の科学技術においては，「科学」と「価値」（「政
治」）が不可分になっている，「科学的」判断のみでは事柄
は決着しない，したがって，社会との対話，市民の参加
といった要素を科学技術に関する社会的意思決定にもっ
と取り入れることが必要だ，というようなストーリー
が，「トランス・サイエンス」が引き合いに出される際の
定番であろう 2）。

なお，「トランス・サイエンス」の考え方を紹介する際
には毎度のことながら，大急ぎで付け加えたいことがあ
る。この考え方は，科学知の重要度や信頼性が下がって
いるとの主張，あるいは，確たる科学的真理など存在し
ないといった類いの反科学的な含意を持つものでは決し
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てないという点である。ワインバーグの指摘の核心は，
「科学のみでは決めきれない」ことにあるのであって，
「科学には決められない」「科学には分からない」といった
安易な不可知論ではない。

このことを確認した上で，本稿で論じたいのは以下の
ような問題である。「科学のみでは決めきれない」問いと
は具体的にはどのような場面において見られる問いであ
り，それと「価値選択」がなぜ不可分であるか。そして，
技術専門家がなぜこのことを意識しなければならない
か。これらこそが本稿の中心的課題である。

Ⅲ．なぜいま，「価値選択」なのか

とはいえ，本学会においても，こうした議論そのもの
はもはや，まったく目新しいものでもないだろう。では
なぜ，そうした定番の話を今さら引き合いに出したのか。

そこにはやはり，福島原発事故とその後の社会的論議
の展開が深く関わってくる。

先述のように，人文社会科学の側からは，「科学」と
「価値」（「政治」）が不可分である，したがってもっと後者
の話をしなければならない，というメッセージが科学
者・技術者に対してよく出される。しかし，この命題の
含意はそれだけではない。両者が不可分であって，それ
が今に始まったことではないのであれば，過去におい
て，「科学的」あるいは「専門的」に判断されたこともすべ
からく，「価値」（「政治」）についての判断を含み込んでい
たと解することができるからだ。

具体的には，原子力分野での設計，運用，保守，規制
などに関するさまざまな専門的判断（エキスパート・
ジャッジメント）もすべからく，ある特定の価値判断を
はらんだものだったとも言えることになる。

もちろん，「だからダメだ」というわけではない。エキ
スパート・ジャッジメントの結果が公益を最大化し，特
段の不都合を生じない限りにおいては，この「価値判断
を内包した専門的判断」は効率的である。社会全体が，
同様の判断を熟議を経て行うには時間と手間がかかる。
しかも，議論がまとまらなかったり，いわゆる衆愚的な
過ちを犯したりする可能性も否定できない。専門家が専
門知を基盤としつつ，普遍性を備えた価値判断を常に
行ってくれるのであれば，社会はこれを信頼し，自ずと
多くを委任するであろう。

福島原発事故が発生する瞬間までの，日本における原
子力技術と専門家，そして社会の関係の基本的な見取り
図は，このように理解しても差し支えなかったかもしれ
ない。

しかし，である。福島原発事故は，このエキスパー
ト・ジャッジメントへの委任の正当性を一挙に失わせ
た。事故の帰結そのものはもちろん，専門家がその
ジャッジメントの経緯や根拠を満足に説明できなかった

（これが「説明責任が果たされない状態」である）ことも大

きい。さらに，原子力専門家以外の人びとも，これまで
当然視してきた，価値選択に先立つさまざまな前提を大
きく揺さぶられ，あるいは完全に塗り替えられた（例：
M9 の地震が現実に発生することやそれによる津波が想
像を絶する規模であったこと，等）。これまでに積み重
ねられたエキスパート・ジャッジメントは，これまでは
是認されていた，判断の根拠，前提を突如として失った
のである。

つまり，これまで大きな疑問を呈されたことがなく，
議論の対象となってこなかった事柄までもが，「なぜ，
そうあるべきなのか（または，そうあってはいけないの
か）」という根本的な問い直しの対象となってしまった。
地震の想定，津波の想定，プラントの設計，これらに関
わるさまざまな基準や計画……。「この状態でよいのだ」
という妥当性の認定を支えてきた，およそあらゆる前提
が問い直されることになったのである。

ここに，再度の「価値選択」の必要性・重要性の契機が
生じる。すなわち，なぜこの想定はこれでいいのか，な
ぜこの部分の設計は A 型式ではなく B 型式なのか，な
ぜこの機器は 3 台ではなく 2 台で良いのか，等，どれも
科学知が基盤となる専門的な判断ではあるけれども，そ
うした線引きや選択を実際に行う際には，コストベネ
フィット比較に代表される，「価値選択」を伴うからだ。
あらゆる場面で，論理の再構築とその内容の説明，そし
てそれに対する社会の信認を得ることが求められること
になる。
1．原子力安全

（１）新たな原子力安全規制が直面するアポリア
このような問題として真っ先に挙げられるのが，原子

力安全であろう。
例えば，既存の原子力発電所の安全規制にあたって，

いわゆる「新基準」に基づく審査が着手されたが，結局，
古典的な問題である「How safe is safe enough?」（どれだ
け安全性を高めれば十分なのか）という問いへの回答は
未だ明確ではない。

もちろん，読者の中には，「いや，規制委員会はつい
に安全目標を定めた。これがその問いに対する答えだ」
と指摘される方もあろう。筆者も，安全目標を定めるこ
との有用性や重要性は否定しない。

問題なのは，「それが誰の回答か」という点である。規
制委員会による安全目標の策定は，なぜか唐突であっ
た。こうした重要事項を決定する際に頻用される，有識
者を集めた議論の場も設けられた形跡もない。それどこ
ろか，安全目標が正式に策定されたのかどうかすら実は
明確ではなく，審議の過程では規制委員間の意見の隔た
りが埋まらなかったとする新聞記事さえ目にした始末で
ある 3）。

これでは，社会全体が熟考の上で実質的な回答を出し
た，それが今回の安全目標だ，とは到底，言いがたい。
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この状況では，いかに従前に「比べて」より厳格な基準
を設定し，それを厳正に適用したとしても，「なぜそこ
まででいいのか，もっとやらなくてよいのか」という声
が止むことはないだろう。規制者や事業者は先の見えな
い安全性向上に取り組まざるを得ず，しかも社会からの
信頼や納得がそれに伴わない。こうしたアポリア（解決
のつかない難問）が生じているように思われる。
（２）不可避となる価値選択の議論と「政治」の役割

このアポリアを解くためには，原子力安全についての
価値選択の議論を行うしかない。つまり，「How safe is 
safe enough?」という問いにそもそもどのように答える
かを決め，その上で，具体的にどのような回答を出すの
かを社会全体で議論する。そして，結論が得られれば，
それを今後の原子力安全を考える際のレファレンスとし
ていく。このようなプロセスを踏むしかないのである。

言うまでもなく，この作業は難儀だ。容易に着手でき
るはずもないし，容易にまとまるはずもない。

しかし，このような議論の場がどういう性質のもの
で，誰がそのイニシアティブを取るべきか，これについ
てはある程度はっきりしている。価値に関する議論を行
い，結論を出す営みは，そもそもの意味における「政治」
であるということだ。

これまた大急ぎで付け加えなければならないが，ここ
でいう「政治」の含意は，現在の日本に存在する特定の政
党や政治家，省庁等を実体的に指し示すものではなく，
概念としての「政治」である。

今日の日本社会においては，残念ながら，現実の政治
がこうした本来的な意味の「政治」とやや乖離している印
象が強い。したがって，読者の中には，「それは無理だ」
とか，「政治に任せるのは適当でない」といった悲観的・
批判的な感想を持たれる向きも少なくなかろう。

しかし，そうした現状ベースでの悲観論に棹さしてい
ては，アポリアは解消しない。例えば，いわゆる「原発
再稼働」問題は，安全基準の問題のいわば応用編であり，
安全についての価値選択の具体的な事例であるわけだ
が，これについて政府首脳は，「規制委員会の判断を尊
重」といった表現で，実質的な判断を規制委員会に丸投
げしている。

紙幅の制約上，詳しい検討は別稿に譲りたいが，規制
委員会による安全審査は「リスク評価」に該当し，これと

「リスク管理」，すなわちリスクについての総合的な判断
は異なる（必ずしも直結はしない）とするのが一般的な理
解である。繰り返し述べているように，「How safe is 
safe enough?」への回答を用意しない限り，あるリスク
評価結果が「安全」を意味するのか，「不安全」を意味する
のかを判定できないからだ。

どのような手続きで，どのような方法を用い，どのよ
うな基準に照らして安全／不安全を判断するのかを決定
するのは，すぐれて「政治」の役割である。

この「政治」のプロセスを経ない限りは，いかに科学
的・専門的な安全論議を深めても，水掛け論にしかなら
ない。ましてや，原子力安全に対する社会の厳しい見方
に鑑みれば，その論議の中で「（安全規制は）十分である」

「不安全ではない」と結論づける主張を行うことで，社会
の信頼を獲得することは難しい（例：原子力発電所にお
ける原子炉直下あるいは敷地内における活断層の存否判
定の問題）。

原子力専門家に期待されるのは，こうした問題につい
て技術的な論議の迷路に深入りしていくことではない。

「政治」が本来の役割を果たすことを促すためにも，社会
が「価値選択」を行う材料となるような，安全性について
の評価結果や安全性向上のための技術的対処の選択肢等
を示す役割が期待されよう。
2．高レベル放射性廃棄物処分

（１）必要性と安全性のはざま
東日本大震災・福島原発事故を経て社会の関心が高

まったのは発電所等の既存の原子力施設の安全の問題だ
けではない。高レベル放射性廃棄物処分（HLW 処分）も
また，日本学術会議から従来の取り組みの抜本的な見直
しを求める「回答」が示されるなど，社会的論議が高まり
を見せている事柄だ 4）。

原子力発電環境整備機構（NUMO）の調査によれば，
HLW 処分についての認知度は震災・原発事故前後で大
きな変化は見られないが，HLW 処分についての関心と
必要性の認識にははっきりした上昇傾向が伺える 5）。

しかし，これは必ずしも好意的な見方の増加ではない
と思われる。福島原発事故の発生により，報道等におけ
る「放射性廃棄物」についての情報量が増大したことを考
えると（もちろん，この場合の「放射性廃棄物」は除染等，
福島原発事故対応から発生するものが中心である），否
定的な意味（例：安全性への懸念）を多分に含むと考える
のが穏当な受け止め方であろう。

実際に，NUMO の同じ調査によれば，HLW 処分の
安全性への人びとの見方は，事故後初めて行われた
2012 年 2 月の調査では前年に比べて大きく低下し，
2013 年 2 月の最新の調査でも 2011 年 2 月時点の水準に
は回復していない。また，HLW 処分事業を進めること
に対する賛成の意見の割合もこれに近い傾向だ。必要性
の認識が高まっているのに，安全性や事業推進への支持
は高まっていないのである。

周知の通り，2000 年の「特定放射性廃棄物の最終処分
に関する法律」（最終処分法）の成立と NUMO の設立，
処分場候補地の公募の開始以降，HLW 処分事業は目
立った前進を見ていない。

この状況を安全性に関する人びとの理解不足に起因す
るものと捉えてその解消に努めてきた取り組みは枚挙に
いとまがなかろう。
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（2）「社会的事業」としてのHLW処分と「価値選択」
もちろん，HLW 処分に関する安全性への社会的関心

は極めて高いことは間違いなかろう。
ただし，HLW 処分の「安全性」を口にする際に人びと

が実際に気にしているのは，客観的な安全性の評価結果
そのものばかりではないと思われるのだ。

HLW の処分は，従来，人類が取り組んできた多くの
事業よりも有意に長い時間軸が想定されることから，将
来の不確実性への対処が大きな問題となる。地層処分の
概念はこれに対応するために考案され，発展してきたも
のでもあるが，その基本的なアイデアは，一般の人びと
が慣れ親しんだ考え方とはかなり異なる。

すなわち，一般的には，不確実性が高ければ，人間側
がさまざまな想定とそれに対する対処を事前に準備した
上で，実際には常に状況をモニターしながら適切な対応
を行うことでリスクを管理するというモデルが想定され
がちであろう。ところが，地層処分は，地下深部の自然
環境固有の閉じ込め特性を積極的に利用して，人間の能
動的な管理によらずに必要とされるレベルのリスク管理
を達成しようとする考え方であり，これは非専門家に
とってはその妥当性を直感的には理解しがたいものだ。

もちろん，地層処分の専門家がこのような考え方を最
善としてきたことには，理由がある。例えば，地層処分
が想定する時間軸の長さに対して，過去の歴史を振り
返った際の社会の変化はあまりにもその振れ幅が大き
い。したがって，現代の我々が期待する水準の管理を将
来の社会が継続できる，あるいは，継続してくれる保証
はどこにもない，といったように。

しかし，考えてみれば，こうした判断もまた，「価値
選択」である。またも急いで付け加えるが，「価値選択
だ，だから間違っている」わけではもちろんない。そう
ではなく，地層処分が選択され，その概念が彫琢されて
きた経緯においては，狭い意味での技術の発展のみなら
ず，社会的な取り組みとしての妥当性について，政治・
経済・法・倫理などさまざまな面からの検討と決定が重
ねられてきているということ，そして，それを踏まえ
て，「どちらが望ましいか」という「価値選択」が繰り返さ
れてきたことそのものに注意を喚起したい。

換言すれば，地層処分とは，狭い意味での「技術」の枠
を遥かに超えた，「社会的事業」の構想であり，その具体
的な計画の提案なのである。仮に他の技術を用いた，あ
るいは組み合わせた HLW 処分の方策を検討し，採用し
たとしても，この点は何ら変わりないであろう。

そして地層処分の専門家は実際にこうした感覚を共有
しており，「価値選択」の議論を誠実に，真摯に積み重ね
てきたはずだ。米科学アカデミーや OECD/NEA 等に
おける，各国の専門家からのインプットを経た過去の報
告書類に目を通すと，そのような議論の道筋と知の蓄積
がよく伺える 6, 7）。

（3）社会的経験としての「価値選択」の議論
ではなぜ，永年の「知恵」の集積である地層処分につい

て，社会的な納得・支持が十分に得られないのか。直裁
に言えば，「価値選択」の議論が社会的に共有されたかた
ちで経験されてこなかったことが大きな問題だ。

上記の真摯な議論の経緯において欠けている要素があ
るとすれば，それは「価値選択」が限られた範囲のアク
ター，つまり専門家ばかりによって議論され，決定され
てきたことが真っ先に挙げられる。

もちろん，専門家が他のアクターを積極的に排除して
きたわけではなかろう。しかし，他のアクターの参加を
得て，対話を重ねる努力が十分であったかという観点で
見れば，見直すべき余地はあるのではないか。

例えば，最終処分法成立に先立って，1990 年代後半
には原子力委員会に高レベル放射性廃棄物処分懇談会が
設置され，立場や分野の異なる専門家による議論を経て
報告書が取りまとめられたが，その後の「法案審議は
……法案の提出から成立までほぼ 2 ヶ月半というきわめ
て短い期間であった。実質的な審議は，本会議では両院
ともに質疑はわずか 1 日で，委員会審議でも議論が行わ
れた日程は両院あわせて 9 日間にすぎず」，「衆参両院と
も圧倒的な賛成多数で」可決・成立したことが知られて
いる 8）。

もちろん，内容が妥当であったから異論も疑義もな
かったのだ，という説明も可能であろうが，HLW 処分
が社会にとって重大な「価値選択」であることに鑑みれ
ば，国会での審議がこうした水準にとどまったことは好
ましくはない。こうした拙速な意思決定の経緯では，
HLW 処分について熟考の末に納得のいく「価値選択」を
行ったとの社会的経験が共有されづらく，せっかく法制
度上は「決まった」処分事業であっても，政治的・社会的
正当性の基盤を持ちづらいからである。

そして，2013 年現在の現状では，必ずしもこうした
「価値選択」の議論の重要性に立ち戻ることなく，地層処
分について考える上で想定されるさまざまな個別具体の
リスク（例：地震活動が地層処分場の安全性に与える影
響）に対する評価や対応について，意見の異なる主体が
見解を戦わせているようにも見受けられる。

しかし，前節で検討した原子力発電所の安全規制論議
のように，リスク評価の結果を開陳し合っても，リスク
管理の指標となるべき「価値選択」の議論が先行しなけれ
ば，結局は安全性論議のアポリアにはまり込んでしまう
可能性が高い。

これを回避するためには，特に地層処分の専門家が，
「なぜ，地層処分なのか」「なぜ，今取り組むべきなのか」
「なぜ，そのようなやり方で安全性について論証できる
と考えるのか」等，専門家コミュニティがこれまで行っ
てきたさまざまな「価値選択」を伴う問いについて，改め
て考えの筋道とその答えを示しながら，しかも複数の選
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択肢を提示することで，社会全体が「価値選択」を改めて
経験し，自らの回答を出すのを促すことが求められよ
う。専門家が判断した結果を伝達するコミュニケーショ
ンではなく，共考と協働を促すイニシアティブを取るこ
とが求められる。

なお，筆者も委員として参加している，本学会の「放
射性廃棄物の地層処分の学際的評価」調査専門委員会で
は，まさにこうした共考と協働によって取り組むべき論
点を整理しており，今秋にも最終報告書を取りまとめる
見通しである。
3．原子力学会の役割
最後に，日本原子力学会の役割についても，「価値選

択」の議論が求められていることを手短に指摘したい。
この問題については，福島原発事故後，学会内でさま

ざまな議論が行われ，先般，定款の改正も行われたとこ
ろであるし，「東京電力福島第一原子力発電所事故に関
する調査委員会」からも，「日本原子力学会の今後の在り
方の改善策について」が示され，本稿執筆時点ではこの
文書への意見公募が行われているところだ。

ここで注意が必要なのは，「学会とは何か」，つまり
「学会」の基本的価値はどこにあるのかという問いに対す
る答えが，会員の間で大きく異なっている可能性だ。

日本の場合，海外で技術者団体が成立し始めたちょう
どその時期に，明治維新後の殖産興業・富国強兵の流れ
の中で工学を受容し，当初から技術者団体が「学会」とさ
れてきたという経緯がある 9）。

海外での技術者団体は，職能団体としての性質をその
成り立ち（技術者の地位向上運動）からして色濃く備えて
おり，社会貢献と職業倫理により技術者の尊厳を護り，
技術者に対する社会的名声を高めることが謳われ，学会
名称も，技術「者」の会であることを明示していることが
多 い（ 例：American Society of Mechanical Engineers

（ASME））。本学会においてもこうした文脈から学会活
動の方向性や会員の関与のあり方等を考える見方があろ
うかと思われる。

他方で，日本の技術系各学会は，設立当初から「学会」
として学術団体としての性質を強く意識して発展してき
たと言える。これを主に念頭に置く向きからすれば，学
会活動は「学問の自由」や「研究者の自律」を旨とすべきで
あり，学会が会員を統率したり「学会として」社会的発言
や活動を行ったりすることには違和感を覚える意見も出
てきそうだ。

ここでも，「学会とは何か」という根本的な問いについ
ての立場や見解の複数性を意識し，改めて「価値選択」の
議論を行うことが求められる。そのことなくしては，例
えば職能団体モデルに立つ会員からの提案が学術団体モ
デルを採る会員から論難される，あるいはその逆，と

いった不毛な応酬，はたまた，相互の提案の意図や意義
が理解できないために発生するすれ違い等に終始し，

「学会の今後の在り方」についての議論が深まらない危惧
がある。「価値選択」の議論への積極的な参加は専門家と
社会の関わりの場面においてのみならず，専門家相互の
議論においても不可欠な要素なのである。

Ⅳ．おわりに

以上見たように，福島原発事故は，それまで社会全体
や原子力専門家が当然視してきたさまざまな前提を大き
く揺さぶった。あらゆる事柄が，「なぜ，そうあるべき
なのか」という根本的な問い直しの対象となっている。

原子力専門家は今こそ，従来の前提をいったんカッコ
に入れて，自らの価値に関する選択とそれを支える論理
について改めて説明責任を果たしつつ，社会的な議論と
意思決定に参加することが求められる。「価値選択」の議
論に積極的かつ誠実に関与し，真摯に応答することは，
原子力専門家が社会の信頼を取り戻していくためにも不
可欠なプロセスなのである。
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Ⅰ．はじめに

第 4 世代原子炉に係る国際フォーラム（GIF）では，
2030 ～ 2040 年代の実用化を念頭に，安全性・信頼性・
経済性等に優れた次世代原子炉システムとして有望な 6
つの概念の開発協力を進めている。特に，ナトリウム冷
却高速炉（SFR）は，原子力開発・利用先進国で開発およ
び運転経験が豊富であり，固有の安全性と高速炉として
の特徴（資源有効利用と廃棄物低減）を両立している。ま
た，各種の革新的概念に対する研究開発が着実に進展し
ており，各国において商業利用に向けた開発段階へ進展
している状況にある。フランスでは，ASTRID（プロト
タイプ炉）が設計段階にある。ロシアでは，BN600 が運
転中であり，BN800（実証炉）が建設中である。中国で
は，CEFR（実験炉）が 2011 年に初送電を達成し，実証
炉の概念設計を進めている。インドでは，FBTR（実験
炉）が運転中で，PFBR（原型炉）が 2014 年 9 月に臨界予
定であり，今後 10 年程度で実用化を計画している。こ
れら SFR 開発国では，将来の国際展開を狙った開発が
進められている。

一方，第 4 世代高速炉に対する安全設計要求は各国で
ばらつきがあるため，次世代炉として高い水準の安全性
を担保できる安全設計要求を明確にし，高速炉開発に取

り組む各国へ採用を促すために，共通の安全設計要求の
整備が GIF としての重要な検討課題であった。そこで，
2010 年に，GIF 議長により，国際的な協調による SFR
の安全設計クライテリア（SDC）を構築することが表明
された。GIF では，SFR 開発国として日・米・仏・露・
中・韓・EU が参加しており，各国からのメンバーに加
えて IAEA の参加も得て SDC タスクフォースが組織さ
れた。同タスクフォースでは，2011 年 7 月の活動開始
から 2013 年 5 月の SDC レポートの GIF での承認まで
の 2 年間で SDC 策定の取り組みが行われてきた。これ
らの活動において，日本は GIF の議長国，SDC タスク
フォースの議長国として国際的にも存在感とリーダー
シップを発揮した 1）。

国内では，本学会において，「第 4 世代ナトリウム冷
却高速炉の安全設計クライテリア」特別専門委員会（2011
～ 2012 年度）を組織し，SDC 素案に対する検討を行っ
た。原子力の安全性に関連した幅広い専門家で構成され
る本委員会は，福島第一原子力発電所事故を受けて世界
的に原子力発電所の安全性向上に関する議論が高まって
いることを踏まえ，同事故の教訓を分析し第 4 世代炉に
も適切に反映させるとともに，GIF の場で構築される
SFR の SDC は次世代炉としての高い安全水準を求める
べきであるという認識をもって検討に取り組んだ。

本委員会では，国際的な SDC の構築に向けて，SFR
の技術開発の動向，国際的な安全基準および国内外の規
制の動向を最初に調査した。これらの調査結果と共に，
GIF における安全上位基準，高速炉の特徴，各国の安全

解説

第 4世代ナトリウム冷却高速炉の
安全設計クライテリアの構築

「第4世代ナトリウム冷却高速炉の
安全設計クライテリア」特別専門委員会

第 4 世代ナトリウム冷却高速炉に対する安全設計要求の国際的な調和を図るため，第 4 世代
原子炉に係る国際フォーラム（GIF）では，安全設計クライテリア（SDC）を構築することとし
た。そこで，日本原子力学会では特別専門委員会を組織し，SDC 素案に対する検討を重ね，
第 4 世代炉の安全確保に関する重要な論点を抽出するとともに，その考え方を分析・整理し
た。同委員会での検討結果は，GIF に設置された SDC タスクフォースへの我が国からの提案
に反映され，その後の多国間での議論を経てまとめられた。本稿では，SDC 構築のアプロー
チ，SDC の概要および主要な論点についての考え方を解説する。

Development of Safety Design Criteria in Generation-IV 
Sodium-cooled  Fast Reactors：Special Committee on Safety 
Design Criteria for Generation-IV Sodium-cooled Fast Reactor.

（2013 年　7 月 10 日　受理）
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要件，ならびに福島第一原子力発電所事故の教訓の反映
を踏まえて，SDC 素案に対する検討を重ね，第 4 世代
炉の安全確保に関する重要な論点を抽出するとともに，
その考え方を分析・整理した 2, 3）。

Ⅱ．安全設計クライテリア構築のアプローチ

1．SDCの位置付け
GIF では，安全階層の最上位に位置するものとして，

以下の安全目標 4）が策定されている。
SR-1：「運転時の安全性と信頼性が優れること」
SR-2：「 炉心損傷の頻度が極めて低く，その程度も小

さいこと」
SR-3：「 敷地外緊急時対応の必要性が生じない（よう

に安全性を高める）こと」
次に，各炉共通の安全に対する基本方策 5）も定められ

た。この中では，設計基準を超えた過酷な状態への対応
も考慮し，受動安全特性を活用することが謳われてい
る。また，安全機能を“Add-on”ではなく“Built-in”で
対応することがあげられている。“Add-on”とは，追加
的な要求を新たに課した場合に，既存設備を改造したり
電源設備を増設したりすることで対応することであり，

“Built-in”とは，基本設計の段階から必要な安全機能を
設計に取り入れて対応することである。

これらの最上位の安全性の考え方は，IAEA では安全
原則（SF-1）6）として定められている。SDC は，その下
位レベルに位置付けられる安全要求に相当するものであ
り，既存軽水炉に対しては，安全審査指針（現行の規制
基準）レベルに相当する SSR 2/17）が整備されている。な
お，各国における規格・基準類は，さらにその下位に位
置付けられるものである。

IAEA SSR 2/1 に相当するような国際標準化が図られ
た安全要求は第 4 世代炉では存在しなかった。そこで，
第 1図に示すように，第 4 世代 SFR の構築物，系統お
よび機器に対する安全設計要求を包括的・系統的にまと
めた SDC を構築することとした。この SDC は，将来
的には IAEA での議論を通じて国際標準として位置付
けられることを目指すべきものである。

2．SDC構築のアプローチ
SDC 構築のアプローチを第 2図に示す。SDC 構築の

着眼点は，第 4 世代炉としてあるべき高い安全目標であ
る前述の SR-3 の実現である。そのため，基本的な深層
防護の考え方を踏襲した上で，深層防護の第 4 レベル 7）

への対応強化を図る方針とし，重大な炉心損傷の防止と
影響緩和対策を安全設計に取り入れることを要求とした。

SDC 構築にあたっては，SSR 2/1 の全体構成を参考
にした。SSR 2/1 における炉型に依存しない安全設計要
求は参考にできるが，炉型依存の要求は SFR の特徴を
踏まえたものとする必要がある。代表的な SFR の特徴
として以下があげられる。
・  炉心中心領域で正のボイド反応度となりうる炉心特性
・急速な冷却材喪失が生じにくい低圧システム
・ナトリウム冷却材の優れた伝熱特性
・ナトリウム冷却材の高い自然循環除熱能力
・ナトリウム冷却材の化学的活性
・クリープに配慮が必要な高温構造システム，など

以上のような軽水炉と異なる特徴を有することから，各
国の SFR の安全設計を調査し，その結果を参考にしつ
つ SFR の特徴を踏まえた設計要求とした。

また，SDC 構築にあたっては，福島第一原子力発電
所事故の教訓を分析し，国内規制機関，IAEA 等の国内
外の規制動向を踏まえて，高速炉に適用される安全設計
の考え方を再吟味する必要がある。SDC に反映すべき
事項として，例えば以下があげられる 1）。
・  外部起因事象等による共通要因故障への耐性向上を

目的とした非常用電源系および崩壊熱除去系の冗長
性・多様性の強化

・  長期の全交流電源喪失下での炉心冷却機能維持を目
的とした崩壊熱除去系の強化

・  水素爆発による格納容器の早期破損の防止を目的と
した格納容器内の水素濃度制御機能の強化

・  長期の全交流電源喪失下での燃料取扱および貯蔵系
の除熱を目的とした状態把握・プラント管理機能の
強化

本委員会では，以上の観点から検討を行い，SDC へ

第 1図　GIF における安全設計クライテリアの位置付け 第 2図　安全設計クライテリア構築のアプローチ
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反映すべき事項を摘出しつつ，個々のクライテリアの考
え方と適合条件の具体化を進め，安全上の主要な論点に
ついて技術的議論を行った。

Ⅲ．安全設計クライテリアの概要

1．SDCの構成と基本的考え方
第 3図に SDC の目次構成を示す。SDC レポートは，

第 3 図に示す内容で構成される。
第 4 世代炉の国際標準として高い安全性を確保するた

め，深層防護の各レベルの強化，特に第 4 のレベルに対
して，炉心損傷の防止および影響緩和に関する Built-in
での安全機能が要求される。すなわち，設計基準事故を
超えるプラント状態である設計拡張状態（DEC: Design 
Extension Condition）での著しい放射性物質放出を実質
的に排除（practically eliminated）することとし，既存炉
より高い安全性を求めている。なお，SSR 2/1 によれ
ば，物理的に発現が不可能，あるいは高い信頼水準で極
めて発現しがたいと判断される場合，実質排除と判断さ
れる。例えば，軽水炉では高圧溶融物放出 8），SFR で
は炉心支持構造物破損 9）などがあげられる。

深層防護の各レベル全体にわたって，バランスよく安
全性を高めることが重要である。受動安全あるいは固有
安全特性の活用は，DEC での多様性を確保するために
有効であり，動的安全系が機能しない場合でもシビアア
クシデントの終息や影響緩和に有用である。

2．SDCの特徴
SFR は，最大反応度体系になく，炉心中心部近傍で

正のボイド反応度となりうる炉心特性を有することか

ら，再臨界による大規模な機械的エネルギーの発生防止
が要求される。また，ナトリウムを冷却材として使用す
ることに関連して，低圧条件下で運転されることから，
冷却材漏えい時の静的な冷却材液位確保が行える一方，
その化学的な反応が基本的な安全機能に影響を与えない
ことが要求される。さらに，多様性を高める方法とし
て，受動的な原子炉停止機能，自然循環を活用した受動
的な崩壊熱除去機能を設計に取り入れることが考えられ
る。福島第一原子力発電所事故の教訓を反映する観点か
らは，ナトリウムを用いる燃料貯蔵漕に対しても，長期
間の電源喪失時にも除熱および状態監視を維持すること
などがあげられる。

Ⅳ．主要な論点についての考え方

1．主要な論点の抽出
GIF の安全性・信頼性に関する高位の目標では，

SR-3「敷地外緊急時対応の必要性が生じないこと」を設
定している点が大きな特徴である。これは，深層防護の
第 5 レベルとしての敷地外緊急時対応自体を不要として
取り除くことを意図したものではなく，第 4 レベルにお
ける DEC に対する発生防止と影響緩和の強化を意図し
ている。この主旨に沿った DEC の考え方と，SFR で考
慮すべきDECが本委員会の主要な論点の一つとなった。
これに関連して，受動系の活用の考え方，深層防護の第
4 レベル以降のアクシデントマネジメントの考え方，従
来の設計基準を超える外部起因事象に対する設計対策の
考え方についても議論がなされた。

第 3図　安全設計クライテリアの構成
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2．主要な論点についての考え方
（1）  第 3 世代プラス炉と第 4世代炉の DEC に対する

アプローチの相違
既存軽水炉を拡張した第 3 世代プラス炉では，設計基

準事故を超える DEC を想定するが，SSR 2/1 によれば，
炉心損傷の発生防止あるいは影響緩和の対策の要求は
ALARP（as low as reasonably practicable）との位置付
けである。一方，第 4 世代炉では，GIF における安全性
と信頼性の上位目標の一つである SR-3 を実現するた
め，炉心損傷の防止と影響緩和の対策を要求し，深層防
護の第 4 レベルを強化することとしている。

これらの対策により，両炉共に大規模な放射性物質放
出を実質的に排除する設計が可能である。ただし，第 3
世代プラス炉では，そのような対策ができない場合への
例外条件（避難のための時間と離隔距離を設ける）がある
が，第 4 世代炉ではそのような例外条件を設けず，あら
かじめ設計対策を取り込んでおくことに特徴がある。な
お，これは，その設計方策の効果によってサイト外緊急
時対応が発動されることを回避できるようにすることを
意図しているものであり，サイト外緊急時対応のための
深層防護の第 5 レベルの位置づけを否定しているもので
はない。
（2）DECの区分と対策の考え方

深層防護の第 4 レベルを強化するため，DEC の区分
として，炉心損傷防止を達成すべき状態（カテゴリー 1）
と格納機能確保を達成すべき状態（カテゴリー 2）を設定
し，SFR の特徴を考慮して，確率論的評価の結果も参
照しつつ決定論的にそれらの状態を選定・評価する。こ
のカテゴリー 1 とカテゴリー 2 に有効な対策を想定する
事象の特徴に応じて用意することとした。

放射性物質の大量放出を防止するためには，燃料被覆
管，原子炉冷却材バウンダリー，原子炉格納容器バウン
ダリーのうち，最低ひとつの障壁の健全性を維持する必
要がある。あるいは，損傷炉心の保持は原子炉容器内，
ガス状および揮発性核分裂生成物の保持は格納容器とい
うように，複数の障壁で相補的に格納障壁を形成するこ
とでもよい。いずれにしても多重障壁が一度に機能喪失
し放射性物質の大規模放出に至る事態に至らないように
設計する必要がある。

発生を想定すると格納機能を確保しえないような厳し
い事象（例：再臨界による大規模な機械的エネルギーの
発生）については，その発生を実質的に排除するため，
個別の設計対策を講ずることが求められる。
（3）SFRで考慮すべき代表的なDECとその対策案

軽水炉は高圧系であり，代表的設計基準事故である冷
却材喪失事故（LOCA）に対して，冷却材の相変化とそれ
に伴う圧力変化を考慮した冷却設備が求められ，かつ，
それらの冷却設備は，原子炉冷却系に加えて格納容器に
対して必要となる（炉心注水機能，減圧機能，格納容器

冷却機能（冷却材の凝縮機能），冷却材循環機能に関わる
系統が必要）。また，LOCA 時の放射性物質の閉じ込め
障壁は基本的には格納容器となる。

低圧系である SFR では，炉停止後の崩壊熱除去に際
して冷却材の相変化とそれに伴う圧力変化を考慮する必
要はなく，原子炉停止直後から低温停止に至るまで除熱
モードが変わらないため，簡素な系統構成とすることが
可能である。また，バウンダリー破損に対しても，バウ
ンダリーを二重構造とすることによって，炉心冷却に必
要な冷却材が確保でき，格納容器への影響を防止するこ
とができる。一方，SFR は再臨界ポテンシャルを有し
ており，これまで炉心損傷事故に至る可能性を考慮して
きた。ただし，仮にこのような炉心損傷事故に至ったと
しても，上述のような特徴から原子炉容器内で損傷炉心
を保持できる可能性を有している。

SFR で重大な炉心損傷に至り得る代表的な事象は，
炉停止失敗型と除熱失敗型に大別される。前者に対して
は，受動的炉停止と損傷炉心の格納（設計対策による大
規模な機械的エネルギー放出の実質排除，損傷炉心の原
子炉容器内保持失敗の実質排除），後者に対しては，ナ
トリウムの自然循環の活用，多様な冷却手段の確保およ
び静的機器による液位確保等による炉心冷却と格納機能
確保（炉心損傷の実質排除）を設計要求とすることが考え
られる。

なお，SFR では，軽水炉とは異なり，燃料破損を伴
いながら冷却材に由来した水素が炉内で発生することは
ないが，漏えいナトリウムあるいは燃料デブリとコンク
リート中の水分によって，冷却系統の外部において水素
が発生する可能性もあるため，漏えいナトリウムの大規
模燃焼と合わせて，これらの事象を防止あるいは緩和す
ることが格納機能の健全性を維持する上で求められる。
（4）受動系の活用の考え方

既存の SFR の動的安全系には，冗長性と実現可能な
範囲での多様性が取り入れられており，さらなる安全性
向上のためには，動的安全系に受動的方策を取り入れ，
両者を適切に組み合わせることで多様性の強化を図るこ
とが有効である。

一般に動的安全系は即応性が高く，異常な過渡変化や
事故時の影響を緩和する能力が高い。一方，受動的方策
はプラントの温度等の状態量がある程度逸脱した段階か
らその効果が現れ始めるため，応答がやや緩慢である。
このため，設計基準事故に対しては主として動的安全系
で対応し，そこに受動的方策を取り入れることによっ
て，動的安全系が機能しない過酷なプラント状態におい
ても，自然に原子炉停止し，崩壊熱が除去できるように
設計することが適切と考えられる。また，炉心損傷に至
ることを想定しても，炉心の有する固有の特性に基づい
て溶融燃料を分散させ，再臨界を回避するとともに，分
散した燃料の冷却性を確保するといったことも DEC に
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対する有効な設計方策となる。
（5）アクシデントマネジメントの考え方

設計基準事象とは異なり，DEC では，実際のプラン
ト異常を終息させるための運転員による対応が必要とな
る場面が多くあり，それを実効的なものとするための設
備を準備しておくことが必要である。すなわち，DEC
への設計対策には，Built-in の設計対策に加えて，運転
員による対応を前提としたものが含まれる。このような
設計対策と運転員対応を総合して，アクシデントマネジ
メントと考える 1）。

アクシデントマネジメント方策は，予期せぬプラント
状態に陥った場合の緩和手段を提供するものであり，従
来のシナリオベースの設計対策に加えて，特定のシナリ
オに依存しないアプローチに基づくべきである。特にテ
ロを含めた外部人為・内部脅威事象については，被害範
囲の予測が困難であり，あらかじめ多様かつ柔軟な対策

（電源車等）を用意しておいて，プラント状態の診断結果
と使用可能な設備の状況に応じて柔軟に対応できるよう
にアクシデントマネジメントの対策と手順を用意するこ
とになる。
（6）外部起因事象に対する設計対策の考え方

外部起因事象には，地震のようにプラント施設に一斉
に荷重が加わることで多くの機器が共通要因破損に至り
うるポテンシャルを有するもの，津波や火山灰降下のよ
うに，外部環境にさらされたプラント外面の機器や周辺
施設の機能に影響を与えるものが考えられる。また，設
計基準を超える条件では，長期の外部電源喪失を伴う可
能性がある。

外部事象に対しては，設計基準を超える条件を考慮し
て設計を行うことを要求する。そのポイントは，主要安
全設備（その機能喪失が炉心損傷に直結しうる設備と事
故を終息させるために必要な設備）の裕度を確保する，
あるいは，物理的分離を含めた防護手段を設けることで
ある。

地震に対しては，全ての機器に影響が及ぶことから主
要安全設備の耐震裕度を十分確保することが基本とな
る。これが，裕度確保の例である。SFR は系統圧力が
低く高温であることから，冷却系機器は一般に薄肉構造
となっている。耐震性を向上させるためには容器や配管
の板厚を増加させるとともに，必要に応じて触れ止め構
造やサポート構造を設置することとなるが，熱応力を緩
和するためには薄肉としたほうが有利であり，耐震性と
耐熱性の両立を図る必要がある。そこで，免震技術を導
入して機器への入力地震動を低減することが有効であ
る。個別機器の設計対応としては，たとえば，原子炉構

造については，原子炉容器の座屈等による破損防止，炉
心の健全性確保の観点からの燃料集合体浮き上がり防
止，炉心と制御棒の相対変位による反応度投入抑制等の
観点からの評価を行い，裕度を確保する必要がある。

津波に対する防護手段を設ける例としては，敷地高さ
を確保して設計基準で考慮した津波の規模が安全設備の
機能に影響しないように設計することが基本となるが，
それより高い津波でも安全設備設置室の水密化等の設備
による対策が考えられる。

Ⅴ．おわりに

第 4 世代 SFR の安全設計要求の国際協調を図るため，
本特別専門委員会での検討を踏まえて GIF へ提案され
た SDC 素案は，多国間での議論を経てまとめられ，
SDC レポートが刊行された。

SDC は基本性能要求であり，今後，SDC の技術的要
求をより具体化・詳細化した安全設計ガイドラインを構
築し，今後の高速炉の安全性向上をより実効性を持たせ
て国際社会に求めていくこともまた重要であろう。

福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて SDC を
整備することは，事故の当事国であり高速炉開発先行国
である我が国の国際的責務であり，専門的な中立学術機
関である日本原子力学会の使命と考えている。このよう
な意識のもとで取り組んできた本委員会の成果は，世界
の高速炉の安全性の考え方として役立つことを期待する。

執筆担当：山野秀将（日本原子力研究開発機構）
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Ⅰ．食品中発がん物質

食品とは，人類がこれまで生きるために食べてきた，
とりあえず食べてもすぐに有害影響はないことだけはわ
かっている「未知の化学物質のかたまり」である。「食の
安全」という話題で取り上げられることが多い食品添加
物や残留農薬については，安全性を確認した上で安全側
にかなりの余裕をもって使用基準や残留基準が定められ
ているため，それらについてだけ考えていると，それが
当然だと思いがちであるが，食品そのものは安全性が確
認された上で食べているわけではない。イメージとして
は，もともとグレーでよくわからないものの中にいくつ
か同定されたリスクがある，というものである。一般的
には，食品は安全であるべきだという幻想があるため，
ごく僅かのリスクについての受け止め方が専門家と違う
可能性がある。（第 1図）

食品にもともと含まれる有害物質の代表的なものとし
て，ジャガイモのソラニンやチャコニンなどの植物アル
カロイドがある。ふぐやキノコの中毒は，食べられない
部分や種類を食べたことにより中毒になるものである

が，ソラニンなどは「食用」として普段食べているものの
中に，直ちに中毒症状がおきる量ではないが，一定量含
まれている。大抵の有害物質は摂取量が少なければ有害
影響が観察できないので，ことさら問題にしていないだ
けである。ただし天然物は安全という間違った認識によ
り適切なリスク管理を怠ったための食中毒事件は決して
少なくはない。

食品に含まれる有害物質の中で，「量が少ないから大
丈夫」とは簡単に言い切れないものに，「遺伝毒性発がん
物質」がある。遺伝毒性発がん物質とは，DNA や染色
体などの遺伝形質を担う物質に影響を及ぼす作用（遺伝
毒性）によりヒトにがんを生じさせる物質のことで，そ
の代表的なもののひとつが放射性物質であり，他にかび
毒のアフラトキシンや植物アルカロイドの一種であるア
リストロキア酸などが知られている。遺伝毒性発がん物
質は，放射線同様，摂取量（暴露量）がゼロでなければリ
スクがゼロとは見なせない，つまりこれ以下なら安全で
あるというしきい値を決めることができないとみなして
管理することになっている。従って食品添加物や残留農
薬のように，意図的に使用される物質については，それ
が遺伝毒性発がん性の疑いがある場合には基本的に使用
が認められることはない。そして天然の食品に含まれる
場合には，合理的に達成できる限り低く（as low as 
reasonably achievable：ALARA）管理すべきであると
されてきた。

この ALARA 原則は，食品中に含まれる遺伝毒性発
がん物質が比較的少数の場合にはそれなりに意味がある
ものだった。しかし科学者は食品中から次々と新しい遺
伝毒性発がん物質を発見し続け，候補物質も含めて数十
以上にもなってしまい，もはや単に ALARA 原則を唱
えるだけでは現実的な対応の指針にはならなくなったの
である。決定的だったのは 2002 年にフライドポテトな
どのようなでんぷんとアミノ酸を含む食品を 120℃以上
の高温で加熱した場合，相当量のアクリルアミドが生じ

解説

食品と放射線のリスクを考える
発がんリスクの評価について

国立医薬品食品衛生研究所　畝山 智香子

放射性物質と同様に，「しきい値のない発がん物質」とみなされる遺伝毒性発がん物質が食品
中には多数存在することがわかってきた。それらのリスクをどう評価してきたかについて簡単
な解説を試みる。

Considering Risks of Food and Radiation; Cancer Risk 
Assessment： Chikako UNEYAMA.
 （2013 年  7 月 19 日  受理）

第 1図　食品のイメージ
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ることが明らかになったことである。アクリルアミド自
体は工業用化学物質として比較的よく知られた化合物で
はあるが，日常的に相当量を食品から摂っているという
ことが新たな発見だったのである。アクリルアミドは動
物実験で発がん性があり，そのメカニズムとしては遺伝
毒性が疑われている。アクリルアミドは意図的に食品に
加えるものではなく，調理の際に自然にできてしまうも
のであり，しかもそれが含まれるのはジャガイモ製品だ
けではなく，パンやクッキー，コーヒー，ほうじ茶と
いった食生活にとってかなりの部分を占めているもの
だったのである。こういうものについて，「できる限り
摂らないほうがいい」という対応をすることは不可能で
あるし，健全な食生活の維持が難しくなるという点から
も不適切である。

Ⅱ．食品安全リスク分析

一方，食品の安全性確保のために，世界的に食品安全
リスク分析というツールが用いられるようになってき
た 1）。日本では 2003 年に食品安全委員会が設置され，
食品の安全性についての科学的評価を，厚生労働省や農
林水産省とは独立して行うことになった。第 2図にリ
スク分析の三要素を示す。

食品安全委員会は「リスク評価」を行い，厚生労働省や
農林水産省はその評価結果を受けて食品中の各種基準値
を設定したり市場に出回っている製品のモニタリングを
したりする「リスク管理」を行う。そして最も重要な鍵と
なるのが全体を貫く「リスクコミュニケーション」であ
る。リスクコミュニケーションは，生産者から消費者に
至るまであらゆる関係者の間で適切に行われるべきもの
で，例えば，新しい基準を作ったことを行政が消費者に
一方的に説明する「説明会」のようなものを意味するわけ
ではない。もちろん，コミュニケーションの前提として
の，何が問題になっていてどういう解決方法があるのか
といった基本的事柄の「理解」は必須であるが，それだけ
では不十分である。食品の安全性を確保するためには，

「農場から食卓まで」の全ての関係者が責任をもって自分
の 役 割 を 果 た す こ と が 必 要 で あ る（shared 
responsibility）。例えば，食品のなかにはすぐ食べられ

る形で提供されているものもあるが，適切に調理して初
めて安全に食べられるものもある。生の肉などのよう
に，消費者がもし適切な保管・調理をしなかった場合に
は健康被害につながる食品もある。さらに特定の食品単
品は安全であったとしても，そればかりを長期間大量に
食べる，というようなことをすれば健康被害につながっ
てしまうものもある。だからといって，実験動物の餌の
ように，いつ何をどれだけ食べるのかまで政府が事細か
に決めるべきだという意見は多くはないであろう。ただ
一部の国や地域では，砂糖や脂肪のようなものを多く含
む食品に課税をするなどの方法で消費者の選択をある程
度管理する試みがなされている。どのような管理方法が
望ましいのかについて，関係者が意見を交わし最適解を
見つけようとすることがリスクコミュニケーションであ
る。管理の強化は選択肢の減少とそのための費用負担を
意味するので，消費者が常に管理強化を望むわけではな
い。

Ⅲ．暴露マージン

食品安全リスク分析にとって，リスクコミュニケー
ションは非常に重要である。そのため，非専門家である
一般の人たちにリスク評価の結果や管理方法の選択肢に
ついての専門的内容を正確に伝える必要がある。天然に
食品に含まれる遺伝毒性発がん物質については特にそれ
が困難な課題であった。一般的には「発がん物質」と言う
だけで「とにかく避けるべきもの」とみなされる。遺伝毒
性発がん物質については，放射性物質におけるリスク係
数と同様に，線形しきい値無し（LNT）のモデルに基づ
き高用量域でのヒトや動物の発がんの結果から外挿した
スロープファクター（SF）（注：用量－反応の直線の傾き
という意味）を用いて，暴露量当たりのヒト生涯発がん
リスクを計算することが行われてきた。そして化学物質
の環境基準の設定などの分野では生涯発がんリスク 10-4

から 10-6 の間を実質安全量（Virtually Safe Dose: VSD）
として管理目標に使っている。飲料水に含まれる殺菌副
生成物などでは 10-5 をデフォルトの値として用いてい
る（ただし天然汚染物質である無機ヒ素についてはこの
値を達成できない場合があるので現実的に可能な基準値
を設定している）。

このような方法は，専門家がリスク評価を行う際の指
標としては特に問題なく採用されてきた。しかし一般の
人相手に生涯発がんリスク 10-5 などと説明すると大抵
の場合「10 万人中 1 人はがんになってもいい」，あるい
は「日本の人口が 1 億だとすると 10-5 というのはがんに
なって死ぬヒトが 1,000 人」というふうに解釈されてし
まう。生涯発がんリスク 10-5 といった場合の 10 万人中
1 人というのは必ずしも実際にがんになるヒトの数を予
想しているわけではないのだが，文字だけを見ればそう
解釈されるのも仕方のないことではある。第 2図　リスク分析の概念図
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そこでリスクコミュニケーションにとってもより良い
方法として採用されるようになってきたのが暴露マージ
ン（MOE：Margin of Exposure）である 2 ～ 4）。これは動
物実験での無影響量（NOAEL）やがんの発症率を一定程
度増加させる量の信頼下限（ベンチマーク用量信頼下
限：BMDL10）などの毒性の指標となる用量を，実際に
人々が暴露されている量で割ったもので，導き出された
数値は安全係数に相当する。つまり有害影響が出ないで
あろうぎりぎりの用量に対して，実際の暴露量がどれだ
け余裕があるかについての指標である。数値が大きけれ
ば大きいほど安全側に余裕があり，数値が小さいほど余
裕が少なく MOE が 1 を下回る場合には有害影響が出る
可能性を否定できないということになる。この数字は単
独で提示されても何人中何人ががんになるといった計算
はできない。他の物質の数値と比較して初めてどちらが
大きいか小さいか，あるいは同程度かを判断できる。

MOE はリスク管理の優先順位を示すための指標であ
る。たくさんの化合物について MOE が示されれば，ど
れが優先的に対処すべきかを判断するための一助とな
る。これまで世界各国の食品安全担当機関が評価してき
た MOE の値を第 1表に示す（なお全く同じではないが
同様の表を参考資料 5）に記載してある）。

また暴露量が個人ごとに違う場合には，個人の暴露量
をもとにその人のリスク管理の優先順位付けを行うこと
も可能であり，消費者一人一人が自分にとって最も優先
順位の高いリスクを考えるきっかけにすることもできる
だろう。そして「遺伝毒性発がん物質」といってもそのリ
スクの大きさには大きな差があるということも理解でき
るだろう。たとえ遺伝毒性発がん物質であっても，
MOE が 100 万 を 超 え る よ う な も の に つ い て は，
ALARA 原則があっても対策は後回しにしていいだろう
と判断することができる。

リスク分析の中には，適切な（衛生健康）保護水準
（ALOP：Appropriate Level of Protection）という概念
がある。この程度のリスクなら受け入れられるという目
標値のことで，時代や地域によって異なるかもしれない
が，その社会であらかじめ設定されているべきものであ
る。理想的にはこの ALOP を目指して各種のリスク管
理対策がとられるのだが，現実には ALOP を具体的数
値として明示することは難しい。例えば，食中毒による
死者を年間ゼロにしようという目標をスローガンとして
掲げるのは簡単であるが，それを実施するためにはあら
ゆる食品に宇宙食並みの衛生管理を要求することにな
り，実施不可能である。しかし計算上で年間 1 人が死亡
というような数値目標を一般の人々が受け入れるのは容
易ではないだろう。リスクの心理学についての研究から
も，たとえ僅かであっても「リスクを受け入れる」という
のは難しいことが示唆されている。それなら目標値を設
定することは後回しにして，とにかく大きなリスク，あ

るいは簡単に削減できる費用対効果の高いリスクから順
番に対策していこう，そして余裕があればその次のリス
クにも対策していくという形で進めていけばいい，とい
うのがリスクランキングの活用法になる。最終的に資源
が尽きたところが結果的にその国・地域の保護水準とな
る。

Ⅳ．今後の課題

発がん物質のリスク評価においては通常，がんにな
る，あるいはがんで死ぬということを指標に評価をして
いる。しかし人々の平均寿命が延びる中で，例えば，
100 歳でがんで死亡するということがそれほど重大な問
題なのかについては検討の余地がある。ヒトのがん対策
の目標としては，がんによる死亡をゼロにするというの
はあまり意味がないため，75 歳以下でがんになるヒト
を減らすといった指標を使うことが多い。発がん物質の
中でも強力な発がん物質は動物に早期にがんを作るが，
弱いものは実験終了時に解剖してみたらこのまま放置す
ればがんになる可能性のある，前がん病変が認められた
というようなものもある。このような時間の要因を適切
に評価する方法があればそのほうが望ましい。がんを予
防することだけに資源を投入した結果，お金がなくて高
齢者の生活がおびやかされるというのでは何のためのが
ん対策なのかわからない。仮に平均寿命が 40 歳しかな
いのであればがん対策のほとんどは，禁煙ですら，必要
ない。またがんだけが特別重大なリスクというわけでも
ない。第 1 表の最後の方に加えられている鉛について
は，発がん物質ではなく子どもの知能への影響が問題に
なっている。高齢になって発症するがんと，生涯にわ
たって影響する知能と，どちらがより優先的に対策すべ
きだろうか？リスクへの対処は，トレードオフも含め
て，常に限られた資源をどう配分するのが最良なのか全
体を考える必要がある。

最後に，個人的なことであるが，東日本大震災以降，
原子力関係者に食品中の発がん物質についての話をする
機会が何度かあり，食品中の発がん物質についてはあま
り知らなかったという感想を頂いた。原子力は巨大な産
業で，その内輪だけでも十分生きていけるのだろう。し
かし，もし原子力の産み出す富で，ほとんど研究が進ん
でいない食品中の天然発がん物質対策などが行われてい
たら，震災後の対応も少しは違っていたかもしれないと
思う。原子力の場合にはごく僅かの影響ですら膨大な資
金で研究されているが，一方，無機ヒ素などは古くから
発がん性があることは知られているにもかかわらず，動
物では再現できず，なぜヒトでがんを誘発するのかなど
についてはまだよくわかっていないのである。天然物に
ついては明確な責任者がいないことが多いので，責任を
追求するという形での圧力は存在しない。しかし人々の
健康と福祉の向上は社会の構成員全てにとっての願いな
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物質 MOE 条件 機関，年度
ベンゾ（a）ピレン 130,000‒7,000,000 食品由来 COC, 2007
6 価クロム 9,100‒90,000 食品由来 COC, 2007
クロム 770,000‒5,500,000 飲料水 COC, 2007
1,2‒ジクロロエタン 4,000,000‒192,000,000 飲料水 COC, 2007
ベンゾ（a）ピレン 17,000,000‒1,600,000,000 飲料水 COC, 2007
1,2‒ジクロロエタン 355,000‒48,000,000 室内空気 COC, 2007
ベンゾ（a）ピレン 10800‒17900 食品由来 EFSA, 2008
PAH2 15,900 平均的摂取群 EFSA, 2008
PAH4 17,500 平均的摂取群 EFSA, 2008
PAH8 17,000 平均的摂取群 EFSA, 2008
カルバミン酸エチル 18,000 アルコール以外 EFSA, 2007
カルバミン酸エチル >600 ブランデーとテキーラを飲む人 EFSA, 2007
アクリルアミド 78-310 ラット乳腺腫瘍を指標 JECFA, 2010
カルバミン酸エチル 20,000 平均的摂取群 JECFA, 2005
カルバミン酸エチル 3,800 高摂取群 JECFA, 2005
アクリルアミド 133‒429 オランダの 2‒6 才の子ども RIVM, 2009
アフラトキシンB1 63‒1,130 オランダの 2‒6 才の子ども RIVM, 2009
フラン 480‒960 食品由来 JECFA, 2010
食品中ヒ素 余裕はない ヨーロッパの平均的消費者（注１）（注 2） EFSA, 2009
食品中ヒ素 1.1‒33 フランス成人平均 ANSES, 2011
食品中ヒ素 0.8‒27 フランス子ども平均 ANSES, 2011
アクリルアミド 419‒721 フランス成人平均 ANSES, 2011
アクリルアミド 261‒449 フランス子ども平均 ANSES, 2011
PAH4 113409‒230041 フランス成人 ANSES, 2011
PAH4 72433‒150509 フランス子ども ANSES, 2011
無機ヒ素 9‒32 香港平均（注 3） CFS, 2012
無機ヒ素 5‒18 香港高摂取群 CFS, 2012
PAH4 27600‒15500 英国人全食品由来平均－ 97.5 パーセンタイル EFSA 2008
PAH8 45,606 成人 スペイン，2012
PAH8 40,078 子ども スペイン，2012
ヒ素 0.77‒20.5（注 4） 男性 スペイン，2012
ヒ素 0.32‒8.6 子ども スペイン，2012
アクリルアミド 853‒305（注 5） 1才未満 ヘルスカナダ， 2012
アクリルアミド 296‒119 1‒3 才 ヘルスカナダ， 2012
アクリルアミド 1146‒586 71 才以上 ヘルスカナダ， 2012
無機ヒ素 3 ベルギー成人 AFSCA, 2013
無機ヒ素 68 ベルギー成人 AFSCA, 2013
鉛（注 6） 0.9‒1.9 母乳のみを飲んでいる乳児 COT2012（案）
鉛 1.6‒10 ミルクのみを飲んでいる乳児 COT2012（案）
鉛 1.3‒5 ミルクと離乳食 COT2012（案）
鉛 1.9‒6.3 水 COT2012（案）
鉛 0.2‒0.9 土壌 COT2012（案）
鉛 100‒833 空気 COT2012（案）
鉛 3 香港平均，食事のみ CFS, 2013
鉛 6 香港高摂取群　食事のみ CFS, 2013
鉛 1.8‒4.8 ベルギー成人 AFSCA, 2013
鉛 0.5‒1.2 ベルギー幼児 2.5‒6.5 才 AFSCA, 2013
鉛 1 ベルギー乳児　3か月 AFSCA, 2013

PAH2：ベンゾ（a）ピレン，クリセン
PAH4：ベンゾ（a）ピレン，クリセン，ベンズ（a）アントラセン，ベ

ンゾ（b）フルオランテン
PAH8：ベンゾ（a）ピレン，ベンズ（a）アントラセン，ベンゾ（b）フ

ルオランテン，ベンゾ（k）フルオランテン，ベンゾ（ghi）ペリ
レン，クリセン，ジベンズ（a,h）アントラセン及びインデノ

（［1,2,3‒cd］）ピレン
注１：BMDL01 が 0.3 ～ 8µg/kg 体重 / 日に対して推定摂取量 0.13

～ 0.56µg/kg 体重 / 日
注２：BMDL01 が 0.3 ～ 8µg/kg 体重 / 日に対して推定摂取量 0.37

～ 1.22µg/kg 体重 / 日。
なお海藻を食べる人達は 4µg/kg 体重 / 日程度になる可能性
があり米を食べる 3 才未満の子どもは成人の 2‒3 倍になる

注 3：香港が使用している POD は JECFA が 2010 年に設定したも
の，香港によれば香港の食事からの無機ヒ素摂取量は日本人
の約半分

注 4：数字が小さい方は POD に 0.3 を使用，大きい方は 8 を使用

注 5：平均摂取量と 90 パーセンタイルの値
注 6：遺伝毒性ではないが毒性に，しきい値がないとみなされる

COC：食品，消費者製品，環境中化学物質のがん原性に関する科
学委員会（英国）

ANSES：フランス食品環境労働衛生安全庁
EFSA：欧州食品安全機関
FSA：英国食品基準庁
JECFA：FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議
RIVM：オランダ国立公衆健康環境研究所
CFS：香港食品安全センター
スペイン：カタルーニャ州食品安全機関

BMDL：ベンチマーク用量 95% 信頼下限値
BMDL10 は腫瘍発生が 10% 増加する BMDL

NOAEL：無影響量，有害影響が観察されない最高投与量

第 1表　遺伝毒性発がん物質の MOE
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ので，視野を広げ全体の中で最も優先すべき課題は何か
をできるだけ多くの人に常に考えて欲しい。
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（専門分野）食品中化学物質の安全性評価

22 世紀に利用できるエネルギー源は，太陽と核エネル
ギーで，太陽，原子力，核融合は十分なエネルギー源ではあ
るが，それぞれ使い難い特徴を持っている。環境への影響，
安全性，および経済性から社会にあったものが選択されてい
くのだろうが，それぞれ直面する課題を科学技術で解決して
いくのが人間の従来から行ってきた手法である。22 世紀に
も原発は有力なエネルギー源のひとつであり，原発推進に不
安を持たれる方も多いが，そういった方への参考になればと
いうことで本書をまとめたと著者はいう。著者の阿部氏は昭
和 32 年から三菱で原子力に携わり，「常陽」，「もんじゅ」等
の設計に従事された大先輩。その経験から，福島原発の事故
は設計や製造，検査などの欠陥で起きたものでなく，会社の
経営理念と管理の問題から生じたものと断じている。
「原発は地震では壊れない」，「原発は進歩している」，「エ

ネルギー資源の特徴」，「22 世紀の電力資源と原発」，「放射
性廃棄物処理は技術で解決」という内容は，一般の読者を想
定した本としては目新しく，特に放射性廃棄物の処分を宇宙

エレベータという装置を用いて宇宙
空間に放出する技術は全くの夢物語
ではない模様で面白いアイデアとい
える。

福島の事故以降，原子力について
は見方が変わったと話される方も多
い。今回の参議院選で当選した山本
太郎氏のようにエネルギー不足を心
配する必要はないと訴える人たちと

新刊紹介 原発の安全性と核廃棄物の処理
人類のエネルギー源としての原発

阿部康宏著，149p. （2013.7），東京図書出版，
（定価 1,200 円），ISBN 978-4862236678

の論争は，今後避けて通れないだろう。従来と同じ説明を繰
り返すだけでは納得が得られない時代に突入した観がある。

高レベル廃棄物の処分方法についても，何が何でも地層処
分という選択肢だけでなく，別の解決方法も検討してみては
どうかというのが著者の提案と思われる。3.11 以降，書店に
は脱原発的な意見を主張する本が増えているが，原子力推進
の本は少ない。原子力の賛否を問うためには，健全な議論を
行えるだけの情報提供がより一層必要と思われる。インター
ネットによる情報発信でも構わないが，原子力に取り組んで
こられた先輩の方々の率直なご意見をもっとうかがえないも
のかと思った。

（編集委員会・齋藤　隆）　
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Ⅰ．序

筆者が学部学生時代，放射線生物実験を必修で履修し
た。学生 1 名にマウス 1 匹が割り当てられ，60Co 線源で
1 日程度掛けて 1krem（今では 10Gy）照射し，その間の
マウスの挙動観察（イライラ動き出す），血中の赤・白血
球の経時変化の測定，安楽死させて解剖し，肝臓・腸内
出血を観察した。1krem の生物影響は鮮明な記憶とな
り，1mSv（0.1rem）のリスクも実感できた。その実習も
15 年程前から行われなくなった。一方，放射線生物学
は目覚ましい進歩を遂げている。シングルイオンによる
DNA の損傷・修復，修復タンパク質，細胞周期がミク
ロに時分割に可視化されている。この技術が確立され公
開されれば，一般の人々も，皮膚の傷が治癒するよう
に，DNA 損傷が修復され，そこには個人差があること
も理解しやすいと考える。今回はその最前線の技術と結
果を紹介したい。まず序として，HeLa Fucci と呼ばれ
る細胞の周期（G（Gap）1 期，S（Synthesis）期（DNA か
ら染色体生成），G2 期，M（Mitosis）期（分裂）の色分け
動画像化 1）の 2 ショット（0,8Gy 照射）（第 1図（a））と Kr
シングルイオン複数照射時の DNA 修復タンパク質の挙
動を分析した画像 2）（第 1図（b）左：光学顕微鏡，右：
下においたイオン感受フィルム）を示す。第 1図（a）で
は数日が 1 分程度に短縮され，照射による細胞分裂の不
活性化が明確にわかる。第 1図（b）ではまだ動画像では

解説

放射線生物学の最前線
DNA損傷修復の動的可視化とシミュレーション

東京大学　上坂　充，放射線医学総合研究所　藤森　亮，
コロラド州立大学　加藤 宝光

福島での低線量被ばくは地域の住民・労働に携わる方々の最大の関心事である。数十 mSv
以下の線量での疫学的影響は、様々な考え方や内挿式があり、統計的ばらつきも大きい。結果
的には放射線防護の方策に大きな変化はないと考えられるが、その不確定性の原因の解明は、
福島原発事故後の、原子力関連研究者の責務と考える。一方、最近の放射線生物学、医理工連
携、そのためのマイクロビーム源の開発の進歩は目覚ましいものがある。今回は、ミクロ放射
線生物学、つまり DNA の損傷、修復、タンパク質挙動の動的可視化、さらにはそれら分析を
高機能化するための卓上マイクロビーム源の開発と利用を解説する。また，この分野の教育の
重要性も言及する。

Visualization of DNA Damage and Repair by Radiations：
Mitsuru UESAKA，Akira FUJIMORI，Takamitsu KATO.
　（2013 年  6 月 19 日  受理）

（b）  HeLa 細胞へシングル Kr イオン照射による修復 
タンパク質の動きの可視化

第 1図　 HeLa 細胞を使った細胞周期・分裂と修復タンパク質
挙動の可視化

（a）  HeLa Fucci細胞の周期と色分け可視化（G1期濃、 
S,G2,M 期淡、上：0 Gy 照射、下：8 Gy 照射）
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ないが，核での DSB（Double Strand Break；二重鎖切
断）の場所と修復タンパク質の偏りが見える。両者の同
時動画撮像することが可能となりつつある。

Ⅱ．  DNA損傷に誘導される生体分子活動
の可視化技術と放射線治療標的研究

本章では，主に独立行政法人放射線医学総合研究所
（放医研）と Colorado State University での研究成果を
紹介する。

1．  DNA 損傷に誘導される生体分子活動の可視
化技術と放射線治療標的研究（藤森 亮）

放医研は，世界的に著名な研究者との研究交流を通じ
て，粒子線治療を世界に普及・発展させることを目標に
掲げ，国際オープンラボラトリー（International Open 
Laboratory：IOL）を設立した。私が担当する「粒子線治
療分子標的ユニット」の研究課題は，重粒子線がん治療
に関連する細胞分子メカニズムの解明，すなわち「粒子
線治療の分子標的」の研究である 3）。

放射線治療の標的とは，単純には DNA 鎖が切断をう
けたときにこれを修復しようとする生体分子のすべてで
ある。しかし，DNA 損傷に対する細胞の応答は，DNA
損傷修復にとどまらない。たとえば，アポトーシス，細
胞周期，幹細胞性などは DNA 損傷を生じた細胞の放射
線感受性を左右する要因として知られている。動物の個
体や組織のレベルでは，概日リズム，バイスタンダー効
果，適応応答，再増殖（repopulation）など，さらに多様
な要因が放射線感受性に関与する。これらはまだ分子的
な解明が進んでいないが，放射線がん治療の増強，治療
抵抗性の解決に関わる重要な要因である 4）。

分子標的研究は，分裂増殖するがん細胞（またはがん
組織）が DNA 損傷に屈せず生存を続けようとする性質
に関する生体メカニズムの解明ともいえる。こうした生
体分子の観察には，細胞の生命活動が維持されたまま，
分子の挙動を観察する手段が大きな威力を発揮する。蛍
光標識された生体分子を時系列で観察する手法やこれを
容易にするデジタル画像顕微鏡の技術の進歩には目を見
張るものがある。ここでは，放射線標的分子の可視化の
観点から，IOL のコロラド州立大学 Allen 博士との共同
研究の例を紹介したい。

我々は X 線と重粒子線によるがんの細胞死ないしは
存命の仕組みについて調べている。細胞には，放射線な
どによる DNA 損傷で遺伝情報の一部（塩基配列の並び）
が失われると，失われた遺伝情報と相同の配列を含んだ
既存の遺伝子の一部を複製して，失われた部分を補って
元通りに直そうとする‘素敵な’機能が備わっている。こ
れを「相同組換え修復」と呼ぶ。粒子線を照射した細胞
で，DNA の損傷部位に沿って相同組換え修復に関わる

第 2図　DNA 損傷箇所および修復タンパク質の可視化
高 LET の細いビーム（500MeV/n, 1Gy の鉄粒子線）が
直交する 2 方向から照射された。

タンパク質が集まってくるのが見える（第 2図）。
ただ，ゲノム DNA のどこに損傷が起きるかを予測で

きないため，特定の遺伝子に着目して修復過程を観察す
るのに工夫が必要である。これにはクラゲの蛍光タンパ
ク質（GFP）を生合成する遺伝子を人工的に細胞の DNA
に組み込んで修復活動の標的遺伝子としたものが用いら
れる。RKO という大腸ガン細胞には 1 コピーの活性の
ない変異 GFP 遺伝子が導入されている。近傍にはこの
変異（塩基配列の欠け）を補うための GFP 遺伝子の正し
い塩基配列（相同遺伝子）が並べて導入されている。2 つ
の DNA 鎖の間で相同組換えが起きると，一つの正常な
GFP 遺伝子が完成されて活性化し，緑色蛍光を放つ細
胞が出現し，このような細胞が再増殖（repopulate）する
のを観察できる（第 3図）。

過去の研究から，この遺伝子変換は自然にも起こる
し，紫外線や電離放射線はその頻度を上昇させる 5）。さ
らに，初回の DNA 損傷が標的遺伝子（GFP 遺伝子）そ
のものに生じなくても間接的に相同組換えが誘導され，
その性質が被ばくから 2 回以上分裂した細胞にも維持さ
れているといった事実から，RKO 細胞のシステムは，
外界のストレス下に分裂を続ける細胞がどのようにゲノ
ム安定性を失っていくか（場合によっては，放射線抵抗
性を獲得していくか）の原因を調べるための一つのモデ
ルと考えられている。この「遅延性の」ゲノム不安定性に
関わる分子機構はまだ明らかにされていないが，タイム
ラプス蛍光顕微鏡やセルソーティングシステムなどの装
置に，照準性能の優れた小型の放射線照射装置を付加で
きれば，DNA 損傷の間接的な影響や生体分子の動的観
察を要する我々の研究がより加速すると考えられる。

2．個人の放射線の感受性の違い（加藤宝光）
放射線生物学の発展と共に，特定の遺伝病で大きく放

射線感受性となることが知られており，その原因遺伝子
の決定，タンパク質の機能解明によって放射線生物学に
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おける DNA 修復に関する知見の理解が飛躍的に進ん
だ。だが，遺伝病のように重度の放射線感受性ではな
く，一見正常に見える健常人だがやや放射線感受性であ
る人の比率は，通常考えられているよりも大変高く，ま
たそういった人は，特定のがんになる確率が高いことが
知られている。このような人は恐らく人口の数％以上を
占めることが予想され，ATM ヘテロ接合体，BRCA1, 
BRCA2 ヘテロ接合体変異などを持つ人がそれらの例に
挙げられる。

故に，正常人由来の線維芽細胞の放射線感受性は，個
人間でとても差が大きく，ATM ヘテロ接合体由来の細
胞とも感受性側で一部重なりあう。ATM ホモ接合体は
これより重度に感受性を示す。

David Scott らは G2 染色体法を用い，正常人，乳が
んの患者，乳がん患者の一親等の家族のグループで，放
射線誘発の染色体損傷形成において，乳がん患者では正
常人と比較し有意に染色体損傷が多いことを確認した。
しかしその一親等の家族の染色体損傷の分布は，正常人
と乳がん患者の 2 層性となる形となり，特定の遺伝子の
関与が疑われることが確認された。

DNA 損傷の測定は近年，免疫染色により顕微鏡下の
観察ができるまで，パルスフィールドゲル電気泳動法や
コメット法のような高線量の放射線照射が必要であっ
た。免疫染色法（第 4図）は固定した細胞を用いて抗体，
蛍光プローブを用いて任意のターゲットを染色する方法
である。γH2AX フォーカス法により，細胞核内のひと
つの DNA2 本鎖切断を可視化することで，より高精度
の DNA 損傷，修復を調べることができるようになっ
た。著者のグループでは，低線量率（10cGy/h）放射線照

第 3図　 細胞内で生じた相同遺伝子組換えのイベントを GFP
蛍光を指標にして観察できる in vitro（ヒト大腸がん
由来細胞）の系

第 4図　免疫染色で可視化したγH2AX

射とこの免疫染色法を組み合わせ，DNA 損傷修復レベ
ルでの放射線感受性の違いを ATM ヘテロ接合体やその
他の中程度の放射線感受性となるグループの同定に成功
した。

また最近では GFP などの蛍光色素と融合タンパクを
細胞内に強制発現させ，生きた細胞で DNA 損傷修復に
関わるタンパク質の挙動についても研究が進んでいる。
第 4図にγH2AX を免疫染色で可視化した物を示す。

3T3 マウス細胞は 2Gy の鉄イオン照射後に固定，染色
された。横に線のように見える白いシグナルが重粒子線
の飛跡と一致する。うすく灰色に背景に見える部分は
DAPI によって染まった核内のヘテロクロマチン領域を
示す。

Ⅲ．オンチップナノサイズビーム源開発

ここまでの実験結果はシンクロトロンやサイクロトロ
ンを使ったマイクロイオンビームを使ったものである。
もし卓上のマイクロ UV 光・電子・X 線・イオンビー
ム源が実現され，光学顕微鏡で細胞・核・DNA を狙い
撃ち分析が可能になれば，本稿で解説している多くのこ
とがさらに解明されていくであろう。そのようなマイク
ロビームのパルス幅はアト秒領域である。ナノ・ピコ・
フェムト秒の放射線化学分析は本学会メンバの得意とす
るところである 7）。まずは高空間分解能の DNA 損傷修
復分析があり，そのあとアト秒粒子ビーム科学へと夢は
膨らむ。本章では，それらに関する実績と開発の状況を
紹介する。

東北大学加齢医学研究所安井明教授研究室では，ゲノ
ム損傷修復に関わる細胞内機構を解明する研究を行って
いる 8, 9）。生きた細胞核に UV マイクロレーザー照射装
置（第 5図）を用いて照射し，損傷に応じてダイナミッ
クに動くタンパク質をリアルタイムで可視化し，その挙
動解析を行っている。例えば，第 6，7 図では，UV
レーザーをスポット照射した箇所に集積する GFP 付き
WRN タンパク質の時間的変化の様子や，ライン照射し
て，できた DNA 損傷箇所に hnRPUL1 および PARP1
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第 5図　 ピンポイント UV レーザー細胞照射分析システム 
（東北大学加齢医学研究所安井明教授研究室）
左：UV レーザー、真ん中：UV レーザー照射ヘッド
光学顕微鏡観察部、右：制御・分析コンピュータ

第 8図　 ファイバーレーザー誘電体ナノサイズ電子加速・ 
X 線源

第 6図　DNA 損傷箇所に直ちに集積するタンパク質 8）

第 7図　2 つのタンパク質の共局在の観察 9）

タンパク質が共局在する様子を示す。また，プロテオミ
クスの方法を用いて新規タンパク質を同定したり，
siRNA によりタンパク質の発現を抑制させたりするこ
とにより，新規タンパク質の細胞内での振る舞いやがん
や老化の原因となるゲノム不安定性との関係等を明らか
にしている。

上記システムで光源を UV レーザーから電子・X 線・
イオンに置き換えようとする研究開発を実施中である。
電子線形加速器（ライナック）は S バンド（周波数
2.856GHz，波長 105mm），C バンド（5.712GHz，53mm），
X バンド（9.3 ～ 11.424GHz，27 ～ 33mm）の高周波電磁
波の連結共振空洞である。それを Yb ファイバーレー
ザーからの 1.06μm の赤外光へ適用した共振空洞を考え
る。構造は第 8図のように，1 対の Silica ガラス（誘電
体）製の櫛のようなものである。両側から侵入したレー
ザー光が Silica ガラスの凹凸により，中心真空ギャップ
中で波長と位相が変調され，定在波が形成させる。一方
から入射された電子が常に加速されるように設計でき
る。これがレーザー誘電体加速器（Laser Dielectric 
Accelerator）である。共振波長が 1.06μm ゆえ，連結空

洞長は最終電子エネルギー（1MeV）によって異なるが
1mm 以下，電子ビームが通過する真空ギャップは 1μm
以下である。したがって，電子ビームの横方向サイズは
数百 nm，縦方向 30nm（10attosecond）となる。強度は
105 電子/秒程度のオーダーである。一般に電子ライナッ
クでのビームサイズは直径 2mm，1010 電子/秒程度であ
る。しかし細胞核や DNA を狙い撃ちとなれば，その領
域スケールは 1μm 以下であり，その面積での電子個数
は 104 電子/秒程度となる。つまりその領域で見れば
レーザー誘電体加速器のビーム強度は小さくない。ま
た，その強度は 105Bq に相当する。これが放射線管理
区域外で使用可能な，密封 RI 線源同等となる。東大・
高エネルギー加速器研究機構（KEK）・理化学研究所の
グル―プは，電子銃，X 線ターゲット，X 線検出器も一
緒に微細加工してオンチップ型化し，Yb ファイバー
レーザーも自主開発し，加速器システムを開発中であ
る。それを第 5 図の真ん中の UV レーザー照射ヘッド
を，オンチップ型加速器システムに置き換えて，細胞，
核，DNA を狙い撃ちできるシステムを基本設計中であ
る 10）。
第9図には卓上シングルイオン加速システムのイメー

ジを示す。レーザー冷却イオントラップをイオン源とす
る。すでに数個レベルの Ca イオンなどが捕獲・可視化
されている。また，そこに電極を置いて 1 個ずつ取り出
す技術も開始されている。一方，米国でファイバーレー
ザー高速スイッチ誘電体加速ライナックを使って
200MeV 陽子を 2m の長さで加速するがん治療器が開発
中である 11）。その数 cm セクタを採用すれば卓上で細
胞，核，DNA 狙い撃ち分析システムが実現する。陽子，
炭素イオンを冷却 Ca イオンと一緒にトラップさせて冷
却することも検討している。

Ⅳ．結 言

放射線生物学の最前線として，マイクロビーム，
UV・ファイバーレーザー，レーザー誘電体加速，分子
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動力学，アト秒科学など，様々な最新要素の導入と生物
学的要素の解明が進み，放射線影響への新知見が得られ
て いる。冒頭に 述 べ た「1krem の 生 物 影響，1mSv

（0.1rem）のリスクの実感」が，再現できる期待が大きい。
本学会の有望分野のひとつに成長することを期待してい
る。それにむけて，医学系研究，遺伝学，臨床学等と連
携・協業を実現していきたい。

また教育について，筆頭著者の大学院工学系研究科原
子力国際専攻では，平成 24 年度より英語講義 Radiation 
Biologyを開講し，基礎と最新科学技術を解説している。
平成 25 年度よりバイオエンジニアリング専攻と共通化
した。来年度は医学系研究科と共通化し，遺伝学，臨床
学等の教員にも参画いただく。また今回紹介した DNA
の損傷と修復のミクロ観察の実験実習も加えたい。線量
は 10Gy，1mGy としてその生物影響の差を実感させた
い。翌年度は全学共通化し，社会工学的講義も加えて，
低線量被ばく，放射線がん治療に興味のある文科系学
生・留学生にも教育していきたい。他大学院・高専・研
究機関とも連携し，教育の輪を広げたい。

また放射線・DNA の相互作用の理論（アト秒科学な
ど）・数値シミュレーション（分子動力学・モンテカルロ
法など）の発展も目覚ましく，DNA の損傷につき，実
験結果と比較検討ができる段階になっている。次回はそ
の解説記事を記載していきたい。
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第 9図　レーザー冷却トラップシングルイオン加速システム
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上坂　充（うえさか・みつる）
東京大学

（専門/関心分野）先進小型加速器開発，
可搬型ライナックの医療・原子力応用，
人材育成

藤森　亮（ふじもり・あきら）
放射線医学総合研究所

（専門/関心分野）様々な光線に対する生
体応答とその分子機構解明，得られた知
見をがんの治療と予防に役立てる。

加藤宝光（かとう・たかみつ）
コロラド州立大学

（専門/関心分野）放射線生物学，染色体
損傷
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INTERVIEW

「被災地の復興をまず第一に」

半谷 輝己氏に聞く
双葉郡内で塾を開講し，伊達市の健康相談窓口担当を務めながら，全国各地
で放射線をテーマに講演や対話活動を続けている半谷輝己氏。同氏は，福島の
野菜の危険性や脱原発を主張する識者やメディアの言説は，現地の感覚とはま
るで異なると言う。非難や評論ではなく，復興のために何をなすべきかが大切
だと語る同氏は，墓地と祭りを中核としたコミュニティの復活を呼びかける。

はんがい てるみ／福島県双葉郡双葉町生まれ，同県田村市在住。日本大学大学
院博士前期課程修了。協同乳業名糖牛乳研究所，コニカケミカル医薬品研究開発部
を経て，福島県双葉郡葛尾村にて学習塾 BENTON SCHOOL を立ち上げる。「たむ
らと子どもたちの未来を考える会」副代表，伊達市健康相談窓口担当を兼ねる。

聞き手　　日本原子力学会 編集委員　澤田 哲生

東京工業大学

「東北の野菜を食べるな」と言われた
澤田　半谷さん，今日は日本原子力学会にようこそ。
半谷　ここがムラの総本山ですか（笑）。
澤田　半谷さんは，きわめて広範かつディープに地域

住民と，放射線問題に関して，情報共有から対話をされ
ていると聞きます。これまでに何人くらいを？
半谷　伊達市を中心に，ざっと数えて一万人くらいに

なります。また，京都や名古屋などの都市部からも依頼
があり出かけました。どうやら，武田邦彦氏の次に私が
呼ばれたようで，両者の話を比較するという趣旨らし
い。武田氏の話は，私の目から見ても，専門知識を歪め
ています。彼の話がブログやメディアで，特に都市住民
の間に広がった。これはとても由々しきことです。結果
的に福島にとっては，風評被害をまき散らすことになっ
ています。福島の住民の多くは武田さんを相手にしてい
ないのですが，郡山は武田氏を講演に呼んでいるようで
す。彼の言説で酷いのは『東北の野菜は全部食うな』とい
うものです。その一方で放射線のホルミシス効果（低レ
ベルの放射線被ばくが身体に良いという説）には肯定的
なこともいっている。支離滅裂というほかない。
澤田　武田氏はテレビにもよく出ている。ところで，

半谷さんは頻繁に多数の方を相手に講演していますね。
学者でない半谷さんが，どうしてそうなったのですか？

半谷　私のバックグラウンドは，伊達市の放射線健康
相談窓口を去年担当させていただいたことにあります。
今年も好評だということで引き続き任命を受けてやって
います。また，国立保健医療科学院の取り組みおよび福
島県保健福祉部子育て支援課の緊急支援事業のなかでも
活動しています。福島県内には保育所が 600 ヶ所ありま
す。先月までに，そのうちおよそ 400 ヶ所の保育所の保
育士さんを集めた研修が終わりました。今後は，この
400 ヶ所から放射線の講話の依頼を受ける予定ですが，
伊達市では，着任直後から放射線講話の依頼が幼稚園や
保育園から殺到して，8 か月で 1 年間の予定を超えてし
まいました。1 日に 1 回約 2 時間半の講話を 3 回行った
こともありましたね。また，同じような現象が起こるか
も知れませんので，今から気合を入れています。
澤田　専門家ではない。だからこそ受け入れられた？
半谷　そういう面はあると思います。専門家の先生方

は，専門用語を平気で使います。難しい話をそのまま専
門家然として話せば，分からないので反感を買います。
私は塾の先生なので，いかに分かりやすく話し理解して
もらえるかが勝負です。それに私は双葉の生まれなの
で，地元の話を織り交ぜて講演します。
澤田　それだけ？
半谷　会場に入れば全体を見渡し，ひと言二言話し
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て，その日のターゲットを探すこともあります。
澤田　ターゲット（笑）？
半谷　要は，特定の主張をもっていると思える人で

す。会場にきたからには，聞きたいことや文句があるは
ずです。それをズバリ聞き出して，そこから始める。す
ると会場の他の人も自然に私の話に引き込まれて来ます。
澤田　それはかなり高度な技ですね。
半谷　いえいえ，心を開いて向き合えば，やさしいこ

とです。でも，他所から来られた学者さんには出来ない
かもしれませんね。

「避難した人と残った人で考え方が大きく違う」
澤田　さて，ごく最近の話題に少し触れたいのです

が，遮水壁の問題がある。1,000 トンの表層地下水のう
ち 300 トンが汚染されてそのまま海に流れ込んでいる可
能性がある。これ，今に始まった訳ではなく，3・11 以
降続いている。私なども，2011 年の初夏の頃，当時地
下ダムでもつくらないともたないなどと発言していまし
た。東電の工程表にも載ってましたよ。東電は，地下ダ
ム建設費 1,000 億円も出せない。東電は自己資金が底を
ついているような状況ですから。民主党政権は，国で肩
代わりするという決断がまったく出来なかったのです。
一部メディアが，今頃になって，なぜこの問題を放置し
てきたんだと騒いでいる。さらに，税金を使うなど許せ
ないと言う論調で騒ぐのが理解できない。あの頃にちゃ
んと政治主導でやってれば，今頃こんな事態になってい
なかった。つまり，民主党政権は政治的判断が出来ず，
結局まともな対策が出来なかった。逃げたんですよ。
半谷　見方が二極化していると思います。メディアは

相変わらず〝東電は信用出来ない〟で，私たちの地元の声
は〝そう高い濃度じゃないよね〟という冷静な判断をして
います。
澤田　そんな話は聞いたこともないですね（笑）。メ

ディアは東電の失策がいいネタになる。真実を伝えると
いう立場もあるが，ビジネスなんですよね。売れるんで
すよ。テレビは視聴率が至上ですから。
半谷　今年も地元では海開きはやった。あとは漁業だ

けど，県民一般にはそう大きな関心ごとではないのです。
ただし，ここにきて裏切られたという思いはあります。
澤田　どういうことでしょうか。
半谷　2 年半も経ってるが，事態が根本的に良い方向

に改善されているという実質感がないということです。
水に関しては，20km 圏内から今避難している人はそん
なに大きな問題だと思っていない。ところが，これから
20km 圏内に戻ろうという人には，結構厄介で深刻な問
題になるかもしれないと思います。
澤田　なるほど。さて，汚染水の一方で，テレビでは

TOKIO が盛んに『福島の桃』の美味しさを宣伝してい
る。つまり安心して食べてくださいと訴えかけている。

また，ここに週刊 SPA の記事がある。リンゴ農家が
1Bq/kg 以下でも売れないと嘆いている。こんなむごく
無意味なことが解消できない。それが現状ですよね。

東京都民から 66 万票も集めた山本太郎氏が参議院に
当選した。彼は原発に関しては，『放射線はどんなに微
量でもコワイ』と煽っている。福島県民にとってはいい
迷惑ですね。その山本氏をムードだけで 66 万人もの都
民が支持している。不気味な現実です。どうなんですか
県民感情としては？いま何が必要？
半谷　まず，前提条件をお話ししたい。3・11 後，地

元に残った人が聞きたい話と避難した人が聞きたい話が
違う。拠り所にしている情報が違う避難している方に
とってはおそらく私の話しは相当受け入れられない。だ
けど残っている人たちには非常に好意的に受け取られ
る。伊達市等では，『ベクレルはこの程度だったらさす
けねな（大丈夫だな）』と話して，みんな安心して笑顔で
帰っていく。しかし，避難している人たちには，私の台
詞も悪魔の戯言のように聞こえている。一方，避難せず
に故郷に残った人には私の話は希望になっています。
澤田　それは，私も伊達市の小学校で半谷さんの講演

を傍聴して実感しました。半谷さんが多く交流している
避難せず残った人とはどういう方達？
半谷　家庭の中で話し合って，福島でこのまま生き続

けると決意した人たちです。実は，区長のリーダーシッ
プが効いています。例えば郡山という都市は，元々行政
区がなくてなんとなく出来上がってきた地域で，区長が
いなかった。区長の顔が見えない地域は，しなくても良
かった避難をしてしまった可能性がある。でも，そのこ
とは責められない。
澤田　地域的に福島第一原発から 20km 圏内の人はほ

とんど帰還していないですよね。いま避難している人た
ちは具体的にどこに住んでいるんですか？
半谷　例えば，双葉は郡山市，白河市，いわき市，加

須市（埼玉県）など。避難先では地域住民とのまさつも起
こっているところが双葉に限らず，避難先の各地で起き
ていると聞いています。もともとからの地域住民からす
れば，避難して新しく来て居付いた住民は補償金をも
らっている。それにも関わらず，税金を払わない。非課
税ですからね。なおかつ，被害者としての顔がある被害
者面していると。避難から 2 年半が経って，バッシング
が出始めているのです。同じ被災者同士，福島県民同士
なのに軋轢が生まれ始めているという悪しき状況です。
大きな問題になる前に何とかしなくてはなりません。
澤田　避難先は必ずしも県外ではないんですね。その

避難されている人たちの見方というのは端的にどういっ
たものなのですか？
半谷　基本は，ゴーングマイウエイです。被災者なん

だからという被害者意識が拭えない。
澤田　それは，地域住民と避難住民，どっちにとって
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もよくないのでは。
半谷　本当は住民ではなく，ぐだぐだの行政が悪い。

そもそもあれだけの事故が起こり，こんなにまでも被害
者がいるとき，誰も刑事責任をとっていない。こんな馬
鹿な話はないでしょう。まずは，時の政権のトップの菅
直人元首相が責任をとるべきです。
 菅さんはよくやったと言う人がいます。私からすれば
とんでもないことです。地域に捩れをつくって，それを
放置し続けてきた張本人です。その一方で，文句のつけ
やすい，文句を持っていきやすい方が責められる。東電
です。東電を悪者にしたのも菅さんの大きな業績です
ね。殿様を虐めるのは虐めがいがある。
澤田　東電は，昔は殿様だったけどいま没落した。だ

から，非難し放題だと。敗者は礫をうたれる。
半谷　私は，もともとは反原発だったんです。しか

し，いまのような反原発はイデオロギーの遊び場として
福島をもてあそんでいる。これは良くないですよ。地元
民の思いとかけ離れている。
澤田　『イデオロギーの遊び場』ですか。

福島に住む人たちの本心が伝わっていない
半谷　もうひとつ付け加えたいことがあります。福島

は東電の事故があったがためにスポットライトをあび続
けているし，補償金ももらっている方達がいる。いまだ
に仮設住宅暮らしを強いられているのは辛いですよ。で
も，それは岩手や宮城も同じじゃあないですか。ところ
が，岩手と宮城はスポットライトも補償金もない。逆説
的ですが，福島は〝東電の原発事故があったからいまだ
に注目され続けて，補償も受けている〟。本来は，岩手，
宮城，福島が公平に復興しなければならいのです。
澤田　そんなこと言って批判されませんか？（笑）
半谷　いやあー，私は元々は反原発だったんです。そ

れに，生まれ故郷の双葉を愛しています。どうしても自
分の記憶にある故郷を取り戻したい気持ちが抑えられま
せん。だから，20km 圏内の人が他の地域の人々から非
難されるのが悔しいのです。
澤田　まだ地元に戻れない。地震や津波で壊れた家

や，そもそも先祖の墓石を起すことさえ出来ない。その
喪失感は計り知れない。
半谷　そうですね。ただし，私はこの場でハッキリ

言っておきたいことがあります。福島とひと言で言って
も，浜通り，中通り─福島市や郡山市がある─，そして
会津では物事の受け止め方が違う。私がこれまで接して
来た人で，『福島は脱原発だ』とハッキリ言う人は，少数
派のイデオロギー中心の人を除けばほとんどいない。
澤田　それはにわかに信じ難い。半谷さんに向かって

ハッキリ言いにくいのでは？
半谷　もう一度言います。私はもともと反原発だった

んです。その人間が言うのですから……。

澤田　信じろと。しかし，自民党の福島県連だって
『脱原発』を選挙公約にしていた。
半谷　浜通りの人間は，物事を謙虚かつ冷静にとらえ

ています。これまで，原発や東電にはお世話になってき
た。原発がなくなれば，産業がなくなるも同然の地域で
す。雇用がないと生活出来ない。それぐらいの認識がな
くしてどうするんですか。
澤田　3・11 以降，世の中の論調は，『福島は原発事

故さえなければ……（もっと早く復旧に手が付けられた
のに）』ですよ。
半谷　昨年の衆議院選挙で，未来の党が消えた，今回

の参議院選で，みどりの党が消えた，共産党を除くと，
脱原発や原発ゼロを掲げた党は軒並み衰亡か滅亡して
いった。そんななかで，山本太郎氏だけが脱原発派のア
イドルとして残っていった。象徴的なんですよ。
澤田　共産党は組織票が強いから，投票率が下がれば

当然の結果ですね。それに反原発の投票先が他になく
て，共産に投じた無党派層もいるでしょう。社民じゃあ
死票になるのが火を見るより明らかだった。

故郷帰還への情熱と条件̶̶̶ JC系若者
澤田　故郷への帰還，復旧というなかで，半谷さんが

提唱されているフロントランナー構想についてご説明く
ださい。
半谷　まるで夢のような新都市構想をもって，福島に

入って魅惑する研究者がいるんですね。
澤田　どなたですか，それは？
半谷　誰とは言わないですが，東京の非常に有名な私

立大学の教授です。その人に限らず，夢のような新都市
構想を持ち込んでくる人は少なからずいますよ。地元民
はあんなものをみせられると，そういうものを作っても
らえるのかと思ってしまいます。私は，福島を研究の遊
び場にする気ですかと問いたい。
澤田　本当に出来る目処，予算措置がない。
半谷　そうなんです。今は仮設住まいの皆さんに，申

し訳が立たない。生きているうちに達成できるのかとい
うことですね──その絵に描いた餅の夢の都市構想。し
かし，その夢を語るにしても，誰かが先に住み始めない
といけない。なにも始まらない。それがフロントラン
ナーです。
澤田　開拓者とか先住隊のイメージでしょうか。
半谷　まず，5 人 10 人でも戻って 1 年間を目標に住

み続けるのが最初ではないかなと考えています。医療や
行政サービスはなかなか一気には復旧できないですよ。
安全・安心を確保確立するには，凄いお金がかかると思
われます。そのお金をどうするのか，国のお金，つまり
税金で賄うとすれば，他県の人がどう見るか？現実的
で，国民からの応援がもらえるやり方を考えたい。そこ
から始め，継続し，日本の成長に福島からも貢献してい



被災地の復興をまず第一に

日本原子力学会誌，Vol.55，No.10（2013） （ 71 ）

605

くようにする。フロントランナーは常に前向きです。
澤田　実際にフロントランナーになる人はいるのですか？
半谷　地元の双葉，浪江，大熊，田村には青年会議所

（JC）の人々が 40 人ほどいます。彼らは非常に意識が高
い。故郷復旧の願望が強い。

復興を妨げる 1mSv
澤田　ただ，フロントランナーが戻る上で，今現状で

の放射線量が壁になりませんか？
半谷　そうですね。ただし実際には放射線量は壁には

ならないと見ています。フランスは自然放射線量が年間
平均で約 5mSv ですね。内部被ばくは食生活に少し気を
配ればそれ以下です。問題ないでしょう。第一，地元で
採れる野菜等も，現行の厳しい食品衛生基準をクリアし
ている。しかし，現実的には，行政的には民主党が最終
的に出した〝1mSv まで除染〟が大きな壁になっている。
あれは，非現実的です。除染には莫大な費用がかかる。
澤田　除染費用って，誰が出しているんですか。
半谷　東京電力ですね。もう潰れているようなもので

すが，今でも除染費用は東電の支出です。避難している
人々への補償金も同様です。
澤田　そのことはあまり知られていないようですね。

特に首都圏の人々には，東電ケシカランという話はよく
聞きます。しかし，その東電が除染費用も避難されてい
る方々への補償金も担っているという話はウケない。東
電は，踏んだり蹴ったりですね。
半谷　福島の住民でも東電が金だしているという認識

は薄い。マスコミがいけないと思いますよ。ミスリード
しているんですよ。莫大な費用をかけても，それでも
1mSv までは除染できない。現実的でない。お金はもっ
と有効利用すべきでありませんか。
澤田　あれは，当時の政権のいわゆる原発担当大臣の

細野氏が，どんどんと後退していって 5mSv といってい
た除染基準を，1mSv にまでしてしまった。人気取りの
ポピュリズム愚策の典型と言われています。放射線審議
会は民主党政権下で早い時期に〝御用だ〟とされて事実上
潰されたままです。そこを所掌していた文部科学省の当
時の副大臣である鈴木寛さんの相場観は 20mSv/ 年で，
そこにソフトランディングさせようとしていた。しか
し，審議会もなく，ひとりぼっちで 20mSv を背負い込
みかけた当時の内閣府参与・小佐古敏荘東大教授は，記
者会見をして舞台を勝手に降りてしまった。
半谷　そうでしたね。やはりあそこにまで戻るのですか。
澤田　そこから修復しないといけない。一度法律が出

来て，そのもとで行政組織が動き始めると，これがもう
なかなか修復できない。大きな壁になる。さて，フロン
トランナーが戻れる mSv 値はいくらでしょうか？その
ための行政的措置はどうすればよいのでしょうか。少な
くとも現行の除染に関わる特別措置法を見直さないとな

にも前に進めないのではないでしょうか？
半谷　そのとおり。それに除染で出たごみの置き場の

問題もあるが，まったく宙ぶらりんのままです。そもそ
も地元には大型トラックが通れるような道路がたった 4
本しかない。仮にごみ置き場が決まっても，そこに至る
道路は，大型トラックが数珠つなぎになって身動き取れ
なくなってしまうのは目に見えています。
澤田　いずれにしても，除染基準の 1mSv は何の役に

も立たない……。
半谷　そうです。このままだと，いつまでたっても戻

れない──そこにぜひ目を向けてほしい。
澤田　誰にですか？
半谷　政治家，特にいま政権を担っている方々，それ

に行政の皆さんです。
澤田　どのようにしてほしいのですか？
半谷　戻った人間がそのなかで選べるような措置，つ

まり法律の整備とそのもとで行政が機能するようにして
ほしい。がっちり 1mSv だと何もできない──これは細
野氏が仕組んだ足かせだということです。20mSv とか
に規制緩和してくれれば色々始めることが出来る。ぜひ
そこに戻してほしい。ICRP や IAEA の勧告，推奨もそ
うなっているではないですか。なぜそれが出来ないの。
澤田　20mSv が現実的ですか。20mSv で戻っていい

よといってもらえばいいのですか。
半谷　そうです。鈴木寛さんの意思をぜひ実現してほ

しい。私は個人的には初期には 50mSv/年もアリだと思
います。除染作業員の基準と一緒です（註：厚生労働省
の設ける除染作業者の被ばく線量限度，つまり基準値
は，1 年間で 50mSv，5 年間で 100mSv）作業員と私た
ちとは，なんか身体の仕組みでもちがうのでないのであ
れば，町の復旧を自ら選んで進んでやろうと言う人に
は，同様の基準が適用されてもいいのではないでしょう
か？除染作業員なら良くて，私・半谷はダメという理由
をどなたか教えてください。
澤田　半谷さんは，3・11 後早い時期の伊達市の除染

活動以後，田中俊一・原子力規制委員会委員長と懇意に
されているようですね。
半谷　ええ。田中先生が，伊達市等地元への放射線の

説明は〝専門家ではない半谷に任せる〟とおっしゃったと
伝え聞いています。たぶん，間違いないでしょう。（笑）
 放射線安全フォーラムの加藤和明理事長からも，「ス
ペシャリストではなく，エキスパートが現場では通用す
る」と直に言われました。
澤田　その田中さんは、3・11 当時この放射線安全

フォーラムの副理事長だった。規制フォーラムではなく
安全フォーラムですよ。そして、100mSv/ 年以下なら
安全という主張のはずです。田中さんが 2011 年に行っ
た除染ボランティア活動の報告用のパワポ資料に明記し
てあります。
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半谷　放射線審議会は 2012 年の 9 月以降，全委員が
空席のままです。当時は文科省だったが今は規制委員会
……全ての規制値はそこにまかされている。今こそ田中
先生は声を上げてほしいですね。田中先生が言わないと
ダメ。半谷は福島で踏ん張っている──『田中先生，早
く声を上げてください……お願いします』というのが私
の切なる願いです。
澤田　まとめます。20mSv なら帰れるし，いろいろ

始められる。それを規制委員会に何とかしてほしいと。
半谷　そうです。20mSv なら工夫出来る。生きてい

く自由度がもらえる。20mSv に意味が出てくる。
澤田　冒頭に述べた，汚染地下水の遮水壁に関しては，

政治が動いた訳ですから期待出来るのではないでしょう
か。避難していて率先して帰ろうという人に福音を！
半谷　そう願いたいものです。でも，政治の前に規制

委員会です。
澤田　最近の 20km 圏内の様子はどのようですか？
半谷　〝震災観光〟ですよ。
澤田　なんですかそれは？
半谷　3・11 直後に道路が復旧すると，三陸沿岸に瓦

れき観光にやってくる人が激増しましたね。いまや原発
から 20km 圏内も一時立ち入りできます。だから，観光
にやってくる人が増えています。
澤田　地元の皆さんは複雑な気持ちなのではないで

しょうか。でも，その原発事故ツーリズムは，地元に
とってもひとつの『未来』になるのではないですか。
半谷　そうですね。チェルノブイリに行って知ったの

は，あそこには年間 100 万人も観光に来ている。博物館
もある。福島の被災地もそのような観光地になれると思
います。だって，今や『福島』は世界中の人が知っていま
すよね。
澤田　ほう。それはドンドン進めた方がいいのでは。
半谷　ただし，故郷があそこの自分としては，真っ先

にやりたいのは先祖の墓をなんとかしたい。震災観光は
二の次です。
澤田　倒壊した墓を修復するんですか？
半谷　いや，場所によっては修復に行けないほど線量

が高い。年間数百 mSv の墓場がある。これは，移転し
た方がいいと思います。墓はコミュニティーの中心にな
るんですよ。そして，盆踊りをやろうと言っています。
盆踊りは，先祖と私たちが一緒になってする祭りです
ね。そうやって，地域の絆を作り直していく。以前より
も深い絆になると思いますよ。
澤田　お盆にも故郷に戻れない，祭りが出来ないとい

う喪失感はとても大きいのですね。悲しい。
半谷　そうなんです。それを乗り越えるための墓と盆

踊りですよ。
澤田　まるで日本人のコミュニティーとは何かを問い

直すような話ですね。

原子力学会に期待すること
澤田　最後に日本原子力学会の特に若手に向けて，ぜ

ひひと言お願いします。
半谷　私の本業は中高生を育てることです。知識を伝

えている。原子力の知識と技術は宝です。ちゃんと未来
につなげていってほしい。教育に携わるものとして，一
時の感情でこれまで培って来た知識や技術を放棄したり
衰退させることは許し難いですね。あとは，福島の本当
の現実をもっと見てほしい。マスコミの情報に惑わされ
ないでほしい。惑わされれば，福島の高校生たちの未来
を摘むことになりかねない。
澤田　そのほかには？
半谷　この被害を生み出したことに対して，キチンと

反省してほしい。双葉活断層におかしなものを感じてい
るので，おごりはキッチリ反省してほしい。
澤田　東電に対しては何かありますか。
半谷　東電はよくやっている……。
澤田　ここでリップサービスする必要はないですよ

（笑）。例えば 7 月の汚染水漏れの発表が遅れたことに関
して，社長の広瀬さんや本店の広報などへの風当たりは
随分シビアですよ。
半谷　私は地元を始めいろんなところで，地道な活動

を東電社員がしているのを見ている。私が地元での講演
の際に，今日一緒に来ている方のなかに東電の人がいま
すというと，聴衆から拍手が起こる。東電にはイヤなと
こダメなとこもありましたが，いま東電の人たちがどう
いう思いで何をしているかもちゃんと見ていますよ。そ
こに私のような地域メディエーターのやりがいがあるの
です。後は講演会に来ている人の顔ですね，目の輝きが
物語るものがある。
澤田　地域の復興に目線があっているということで

しょうか。東電も復興に一緒に汗を流している。支援し
てくれる人という見方でしょうか。
半谷　そうです。活動への支援。そして見てくれてい

るという安心感があります。3・11 から，時間がもう 2
年半たっているが，何も進んでいない。神戸は 2 年だっ
た。どうするんだと。
澤田　ウクライナも 2 年で修復。
半谷　そう。なんでこんなに遅いのかと。
澤田　民主党は何も出来なかったしやれなかった。フ

ロントランナーの話は政権や行政に伝わっていますか？　
政治と行政が動いて，立法がなされないと何も動かない。
半谷　確かにいま青写真描いてくれとも言われている。
澤田　それは良い話ですね。
半谷　そうですね──日本原子力学会の皆さんにもお

知恵拝借とご協力をお願いしたいのです！


